
保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－１「燃料プール代替注水系」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 同等な機能を有することの説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 

  添付－３ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

表
６
６
－
９
 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

６
６
－
９
－
１

 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）

※
１
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注

水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

※
３
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
４
 

※
１
：
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
ま
で
の
配
管
，
系
統
構
成
に

必
要
な
手
動
弁
お
よ
び
接
続
口
を
含
む
。

 

※
２
：
サ
イ
フ
ォ
ン
防
止
機
能
を
含
む
。

 

※
３
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

（
項
目
な
し
）
 

―
 

―
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の

冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要

因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内

の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

な
お
，
漏
え
い
抑
制
に
必
要
な
サ
イ
フ
ォ
ン
防
止
機
能
を
含
む
。

 

・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
の

収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水

源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等
を
定
め

る
こ
と
。

 

④
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水

位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
プ
ー
ル
内
の
燃
料
等
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
断
し
，
及
び
臨

界
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
は
待
機
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射

さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て

は
記
載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の

系
統
構
成
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

＜
参
考
＞
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６
６
－

１
９
－
１

 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
記
載
す
る
。

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
注
水
時
に
使

用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
揚
程
を
以
下
に
示
す
。

 

【
必
要
容
量
】

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
の
う
ち
，
「
想

定
事
故
１
」
及
び
「
想
定
事
故
２
」
に
係
る
有
効
性
評
価
解
析
に
お
い
て
，
有
効
性
が
確
認
さ
れ
て

い
る
，
11

4m
3 /
h
以
上
を
注
水
可
能
な
設
計
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑧
 

完
了
時
間
 

A.
燃
料
プ

ー
ル
代

替

注
水

系
（

常
設

配

管
）

が
動

作
不

能

の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位

付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備

※
５
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
管

理
的

手
段

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
燃
料
プ

ー
ル
代

替

注
水
系
（
可
搬
型
）

が
動

作
不

能
の

場

合
 

B1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位

付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

B
3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備

※
６
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
管

理
的

手
段

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

C.
燃
料
プ

ー
ル
代

替

注
水

系
（

常
設

配

管
）

お
よ

び
燃

料

プ
ー

ル
代

替
注

水

系
（
可
搬
型
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

C1
.1
.防

災
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

ま
た
は
 

C1
.2
.防

災
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位

付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

C3
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を
維
持
す
る
た
め
の
注
水

手
段

※
７
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
５
：
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
を
い
う
。

 

※
６
：
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）
を
い
う
。

 

※
７
：
ろ
過
水
系
に
よ
る
注
水
を
い
う
。
 

【
揚
程
】

 

海
水
を
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
注
水
す
る
場
合
の
水
源
と
注
水
先
の
圧
力
差
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
等

の
圧
力
損
失
並
び
に
配
管
及
び
弁
類
の
圧
力
損
失
を
基
に

4
2
.
1
m
以
上
に
設
定
す
る
。

 

⑦
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

要
求
さ
れ
る
措
置
の
内
容
を
踏
ま
え
，
各
設
備
が
動
作
不
能
又
は
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

⑧
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

A2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A3
.
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や

か
に
”
確
認
す
る
。
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
同
等
の

機
能
を
有
す
る
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

B1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

B3
.
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や

か
に
”
確
認
す
る
。
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
同
等
の
機

能
を
有
す
る
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

C1
.1
，
C1

.2
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

C2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

C3
.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
機
能
が
喪
失
し
た
状
態
で
あ
る

こ
と
か
ら
，
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
，
ろ
過
水
系
に
よ
る
注
水
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

【
必
要
容
量
】

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
比
べ
，
注
水
量
が
少
な
い
が
，
重
大
事
故
等
へ
対
処
す

る
た
め
に
使
用
で
き
れ
ば
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽
し
，

及
び
臨
界
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
。（

添
付
－
３
）

 

【
準
備
時
間
】

 

ろ
過
水
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
注
水
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で

き
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
２
）
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－60 

操作手順 弁名称 

⑥＃1 燃料プール注水・スプレイ（常設配管）弁 

⑥＃2 原子炉建屋東側燃料プール代替注水元弁 

＃1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する弁があること 

を示す。 

第 1.11－5 図 燃料プール代替注水系（常設配管） 概要図 

66-19-1 にて整理 

66-9-1 の範囲 
赤枠にて示す 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－64 

 

 

操作手順 弁名称 

⑥ 燃料プール注水・スプレイ（可搬型）弁 

 

第 1.11－9 図 燃料プール代替注水系（可搬型） 概要図 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.11－61 

第
1
.
1
1
－

6
図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦
，
⑧

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2※

3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2※

3

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2※

6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2※

3

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
7

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2※

6

※
1：

中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
及
び
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1保

管
エ
リ
ア
，
第
2保

管
エ
リ
ア
，
第
3保

管
エ
リ
ア
及
び
4保

管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2保

管
エ
リ
ア
，

　
　
 第

3保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4保

管
エ
リ
ア

※
3：

緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3保

管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
4：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3保

管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6：

ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7：

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2保

管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
と
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

6
7

8
5

④
a

⑤
，
⑥

④
a

備
考

1
2

9
10

3
4

④
a

経
過
時
間
（
時
間
）

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常

設
配
管
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水

【
燃
料
プ
ー
ル
注
水
接
続
口

（
北
）
又
は
燃
料
プ
ー
ル
注
水

接
続
口
（
東
）
を
使
用
す
る
場

合
】

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A～

C
3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D～

F
3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G～

Ｉ
3

要
員
（
数
）

燃
料

プ
ー

ル
代

替
注

水
系

（
常

設
配

管
）

に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水

38
0分

準
備

時
間

 
関

連
個

所
を

赤
枠

に
て

示
す
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図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦
，
⑧

移
動
・
扉
開
放

※
2

④
b

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※
4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
5

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
6

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※
4

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
3
※
7

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
6

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※
4

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
8

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
3
※
7

※
1
：
中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2
：
中
央
制
御
室
か
ら
扉
開
放
場
所
ま
で
の
移
動
時
間
及
び
類
似
の
扉
開
放
操
作
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
3
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
及
び
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
4
保
管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2
保
管
エ
リ
ア
，

　
　
 
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア

※
4
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7
：
ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
8
：
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G
～
I

3
④

b

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

要
員
（
数
）

運
転
員
（
現
場
）
B
，
C

2

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A
～
C

3

④
b

⑤
，
⑥

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D
～
F

3

④
b

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常

設
配
管
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水

【
燃
料
プ
ー
ル
注
水
接
続
口

（
建
屋
内
）
を
使
用
す
る
場

合
】

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

38
0分

燃
料

プ
ー

ル
代

替
注

水
系

（
常

設
配

管
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
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図

 
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦
，
⑧

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※

6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
5

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
7

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続
，
貫
通
孔
の
開
放

※
2
※

6
※

9

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
8
※

9

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続
，
貫
通
孔
の
開
放

※
2
※

6
※

9

※
1
：
中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
，

 
 
 
 
 
第
4
保
管
エ
リ
ア
及
び
原
子
炉
建
屋
内
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア

※
3
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
4
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6
：
ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7
：
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
8
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
原
子
炉
建
屋
内
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
9
：
水
密
扉
等
の
設
計
を
考
慮
し
て
想
定
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常

設
配
管
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水

【
燃
料
プ
ー
ル
注
水
接
続
口

（
建
屋
内
）
を
使
用
す
る
場
合

（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の

衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に

よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
】

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A
～
C

3

④
c

⑤
，
⑥

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D
～
F

3

④
c

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G
～
I

3
④

c

運
転
員
（
現
場
）
B
，
C

重
大
事
故
等
対
応
要
員
J

3
④

c

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

要
員
（
数
）

3
8
0
分

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
配
管
）

に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
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燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦
，
⑧

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※
3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※
3

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※
6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
5

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※
3

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
7

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※
6

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
8
※
9

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※
6

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
注
水
・
ス
プ
レ
イ
貫
通
孔
の
開
放

※
9

水
密
扉
の
開
放

※
9

※
1
：
中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
，

 
 
 
 
 
第
4
保
管
エ
リ
ア
及
び
原
子
炉
建
屋
内
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア

※
3
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
4
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6
：
ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7
：
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
と
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
8
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
原
子
炉
建
屋
内
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
9
：
水
密
扉
等
の
設
計
を
考
慮
し
て
想
定
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G
～
Ｉ

3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D
～
F

7
8

9
1
0

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

要
員
（
数
）

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A
～
C

④

⑤
，
⑥

3

④

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可

搬
型
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水

運
転
員
（
現
場
）
B
，
C

重
大
事
故
等
対
応
要
員
Ｊ

3

④ ④

38
0分

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－67 

 

 

 

第
1
.
1
1
－

1
2
図

 
ろ

過
水

ポ
ン

プ
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

注
水

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

②

系
統
構
成
，
ポ
ン
プ
起
動

※
2

③
,④

,⑤

注
水
開
始

※
2

⑧

移
動

※
3

系
統
構
成

※
4

※
1：

中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2：

機
器
の
操
作
時
間
及
び
動
作
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
3：

中
央
制
御
室
か
ら
機
器
操
作
場
所
ま
で
の
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
4：

機
器
の
操
作
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

⑥

経
過
時
間
（
分
）

備
考

60
70

要
員
（
数
）

10
20

30
40

50

運
転
員
（
現
場
）
B，

C
2

ろ
過
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
へ
の
注
水

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

45
分

ろ
過
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
注
水
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－11 

 (b) 漏えい抑制 

使用済燃料プールに接続する配管の破断等により，燃料プール冷

却浄化系戻り配管からサイフォン現象による使用済燃料プール水漏

えいが発生した場合に，使用済燃料プールのサイフォン防止機能を

有するサイフォンブレーク孔により，サイフォン現象の継続を防止

することで，漏えいを停止する手段がある。 

漏えい抑制で使用する設備は以下のとおり。 

・サイフォン防止機能 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料プール代替注水で使用する設備のうち，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ），ホース延長回収車，ホース・注水用ヘッダ・接続口，燃料

プール冷却浄化系配管・弁，使用済燃料プール及び燃料補給設備を

重大事故等対処設備として位置付ける。淡水貯水槽（No.１）及び淡

水貯水槽（No.２）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供

給手順等」【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）とし

て位置付ける。 

漏えい抑制で使用する設備のうち，サイフォン防止機能は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，「審

査基準」及び「基準規則」に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，使用済燃料プール内の燃料体

等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

自主対策設備に関する説明 
関連個所を下線にて示す 
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1.11－12 

・ろ過水ポンプ，ろ過水タンク，ろ過水系配管・弁 

耐震性は確保されておらず，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）に比

べ，注水量が少ないが，重大事故等へ対処するために使用できれば

使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨

界を防止する手段として有効であるため，使用済燃料プールへの注

水を確保するための手段となり得る。 

ｂ．使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手段及び設

備 

(a) 燃料プールスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時，使用済燃料プ

ールへのスプレイにより，燃料損傷を緩和し，臨界を防止し，放射

性物質の放出を低減する手段がある。 

ⅰ．燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへ

のスプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・淡水貯水槽（No.１） 

・淡水貯水槽（No.２） 

・ホース延長回収車 

・ホース・注水用ヘッダ・接続口 

・燃料プール冷却浄化系配管・弁 

・スプレイノズル 

・使用済燃料プール 

・燃料補給設備 
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－２「燃料プールスプレイ系」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 同等な機能を有することの説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 

  添付－３ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設置変更許可申請書 添付十追補１（自主対策設備に関する説明） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
９
－
２

 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）

※
１
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ

イ
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

※
２
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
３
 

ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
 

１
２
個

※
４

 

※
１
：
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
ま
で
の
配
管
，
系
統
構
成
に

必
要
な
手
動
弁
お
よ
び
接
続
口
を
含
む
。

 

※
２
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
３
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
４
：
常
設
配
管
用
６
個
（
３
個
×
２
）
お
よ
び
可
搬
型
用
６
個
（
３
個
×
２
）
を
い
う
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か

ら
の
大
量
の
漏
え
い
そ
の
他
の
原
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し

た
場
合
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及
び
臨
界
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
の

収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る
水

源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等
を
定
め

る
こ
と
。

 

④
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要
因
に

よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
プ
ー
ル
内
の
燃
料

等
の
著
し
い
損
傷
の
進
行
を
緩
和
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
は
待
機
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
適
用
さ

れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す

る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
は
，
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
常
設
配
管
に
３
個
，
可
搬
型
に
３
個
使
用
す
る
こ

と
か
ら
１
２
個
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
３
） 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
は
，
他
表
に
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
て
お
り
，
確
認
事
項

及
び
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
も
他
表
に
て
記
載
し
て
い
る
。

 

＜
参
考
＞
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，「

６
６

－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
記
載
す
る
。

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
時

に
使
用
す
る
場
合
の
容
量
及
び
吐
出
圧
力
を
以
下
に
示
す
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ

レ
イ
系

（
常

設
配

管
）
が

動
作

不
能

の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備

※
５
が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を

管
理
的

手
段
に

よ
り

確
認
す

る
。

 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ

レ
イ
系
（
可
搬
型
）

が
動
作

不
能

の
場

合
 

B1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

B
3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処

設
備

※
６
が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を

管
理
的

手
段
に

よ
り

確
認
す

る
。

 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

【
必
要
容
量
】

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
燃
料
体
の
崩
壊
熱
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
容
量
が
約

9.
7
m3
/
h
で

あ
り
，
ま
た
，
Ｎ
Ｅ
Ｉ
０
６
－
１
２
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
要
求
容
量
が

20
0
gp

m（
約

45
.4
m3
/
h）

で
あ
る
。
さ
ら
に
，
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
１
個
当
た
り
の
必
要
流
量
が

42
m
3 /
h
で
あ
り
，
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
３
個
を
使
用
し
て
全
て
の
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
燃
料
体

等
に
対
し
て
ス
プ
レ
イ
す
る
た
め

1
2
6
m3
/h

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

1
26
m3
/h

以
上
を
ス
プ

レ
イ
可
能
な
設
計
と
す
る
。

 

【
揚
程
】

 

海
水
を
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
ス
プ
レ
イ
す
る
場
合
の
水
源
と
注
水
先
の
圧
力
差

(
ス
プ
レ
イ

ノ
ズ
ル
必
要
圧
力
)，

静
水
頭
，
ホ
ー
ス
等
の
圧
力
損
失
並
び
に
配
管
及
び
弁
類
の
圧
力
損
失
を

基
に

11
6.

1m
に
設
定
す
る
。

 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
で
つ
ま
り
等
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
，
必
要
な
機
能
を
満
足

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

要
求
さ
れ
る
措
置
の
内
容
を
踏
ま
え
，
各
設
備
が
動
作
不
能
又
は
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

A2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A3
.
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や

か
に
”
確
認
す
る
。
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
同
等
の

機
能
を
有
す
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

B1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

B3
.
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
も
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や

か
に
”
確
認
す
る
。
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
同
等
の
機

能
を
有
す
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

C.
燃

料
プ
ー
ル
ス
プ

レ
イ
系

（
常

設
配

管
）
お

よ
び

燃
料

プ
ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（
可
搬
型
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

C1
.1
.防

災
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
を
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

ま
た
は
 

C1
.2
.防

災
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

C3
.防

災
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
燃
料
体
等
に
ス
プ
レ
イ
す
る

た
め
の
手
段

※
７
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
５
：
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
を
い
う
。

 

※
６
：
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
を
い
う
。

 

※
７
：
化
学
消
防
自
動
車
お
よ
び
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
を
用
い

た
ス
プ
レ
イ
を
い
う
。
 

C1
.1

.，
C1

.2
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

C2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

C3
.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
機
能
が
喪
失
し
た
状
態
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
代
替
の
注
水
手
段
と
し
て
，
化
学
消
防
自
動
車
及
び
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に

よ
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
機

能
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。

 

耐
震
性
は
確
保
さ
れ
て
い
な
い
が
，
重
大
事
故
等
へ
対
処
す
る
た
め
に
使
用
で
き
れ
ば
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
の
進
行
を
緩
和
し
，
臨
界
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
有

効
で
あ
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
の
代
替
手
段
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）

 

【
準
備
時
間
】

 

化
学
消
防
自
動
車
及
び
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配

管
）
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
は
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）

よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ
と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
。（

添
付
－
２
）
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－68 

 

 

操作手順 弁名称 

⑥＃1 燃料プール注水・スプレイ（常設配管）弁 

⑥＃2 原子炉建屋東側燃料プールスプレイ元弁 

＃1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する弁があること 

を示す。 

 

第 1.11－13 図 燃料プールスプレイ系（常設配管） 概要図 

66-19-1 にて整理 

66-9-2 の範囲 
赤枠にて示す 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.11－72 

操作手順 弁名称 

⑥ 燃料プール注水・スプレイ（可搬型）弁 

第 1.11－17 図 燃料プールスプレイ系（可搬型） 概要図 

66-19-1 にて整理 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－69 

 

 

  

第
1
.
1
1
－

1
4
図

 
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※

6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
7

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
2
※

6

※
1：

中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
及
び
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1保

管
エ
リ
ア
，
第
2保

管
エ
リ
ア
，
第
3保

管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2
保
管
エ
リ
ア
，

 
 
  
 
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4保

管
エ
リ
ア

※
3：

緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
4：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3保

管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6：

ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7：

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2保

管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
と
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

3
4

8

経
過
時
間
（
時
間
）

5
6

7
9

10

備
考

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G～

Ｉ
3

④
a

1
2

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A～

C
3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D～

F
3

④
a

④
a

⑤
，
⑥

要
員
（
数
）

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常

設
配
管
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ

【
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
接
続

口
（
北
）
又
は
燃
料
プ
ー
ル
ス

プ
レ
イ
接
続
口
（
東
）
を
使
用

す
る
場
合
】

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ
3
8
0分

準
備

時
間

 
関

連
個

所
を

赤
枠

に
て

示
す
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.11－70 

第
1
.
1
1
－

1
5
図

 
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦

移
動
・
扉
開
放

※
2

④
b

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※

4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
5

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
6

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※

4

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
3
※

7

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
6

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
3
※

4

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
8

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
3
※

7

※
1
：
中
央
制
御
室
で
の
状
況
確
認
に
必
要
な
想
定
時
間

※
2
：
中
央
制
御
室
か
ら
扉
開
放
場
所
ま
で
の
移
動
時
間
及
び
類
似
の
扉
開
放
操
作
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
3
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
及
び
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第
1
保
管
エ
リ
ア
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア
，
ホ
ー
ス
延
長
回
収
車
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
保
管
場
所
は
第
2
保
管
エ
リ
ア
，

第
3
保
管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア

※
4
：
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
5
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
3
保
管
エ
リ
ア
か
ら
淡
水
貯
水
槽
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
7
：
ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
8
：
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2
保
管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

備
考

3

④
b

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G
～
I

3
④

b

7
8

9
1
0

要
員
（
数
）

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常

設
配
管
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ

【
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
接
続

口
（
建
屋
内
）
を
使
用
す
る
場

合
】

運
転
員
（
中
央
制
御
室
）
A

1

運
転
員
（
現
場
）
B
，
C

2

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A
～
C

3

④
b

⑤
，
⑥

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D
～
F

経
過
時
間
（
時
間
）

1
2

3
4

5
6

38
0分

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
配

管
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ

66-9-2  8/16

680



添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－71 

 

 

 

第
1
.
1
1
－

1
6
図

 
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

常
設

配
管

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順

の
項

目
操

作
手

順

電
源

確
認

※
1

③

状
況

監
視

⑦

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※

3

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
，

設
置

※
4

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

起
動

※
5

送
水

準
備

・
送

水
（

水
張

り
・

系
統

監
視

）
※

5

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※

3

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
※

2
※

6

送
水

準
備

・
送

水
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）
※

5
⑤

，
⑥

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※

3

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

運
搬

，
設

置
※

7

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
，

貫
通

孔
の

開
放

※
2
※

6
※

9

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
8
※

9

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
，

貫
通

孔
の

開
放

※
2
※

6
※

9

※
1
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
2
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
保

管
場

所
は

第
1
保

管
エ

リ
ア

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

，
ホ

ー
ス

の
保

管
場

所
は

第
1
保

管
エ

リ
ア

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

，

 
 
 
 
 
第

4
保

管
エ

リ
ア

及
び

原
子

炉
建

屋
内

，
ホ

ー
ス

延
長

回
収

車
及

び
注

水
用

ヘ
ッ

ダ
の

保
管

場
所

は
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

※
3
：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

第
3
保

管
エ

リ
ア

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
4
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
時

間
と

し
て

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

か
ら

淡
水

貯
水

槽
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕

 
 
 
 
 
を

見
込

ん
だ

時
間

※
5
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
起

動
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
6
：

ホ
ー

ス
の

敷
設

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
7
：

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
運

搬
距

離
と

し
て

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

か
ら

原
子

炉
建

屋
付

近
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
8
：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

原
子

炉
建

屋
内

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
9
：

水
密

扉
等

の
設

計
を

考
慮

し
て

想
定

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
配

管
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ

【
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

接
続

口
（

建
屋

内
）

を
使

用
す

る
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
】

運
転

員
（

中
央

制
御

室
）

A
1

重
大

事
故

等
対

応
要

員
A
～

C
3

④
c

⑤
，

⑥

重
大

事
故

等
対

応
要

員
D
～

F
3

④
c

重
大

事
故

等
対

応
要

員
G
～

I
3

④
c

運
転

員
（

現
場

）
B
，

C

重
大

事
故

等
対

応
要

員
J

3
④

c

3
4

5
6

7
8

9
1
0

要
員

（
数

）

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
8
0
分

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
常

設
配

管
）

に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
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燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

手
順

の
項

目
操

作
手

順

電
源

確
認

※
1

③

状
況

監
視

⑦

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※
3

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
，

設
置

※
4

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

起
動

※
5

送
水

準
備

・
送

水
（

水
張

り
・

系
統

監
視

）
※
5

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※
3

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
※
2
※
6

送
水

準
備

・
送

水
（

水
張

り
・

系
統

監
視

）
※
5

⑤
，

⑥

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
2
※
3

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

運
搬

，
設

置
※
7

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
※
2
※
6

保
管

場
所

へ
の

移
動

※
8
※
9

ホ
ー

ス
の

敷
設

，
接

続
※
2
※
6

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

注
水

・
ス

プ
レ

イ
貫

通
孔

の
開

放
※
9

水
密

扉
の

開
放

※
9

※
1
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
2
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
保

管
場

所
は

第
1
保

管
エ

リ
ア

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

，
ホ

ー
ス

の
保

管
場

所
は

第
1
保

管
エ

リ
ア

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

，

第
4
保

管
エ

リ
ア

及
び

原
子

炉
建

屋
内

，
ホ

ー
ス

延
長

回
収

車
及

び
注

水
用

ヘ
ッ

ダ
の

保
管

場
所

は
第

2
保

管
エ

リ
ア

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

※
3
：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

第
3
保

管
エ

リ
ア

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
4
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
時

間
と

し
て

，
第

3
保

管
エ

リ
ア

か
ら

淡
水

貯
水

槽
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
5
：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
起

動
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
6
：

ホ
ー

ス
の

敷
設

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
7
：

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
運

搬
距

離
と

し
て

，
第

2
保

管
エ

リ
ア

か
ら

原
子

炉
建

屋
付

近
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

と
注

水
用

ヘ
ッ

ダ
の

設
置

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
8
：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

原
子

炉
建

屋
内

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
9
：

水
密

扉
等

の
設

計
を

考
慮

し
て

想
定

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

④

5
6

⑤
，

⑥

④

7

④ ④

8
9

1
0

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

要
員

（
数

）

運
転

員
（

中
央

制
御

室
）

A
1

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

使
用

済
燃

料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ

運
転

員
（

現
場

）
B
，

C

重
大

事
故

等
対

応
要

員
Ｊ

3

重
大

事
故

等
対

応
要

員
D
～

F
3

重
大

事
故

等
対

応
要

員
G
～

Ｉ
3

重
大

事
故

等
対

応
要

員
A
～

C
3

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）

に
よ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
ス

プ
レ

イ
38
0
分
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化

学
消

防
自

動
車

及
び

大
型

化
学

高
所

放
水

車
に

よ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

へ
の

ス
プ

レ
イ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

操
作
手
順

電
源
確
認

※
1

③

状
況
監
視

⑦

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

化
学
消
防
自
動
車
の
移
動
・
設
置

※
4

ホ
ー
ス
敷
設
，
接
続

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
機
関
操
作
）

※
6

⑤
，
⑥

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
2
※

3

大
型
化
学
高
所
放
水
車
の
移
動
・
設
置

※
4

ホ
ー
ス
敷
設
，
接
続

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
機
関
操
作
）

※
6

⑤
，
⑥

※
1
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
2
：

化
学

消
防

自
動

車
の

保
管

場
所

は
第

3
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

，
大

型
化

学
高

所
放

水
車

の
保

管
場

所
は

第
1
保

管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保

管
エ

リ
ア

※
3
：

事
務

本
館

又
は

事
務

建
屋

か
ら

第
1
保

管
エ

リ
ア

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
4
：

化
学

消
防

自
動

車
及

び
大

型
化

学
高

所
放

水
車

の
移

動
距

離
と

し
て

，
第

1
保

管
エ

リ
ア

か
ら

原
子

炉
建

屋
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

と
化

学
消

防
自

動
車

放
水

訓
練

の
実

績
を

考
慮

し
た

　
　

 
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
5
：

ホ
ー

ス
敷

設
訓

練
の

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
6
：

化
学

消
防

自
動

車
放

水
訓

練
の

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

④

初
期
消
火
要
員

（
消
防
車
隊
）
Ｄ
～
Ｆ

3

④

化
学
消
防
自
動
車
及
び
大
型

化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
燃

料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常

設
配
管
）
を
用
い
た

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の

ス
プ
レ
イ

備
考

20
40

60
80

要
員
（
数
）

運
転
員
(中

央
制
御
室
）
Ａ

1

初
期
消
火
要
員

（
消
防
車
隊
）
Ａ
～
Ｃ

3

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

経
過
時
間
（
分
）

化
学
消
防
自
動
車

及
び

大
型
化
学
高
所
放
水
車

に
よ
る
燃
料
プ
ー

ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
を
用
い
た
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ

の
ス
プ
レ
イ
開
始

12
5分
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－40 

4.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

ために必要な注水流量を有するものとして，１セット１台使用する。また，

原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保

有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要

なスプレイ量を有するものとして，１セット１台使用する。また，原子炉補

機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保有数は，

２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－41 

スプレイノズルは，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール

内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止することができるものを燃料プ

ールスプレイ系（常設配管）として１セット３個，また，燃料プールスプレ

イ系（可搬型）として１セット３個使用する。保有数は，２セット 12 個に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

の合計 13 個を保管する。 

使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上

端近傍までの範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍まで

の範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール水

位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，想定され

る重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において可視光

カメラにより使用済燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設計

基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝

熱容量が，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に貯蔵す

る使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝

熱容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニ 
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添付-3-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－56 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台  数         ４（予備１） 

容  量         約 1,440m3／h（１台当たり） 

揚  程         約 122m 

 

ｂ．スプレイノズル 

個  数         12（予備１） 

 

(2) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-3-(3) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－15 

大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下のとおり。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・ホース 

・放水砲 

・ホース延長回収車 

・燃料補給設備 

・貯留堰 

・取水口 

・取水路 

・海水ポンプ室  

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の操作手順については，

「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」

にて整備する。 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料プールスプレイで使用する設備のうち，大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ），ホース延長回収車，ホース・注水用ヘッダ・接続口，燃料

プール冷却浄化系配管・弁，スプレイノズル，使用済燃料プール及

び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。淡水貯水

槽（No.１）及び淡水貯水槽（No.２）は「1.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b)項を満足するための代替

淡水源（措置）として位置付ける。 

大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備のうち，大容量送

水ポンプ（タイプⅡ），ホース，放水砲，ホース延長回収車，燃料補

給設備，貯留堰，取水口，取水路及び海水ポンプ室は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

自主対策設備に関する説明 
関連個所を下線にて示す 
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1.11－16 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，「審

査基準」及び「基準規則」に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷を緩和し，臨界を防止すること及び放射性物質の放

出を低減することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・シール材，接着剤，ステンレス鋼板及び吊り下ろしロープ 

プラントの状況によって使用済燃料プールへのアクセスができな

い場合があり，また，漏えい箇所により漏えいを緩和できない場合

があるため効果に不確実さはあるものの，大量の水の漏えいを緩和

する手段となり得るため，使用できれば漏えいを抑制する手段とし

て有効である。 

・化学消防自動車，大型化学高所放水車及びろ過水タンク 

化学消防自動車，大型化学高所放水車及びろ過水タンクについて

は，耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために使

用できれば使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し，臨界を防止する手段として有効であるため，使用済燃料プー

ルへのスプレイの代替手段となり得る。 

ｃ．重大事故等時における使用済燃料プールの監視のための対応手段及

び設備 

(a) 使用済燃料プールの監視 

重大事故等時において，使用済燃料プールの水位，水温及び上部

の空間線量率について変動する可能性のある範囲にわたり測定する 
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－３「使用済燃料プールの除熱」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
９
－
３

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱

※
１
が

可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
 

１
台
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
熱
交
換
器
 

１
基
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
 

※
３
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
４
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

※
１
：
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
と
は
，
ろ
過
脱
塩
装
置
バ
イ
パ
ス
運
転
に

よ
る
除
熱
を
い
う
。

 

※
２
：
必
要
な
弁
，
配
管
お
よ
び
ス
キ
マ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
を
含
む
。

 

※
３
：「

６
６
－
５
－
４

 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
の
流
量
が

m3
/h

以
上
で
，
揚

程
が

  
m
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
課
長
 

２
．
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
入
口
第
一
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
入
口

第
二
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
（
Ａ
）
入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
（
Ｂ
）

入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
出
口
弁
お
よ
び
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩

装
置
バ
イ
パ
ス
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，

動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確

認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
課
長
 

３
．
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
が
起
動
す
る
こ
と

※
６
を
確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
に
よ
る

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の

冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の
他
の
要

因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内

の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射
線
を
遮
蔽
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
は
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
発
生
す
る
水
蒸
気

に
よ
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
に
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ

れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適

用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
及
び
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
熱
交
換
器
は
，
設
計
基
準
対
象
施

設
と
兼
用
し
て
お
り
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
に
貯

蔵
す
る
使
用
済
燃
料
か
ら
発
生
す
る
崩
壊
熱
を
１
台
及
び
１
基
で
除
熱
で
き
る
こ
と
か
ら
，
１
台
及

び
１
基
を
所
要
数
と
す
る
。（

添
付
－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
が
該
当
。

 

点
検
計
画
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

項
目
１
は
，
ろ
過
脱
塩
装
置
バ
イ
パ
ス
の
系
統
構
成
（
項
目
２
）
後
に
実
施
す
る
。

 

確
認
す
る
流
量
及
び
揚
程
は
，
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
，
設
定
す

る
。（

添
付
－
２
）

 

弁
動
作
確
認
は
，
当
該
系
統
に
要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
す
る
た
め
に
中
央
制
御
室
か
ら

の
遠
隔
操
作
が
必
要
な
弁
と
し
て
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
入
口
第
一
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩

装
置
入
口
第
二
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
（
Ａ
）
入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
換
器
（
Ｂ
）
入
口
弁
，

Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
出
口
弁
及
び
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
装
置
バ
イ
パ
ス
弁
を
対
象
と
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
３
が
該
当
。

 

枠
囲
み
の
内
容
は
商
業
機
密
の
観
点
か
ら
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄

化
系
に
よ
る
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱

が
で
き
な
い
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
温
度
上
昇
評
価
を
実
施
す

る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
お
よ
び
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
７
：
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
お
よ
び
残
留
熱
除
去
系
に
よ
る
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
の
除
熱
が
要
求
さ
れ
る
措
置

A2
の
評
価
時
間
内
に
実
施
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
燃
料
プ

ー
ル
代
替
注
水
系
に
つ
い
て
は
，
ホ
ー
ス
の
事
前
接
続
等
の
補
完
措
置
を
含
む
。
残
留
熱
除
去
系
に
つ
い
て

は
管
理
的
手
段
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
イ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回

と
す
る
。

 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と

な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.重

大
事
故
等
発
生
時
の
時
間
余
裕
を
確
認
す
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
温
が

6
5℃

（
保

安
規
定
第
５
４
条
（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
・
温
度
）
の
運
転
上
の
制
限
）
に
到
達
す
る
ま

で
の
時
間
を
“
速
や
か
に
”
評
価
す
る
。
 

A3
.
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
措
置
と
し
て
燃
料
プ
ー
ル
代

替
注
水
系
（
常
設
配
管
）
又
は
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
の
注
水
及
び
残
留
熱
除
去
系
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱
が

A
2
の
評
価
時
間
内
に
実

施
可
能
で
あ
る
こ
と
を
 “

速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

な
お
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
は
，
残
留
熱
除
去
系
は
保
安
規

定
第
３
９
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
そ
の
１
）
で
待
機
が
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
，
管
理
的
手
段

に
よ
る
確
認
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.11－78 

操作手順 弁名称 

⑤＃1 FPC ろ過脱塩装置入口第一弁 

⑤＃2 FPC ろ過脱塩装置入口第二弁 

⑤＃3 FPC ろ過脱塩装置出口弁 

⑤＃4 FPC 熱交換器（B）入口弁 

⑤＃5 FPC 熱交換器（A）入口弁 

⑧ FPC ろ過脱塩装置バイパス弁（A） 

＃1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する弁があること 

を示す。 

第 1.11－23 図 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 概要図 

原子炉補機代替冷却水系（A）を使用する場合 

66-9-3 の範囲 
赤枠にて示す（ろ過脱塩装置を除く） 

66-5-4 にて整理 

66-9-1 にて整理 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－40 

4.3.2. 3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

ために必要な注水流量を有するものとして，１セット１台使用する。また，

原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保

有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要

なスプレイ量を有するものとして，１セット１台使用する。また，原子炉補

機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保有数は，

２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－4－41 

スプレイノズルは，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール

内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止することができるものを燃料プ

ールスプレイ系（常設配管）として１セット３個，また，燃料プールスプレ

イ系（可搬型）として１セット３個使用する。保有数は，２セット 12 個に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

の合計 13 個を保管する。 

使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上

端近傍までの範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍まで

の範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール水

位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，想定され

る重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において可視光

カメラにより使用済燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設計

基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝

熱容量が，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に貯蔵す

る使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝

熱容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－56 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台  数 ４（予備１） 

容  量 約 1,440m3／h（１台当たり） 

揚  程  約 122m 

ｂ．スプレイノズル 

個  数 12（予備１） 

(2) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－57 

ｂ．放水砲 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         水位 １ 

             温度 １（検出点２箇所） 

計測範囲         水位 －4,300mm～7,300mm※1 

（O.P.21620mm～O.P.33220mm） 

             温度 ０～120℃ 

 

ｂ．使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         １（検出点 15 箇所） 

計測範囲         水位 ０～7,010mm※1 

(O.P.25920mm～O.P.32930mm） 

             温度 ０～150℃ 

 

ｃ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－4－58 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数 １ 

※1：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（O.P.25920mm） 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

ａ．燃料プール冷却浄化系ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量  約 160m3／h 

全 揚 程 約 80m 

ｂ．燃料プール冷却浄化系熱交換器 

基  数 １（予備１） 

伝熱容量 約 1.26MW 

(5) 原子炉補機代替冷却水系 

ａ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－９「使用済燃料プールの冷却等のための設備」 

６６－９－４「使用済燃料プール監視設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付－３ 代替パラメータに関する説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（代替パラメータ） 

66-9-4  1/12

701



保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
９
－
４

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

要
 
素
⑤
 

動
作
可
能
で
 

あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑥
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照

射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
 

１
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
 

１
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，

低
線
量
）
 

１
※
１
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
 

１
 

※
１
：
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
は
，
高
線
量
お
よ
び
低
線
量
の
両
方
を
い
う
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
の
所

要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

１
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
が
喪
失
し
，
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
水
の
漏
え
い
そ
の

他
の
要
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
又
は
使
用
済
燃
料
を
冷
却
し
，
放
射

線
を
遮
蔽
し
，
及
び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）

こ
と
。

 

２
．「

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

か
ら
の
大
量
の
漏
え
い
そ
の
他
の
原
因
に
よ
り
当
該
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
異
常
に

低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及

び
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
は
待
機
が
要
求
さ
れ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
要
素

 

⑥
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
た

め
，
動
作
可
能
で
あ
る
べ
き
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
各
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る

基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

要
 
素
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位

／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス

式
）
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い

て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

２
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位

／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ

式
）
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い

て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

３
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部

空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
線
量
，
低
線
量
）
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い

て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視

カ
メ
ラ
 

機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

電
気
課
長
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い

て
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
１
，
２
，
３
，
４
の
定
事
検
停
止
時
に
確
認
す
る
事
項
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ

ン
ネ
ル
と
同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
又
は
機
能
確
認
を
行
う
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
，
３
，
４
の
１
ヶ
月
に
１
回
確
認
す
る
事
項
が
該
当
。

 

項
目
１
，
２
，
３
に
つ
い
て
は
，
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や

他
の
計
器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
），

項
目
４
に
つ
い
て
は
，
映
像
確
認
等
に
よ
り
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
。
頻
度
に
つ
い
て
は
、
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス
頻
度
に
合
わ
せ
る
も
の
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
１
つ
以
上
の
要
素

が
監
視
不
能
の
場

合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー

水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
残
り
の
要
素
が
監
視
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備

が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
温
度
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

A3
.
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
り
の
要
素
が
監
視
可

能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
“
速
や
か
に
”
行
う
こ
と
に
よ
り
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
の
監
視
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

添
付
－
３
）
 

66-9-4  4/12

704



8－4－66 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

高
線
量

低
線
量

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度

（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度

（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
線
量
，
低
線
量
）

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

【
凡
例
】

信
号
系

表
示

指
示

指
示

指
示

中
央
制
御
室

原
子
炉
建
屋

 

第
4
.
3
－

6
図

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
系
統
概
要
図
（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
設
備
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
の
状
態
監
視
）

 

6
6
-
9
-
4
の
範
囲

 
赤
枠
に
て
示
す
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－40 

4.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

ために必要な注水流量を有するものとして，１セット１台使用する。また，

原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保

有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要

なスプレイ量を有するものとして，１セット１台使用する。また，原子炉補

機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保有数は，

２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－41 

スプレイノズルは，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール

内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止することができるものを燃料プ

ールスプレイ系（常設配管）として１セット３個，また，燃料プールスプレ

イ系（可搬型）として１セット３個使用する。保有数は，２セット 12 個に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

の合計 13 個を保管する。 

使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上

端近傍までの範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）は，想定される重大事故

等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍まで

の範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール水

位/温度（ヒートサーモ式）は，想定される重大事故等時において変動する

可能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）は，想定され

る重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラは，想定される重大事故等時において可視光

カメラにより使用済燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は，設計

基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝

熱容量が，想定される重大事故等時において，使用済燃料プール内に貯蔵す

る使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝

熱容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－56 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台  数 ４（予備１） 

容  量 約 1,440m3／h（１台当たり） 

揚  程  約 122m 

ｂ．スプレイノズル 

個  数 12（予備１） 

(2) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－57 

ｂ．放水砲 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         水位 １ 

             温度 １（検出点２箇所） 

計測範囲         水位 －4,300mm～7,300mm※1 

（O.P.21620mm～O.P.33220mm） 

             温度 ０～120℃ 

 

ｂ．使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         １（検出点 15 箇所） 

計測範囲         水位 ０～7,010mm※1 

(O.P.25920mm～O.P.32930mm） 

             温度 ０～150℃ 

 

ｃ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－58 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         １ 

 

※1：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（O.P.25920mm） 

 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

ａ．燃料プール冷却浄化系ポンプ 

台  数          １（予備１） 

容  量          約 160m3／h 

全 揚 程          約 80m 

 

ｂ．燃料プール冷却浄化系熱交換器 

基  数          １（予備１） 

伝熱容量          約 1.26MW 

 

(5) 原子炉補機代替冷却水系 

ａ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

ｂ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－49 

  ｄ．耐圧強化ベント系放射線モニタ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

     個  数         ２ 

     計測範囲         10－2mSv／h～105mSv／h 

 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

  ａ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    高線量 

     個  数         １ 

     計測範囲         101mSv／h～108mSv／h 

    低線量 

     個  数         １ 

     計測範囲         10－2mSv／h～105mSv／h 

 

  ｂ．緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所（重大事故等時） 

     種  類         半導体式検出器 

     計測範囲         0.01μSv／h～999.9mSv／h 

     台  数         １（予備１） 
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8－6－189 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 （
つ
づ
き
）

 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

*
1

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
プ

　
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
に
よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
の
監
視
が
不
可
能
な
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上

　
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）
に
よ
り
放
射
線
量
／
水
位
の
関
係
を
利
用
し
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

　
水
位
を
推
定
す
る
と
と
も
に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
に
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
計
測
対
象
が
同
一
で
あ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
を
優
先
す
る
。

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
プ

　
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
に
よ
り
水
位
・
温
度
を
推
定
す
る
。

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
の
監
視
が
不
可
能
な
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上

　
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）
に
よ
り
放
射
線
量
／
水
位
の
関
係
を
利
用
し
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

　
水
位
を
推
定
す
る
と
と
も
に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
に
て
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定
は
，
計
測
対
象
が
同
一
で
あ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
を
優
先
す
る
。

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）
の
監
視
が
不
可
能
な
場
合
は
，
使
用
済
燃

　
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

　
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水
位
と
放
射
線
量
率
の
関
係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
に
よ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

　 推
定
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
を
直
接
監
視
す
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
及
び

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
を
優
先
す
る
。

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

　
量
）

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ

　
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部

　
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。

*
1
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。

*
2
：
［
　
］
は
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
又
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可
能
で
あ
れ
ば
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

　
量
）

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

　
量
）

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度

（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）

使 用 済 燃 料 プ ー ル の 監 視
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
線
量
，
低
線
量
）

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）

①
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

②
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度

（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）

分
類

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
関
す
る
説
明

 
関
連
個
所
を
赤
枠
に
て
示
す
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保安規定第６６条 

表６６－１０「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」 

６６－１０－１「大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消

火」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

表
６
６
－
１
０

 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

６
６
－
１
０
－
１
 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設

備
）
お
よ
び
 

放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
 

放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
お
よ
び
放
水
設
備
（
泡
消

火
設
備
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
 

※
１
 

放
水
砲
 

１
台
 

泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置
 

１
台
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
２
 

※
１
：「

６
６
－
１
９
－
２
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
２
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）
が
該
当
す
る
。

ま
た
，
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３
の
手
順
で
使
用
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で

あ
る
放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か

ら
の
大
量
の
漏
え
い
そ
の
他
の
原
因
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
異
常
に
低
下
し
た

場
合
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
の
損
傷
の
進
行
緩
和
，
及
び
臨
界
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）

 

「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の

著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の

著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

・
技
術
的
能
力
審
査
基
準
１
．
１
３

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
設
計
基
準
事
故
の

収
束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
有
す
る

水
源
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対

し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
等

を
定
め
る
こ
と
。

 

④
放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
は
，
炉
心
の
著
し
い
損

傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷

に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散
す
る
こ
と
の
抑
制
及
び
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃

料
火
災
の
泡
消
火
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
に
至
る
可
能
性
の
あ
る

原
子
炉
の
状
態
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て

待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停

止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
で
あ
る
放
水
砲
，
泡
消

火
薬
剤
混
合
装
置
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
又
は
航
空
機

燃
料
火
災
へ
の
対
応
に
対
し
て
，
１
セ
ッ
ト
１
台
使
用
す
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
１
台
を
所
要
数

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
放
水
砲
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

２
．
泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

３
．
泡
消
火
薬
剤
の
備
蓄
量
が

64
6L

以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

項
目
１
，
２
，
３
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻

度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

確
認
す
る
備
蓄
量
は
，
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
の
記
載
に
基
づ
き
設
定
す
る
。

 

（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
放
水
設
備
（
大
気

へ
の
拡
散
抑
制
設

備
）
ま
た
は
放
水

設
備
（
泡
消
火
設

備
）
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
を
起
動
し
,

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
と
と
も
に
，

そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ

ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水

温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
放
水
設
備
（
大
気

へ
の
拡
散
抑
制
設

備
）
ま
た
は
放
水

設
備
（
泡
消
火
設

備
）
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ

ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水

温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
４
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で

あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

A1
.，

A2
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
放
水
設
備

（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
は
緩
和
設
備
の
た
め
，
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る

「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集

合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制

す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で
あ
る
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
健
全

性
確
保
の
観
点
で
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の

水
位
及
び
水
温
が
保
安
規
定
第
５
４
条
（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
・
水
温
）
に
定
め
ら
れ
て

い
る
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

A3
.当

該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
放
水
砲
又
は
泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置
の
補
充
等
）
を

検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

A4
.
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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1.12－32 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

  

   

 

 

第
1.
12
－
1
図
 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
手
順
の
概
要
図

66
-1
0-
1
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
 

66
-1
9-
2
に
て
整
理
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1.12－45

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1
.
1
2
－

1
4
図

 
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
系
統
概
要
図

 

6
6
-
1
9
-
2
に
て
整
理
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－109 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，他の設備から独立して

保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外

の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）である大

容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，想定され

る重大事故等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火

災への対応に対して，放水砲による直状放射により原子炉建屋の最高点であ

る屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要な容量を有す

るものを１セット１台使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，

淡水貯水槽への水の供給設備との同時使用時には更に１台使用する。大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。

放水砲及び泡消火薬剤混合装置の保有数は，１セット１台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－9－131 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機

器仕様

(1) 放水設備（大気への拡散抑制設備）及び放水設備（泡消火設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数 １（予備１) 

ｃ．泡消火薬剤混合装置 

容 量 1,000L 

台  数 １（予備１） 

(2) 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス） 

ａ．シルトフェンス 

(a) 南側排水路排水桝用 

組  数 ２（予備１） 

  高  さ   約５m 

 幅   約５m（１組当たり） 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 

11 

 

  

設定根拠 
関連個所を下線にて示す 

66-10-1  9/10

721
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保安規定第６６条 

表６６－１０「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」 

６６－１０－２「海洋への放射性物質の拡散抑制」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（設置箇所） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
０
－
２
 
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
 

（
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス

※
１
 

１
２
本
 

※
１
：
南
側
排
水
路
排
水
桝
用
（
高
さ

5m
×
幅

5m
）：

２
本
，
タ
ー
ビ
ン
補
機
放
水
ピ
ッ
ト
用
（
高
さ

7m
×
幅

5m
）：

２
本
，
北
側
排
水
路
排
水
桝
用
（
高
さ

6m
×
幅

11
m）
：
２
本
，
取
水
口
用
（
高
さ

12
m×

幅
20
m）
：

６
本

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で

あ
る
海
洋
拡
散
抑
制
設
備
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
五
条
（
１
．
１
２
）

 

「
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
炉
心
の

著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の

著
し
い
損
傷
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め

に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
は
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に
よ
り
発
電
所
外
へ
放
射
性
物
質
が
拡
散
す
る
こ

と
の
抑
制
の
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉

の
状
態
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
待
機
が

必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷

温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
南
側
排
水
路
排
水
桝
用
（
高
さ

5m
×
幅

5
m）

は
１

本
で

1
組
と
し
て
２
組
（
２
本
），

タ
ー
ビ
ン
補
機
放
水
ピ
ッ
ト
用
（
高
さ

7
m×

幅
5
m）

は
１
本
で

1
組
と
し
て
２
組
（
２
本
），

北
側
排
水
路
排
水
桝
用
（
高
さ

6
m×

幅
11
m）

は
１
本
で

1
組
と
し
て

２
組
（
２
本
）
及
び
取
水
口
用
（
高
さ

1
2m
×
幅

2
0m
）
は
３
本
で

1
組
と
し
て
２
組
（
６
本
）
を
設

置
す
る
た
め
，
所
要
数
を
１
２
本
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添

付
－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
イ
ン
ス
頻

度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

設
備
に
つ
い
て
は
，
３
ヶ
月
に
１
回
の
外
観
点
検
等
に
よ
り
，
必
要
な
機
能
を
満
足
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
海
洋
へ
の
拡
散
抑

制
設
備
（
シ
ル
ト

フ
ェ
ン
ス
）
が
所

要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
１
系
列
を
起
動
し

,

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
２
と
と
も
に
，

そ
の
他
の
設
備

※
３
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.1
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

ま
た
は
 

A3
.2
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策

設
備

※
５
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
海
洋
へ
の
拡
散
抑

制
設
備
（
シ
ル
ト

フ
ェ
ン
ス
）
が
所

要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.1
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

ま
た
は
 

A3
.2
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策

設
備

※
5
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
２
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
３
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
５
：
放
射
性
物
質
吸
着
材
を
い
う
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
（
シ
ル
ト
フ

ェ
ン
ス
）
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記

載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
)，
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

A1
.，

A2
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
海
洋
へ
の

拡
散
抑
制
設
備
（
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）
は
緩
和
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当

す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
当
該
設
備
に
期
待
す
る
機
能
で
あ
る
「
炉
心
の
著
し
い
損
傷
及

び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
又
は
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
集
合
体
等
の
著
し
い
損
傷
に

至
っ
た
場
合
に
お
い
て
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
」
こ
と
の
前
段
階
で

あ
る
原
子
炉
格
納
容
器
破
損
防
止
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
健
全
性
確
保
の
観
点
で
最
も
実

効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
残

留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
及
び
水
温
が
保
安

規
定
第
５
４
条
（
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
・
水
温
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
制
限
値
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

A3
.1

.当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
フ
ェ
ン
ス
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

A3
.2

.
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対

象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
放

射
性
物
質
吸
着
材
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
使
用
可
能
で
あ
る
場

合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

A4
.
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.当

該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

A3
.1

.【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A3
.1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A3
.2

.【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A3
.2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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1.12－39

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
12
－
8
図
 
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
位
置
図
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
設
置
個
所

 
赤
枠
に
て
示
す
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－109 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，他の設備から独立して

保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外

の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）である大

容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，想定され

る重大事故等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火

災への対応に対して，放水砲による直状放射により原子炉建屋の最高点であ

る屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要な容量を有す

るものを１セット１台使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，

淡水貯水槽への水の供給設備との同時使用時には更に１台使用する。大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。

放水砲及び泡消火薬剤混合装置の保有数は，１セット１台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－110 

海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）であるシルトフェンスは，想定

される重大事故等時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，

設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場所の

幅に応じた必要な本数２組に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として各設置場所に対して１組の合計３組を保管する。 

9.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，屋外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置の接続及

び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，使用

時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，海水を直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

シルトフェンスは海に設置するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

9.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，想定される重大事故等 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－9－131 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機

器仕様

 

(1) 放水設備（大気への拡散抑制設備）及び放水設備（泡消火設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

    第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

ｂ．放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数         １（予備１) 

 

ｃ．泡消火薬剤混合装置 

     容  量         1,000L 

     台  数         １（予備１） 

 

(2) 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス） 

ａ．シルトフェンス 

(a) 南側排水路排水桝用 

      組  数        ２（予備１） 

      高  さ        約５m 

        幅          約５m（１組当たり） 

 

 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－9－132 

(b) タービン補機放水ピット用 

      組  数        ２（予備１） 

      高  さ        約７m 

        幅          約５m（１組当たり） 

 

(c) 北側排水路排水桝用 

      組  数        ２（予備１） 

      高  さ        約６m 

幅          約 11m（１組当たり） 

 

  (d) 取水口用 

      組  数        ２（予備１） 

      高  さ        約 12m 

幅          約 60m（１組当たり） 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
 

8 

 

  

設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
 

9 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－１「重大事故等収束のための水源」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付－２ 同等な機能を有することの説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

表
６
６
－
１
１

 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
，

地
震
時
を
除
く
。
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
値
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

94
8m

3

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
１
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

62
2m

3  

※
１
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
で
要
求
さ
れ
て
い
る
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
，
ほ
う
酸
水
注
入
系
貯
蔵
タ
ン
ク
に
つ
い
て
は
，
以
下
に
示
す
と
お
り
，

他
の
保
安
規
定
条
文
に
て
必
要
な
機
能
は
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
他
条
文
に
て
整
理
す
る
。

 

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
：
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
で
整

理
す
る
。

 

・
ほ
う
酸
水
注
入
系
貯
蔵
タ
ン
ク
：
６
６
－
２
－
３
（
ほ
う
酸
水
注
入
系
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
））

で
整
理
す
る
。

 

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
，

炉
心
注
水
や
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
実
施
す
る
場
合
の
水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が

所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収

束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る

こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）

こ
と
。

 

④
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
は
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
炉
心
注
水
や
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
の
水
源
と
し
て

使
用
す
る
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，

原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー

ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ

と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持
可
能
で
あ
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用

さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に

示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，

か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
原
子
炉
運
転
中
の
有
効
性
評
価
の
う
ち
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
低
下
量
が
最
も
大
き
い
「
原
子
炉

停
止
機
能
喪
失
」
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
は
初
期
か
ら
最
大
で
約

5
4
0m

3
低
下
す
る
。

従
っ
て
，
ポ
ン
プ
空
気
吸
込
防
止
の
た
め
の
水
位
（
4
08
m3
）
に
こ
の
低
下
分
を
加
算
し
た
「
9
4
8
m3
」

を
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
の
保
安
規
定
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
の
所
要
値

と
す
る
。

原
子
炉
停
止
中
の
有
効
性
評
価
の
う
ち
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
低
下
量
が
最
も
大
き
い
「
全
交
流

動
力
電
源
喪
失
」
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
期
待
で
き
る
場
合
，
復
水
貯
蔵
タ
ン

ク
の
水
位
は
初
期
か
ら
最
大
で
約

2
1
4
m3
低
下
す
る
。
従
っ
て
，
原
子
炉
の
状
態
が
冷
温
停
止
及
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

   （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃

料
交
換

※
２
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
を
確
認
す
る
。
 

２
４
時
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

※
２
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
復

水
貯

蔵
タ

ン

ク
の

水
量

が
所

要
値

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
が

第
４
６
条
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
低
圧
注
水
系
３
系
列
を
起
動
し

,

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.発

電
課
長
は
，
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求

さ
れ

る
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

         

が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
は
，
ポ
ン
プ
空
気
吸
込
防
止
の
た
め
の
水
位

（
40

8m
3 ）

に
上
記
の
水
位
低
下
分
を
加
算
し
た

6
2
2m

3
が
要
求
水
位
と
な
る
。（

添
付
－
１
）

 

  

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）
 

ａ
．
水
位
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

確
認
頻
度
は
，
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
の
確
認
頻
度
が

「
２
４
時
間
に
１
回
」
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。

 

     ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が
所
要
量
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

A1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。「

設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力

で
は
「
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応
」
に
対
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
を
“
機
能
喪
失

を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。
 

 A2
. 

A1
.の

確
認
に
加
え
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
を
水
源
と
し
た
系
統
（
低
圧
注
水
系
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 A3
.復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が
所
要
値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
に
は
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ

イ
プ
Ⅰ
）
を
用
い
た
外
部
か
ら
の
補
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

な
お
，
速
や
か
に
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
，
大
容
量
送
水
ポ
ン

プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
設
置
す
る
等
の
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

供
給
に
つ
い
て
の
準
備
時
間
に
つ
い
て
は
（
添
付
－
２
）
参
照
。
 

 A4
.
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等

対
処
設
備
が
動
作
可
能
な
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

A.
復

水
貯

蔵
タ

ン

ク
の

水
量

が
所

要
値

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
当
該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
第
４
０
条
で
要
求
さ
れ
る
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
非
常
用
炉
心

冷
却
系
に
つ
い
て
１
系
列
を
起
動
し

,
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
と
と
も
に
，
残
り
の

非
常
用
炉
心
冷
却
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を
持
つ

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
４
：
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
用
い
た
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
手
段
を
い
い
，
速
や
か
に

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
設
置

す
る
等
の
補
完
措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。

 

※
５
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

※
６
：「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

【
冷
温
停
止
，
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
（
１
）
原
子
炉

水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全

燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）】

 

A1
.当

該
設
備
の
水
量
を
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら

全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と

す
る
。
 

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら

全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と

す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－5－1 

響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，輪

留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設

としての容量が，想定される重大事故等時において，代替淡水源又は海を使

用するまでの間に必要な容量を有しているため，設計基準対象施設と同仕様

で設計する。 

サプレッションチェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，

代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポン

プ）で使用する代替循環冷却ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するもの

を１セット１台使用する。また，原子炉補機代替冷却水系との同時使用時に

は更に１セット１台使用する。保有数は，２セットで４台に加えて，故障時 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－5－180 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 復水貯蔵タンク 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

(2) サプレッションチェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

(5) 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

台  数 ２（予備１） 

容  量 約 1,800m3／h（１台当たり） 

揚  程 約 122m 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－216 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様 

復水貯蔵タンク 

基 数 １ 

容 量 約 3,000m3 

主要部材質 ステンレス鋼 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 

66-11-1  7/10

740



添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

第
1.
13
－
3
図
 
淡
水
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
よ
る
送
水
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

 

手
順
の
項
目

　
　

3
8
0分

　

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
4

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
4

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※

5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
4

⑪

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
6

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※

5
⑦
，
⑧

※
1：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

及
び

ホ
ー

ス
の

保
管

場
所

は
第

1保
管
エ

リ
ア

，
第

2保
管
エ

リ
ア

，
第

3保
管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保
管

エ
リ

ア
，

ホ
ー

ス
延

長
回

収
車

及
び

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
保

管
場

所
は

第
2
保
管

エ
リ

ア
，

 
 
  
 
第
3
保
管

エ
リ

ア
及

び
第

4保
管
エ

リ
ア

※
2：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

第
3
保
管

エ
リ

ア
ま

で
の

移
動

を
想

定
し

た
移

動
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間
※

3：
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
時

間
と

し
て

，
第

3保
管
エ

リ
ア

か
ら

淡
水

貯
水

槽
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
4：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
起

動
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
5：

ホ
ー

ス
の

敷
設

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間
※

6：
注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
運

搬
距

離
と

し
て

，
第

2保
管
エ

リ
ア

か
ら

原
子

炉
建

屋
付

近
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

⑪

⑦
，
⑧

⑥

操
作
手
順

7
8

9

②
，
③
，
④

⑤

経
過
時
間
（
時
間
）

1

備
考

2
3

4
5

6
10

要
員
（
数
）

淡
水
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
大

容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
に
よ
る
送
水

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A～

C
3 3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G～

Ｉ

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D～

F
3

淡
水

貯
水

槽
か

ら
の

淡
水

の
送

水
開

始

1.13－228 

同
等
な
機
能
を

有
す
る
こ
と
の
説
明
（
準
備
時
間
）

 
関

連
個
所

を
赤
枠
に
て
示
す
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

第
1.
13
－
7
図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
注
水
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

1/
2）

 

（
取
水

口
か
ら
海
水
を
す
る
場
合
（
山
側
ル
ー
ト
））

 

 

手
順
の
項
目

38
0分

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※
2

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
，
設
置

※
3

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
4

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
4

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※
2

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
4

⑪

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※
2

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
6

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※
5

⑦
，
⑧

※
1：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

及
び

ホ
ー

ス
の

保
管

場
所

は
第

1保
管
エ

リ
ア

，
第

2保
管
エ

リ
ア

，
第

3保
管
エ

リ
ア

及
び

第
4
保
管

エ
リ

ア
，

ホ
ー

ス
延

長
回

収
車

及
び

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
保

管
場

所
は

第
2
保
管

エ
リ

ア
，

 
 
  
 
第
3
保
管

エ
リ

ア
及

び
第

4保
管
エ

リ
ア

※
2：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

第
3
保
管

エ
リ

ア
ま

で
の

移
動

を
想

定
し

た
移

動
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間
※

3：
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
移

動
時

間
と

し
て

，
第

2保
管
エ

リ
ア

か
ら

取
水

口
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
4：

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

の
起

動
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
5：

ホ
ー

ス
の

敷
設

実
績

を
考

慮
し

た
作

業
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間
※

6：
注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
運

搬
距

離
と

し
て

，
第

2保
管
エ

リ
ア

か
ら

原
子

炉
建

屋
付

近
ま

で
を

想
定

し
た

移
動

時
間

及
び

注
水

用
ヘ

ッ
ダ

の
設

置
実

績
を

考
慮

し
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水

ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
注

水
）

（
取
水
口
か
ら
海
水
を
取
水
す

る
場
合
（
山
側
ル
ー
ト
）
）

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A～

C
3

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G～

Ｉ
3

②
a，

③
，

④
⑤ ⑪

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D～

F
3

⑦
，
⑧

⑥

10
6

7
8

9
4

5

経
過
時
間
（
時
間
）

操
作
手
順

要
員
（
数
）

備
考

1
2

3

海
か
ら
の
海
水
の
送
水
開
始

1.13－232 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
13
－
8
図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
注
水
）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

2/
2）

 

（
海
水

ポ
ン
プ
室
か
ら
海
水
を
取
水
す
る
場
合
）

 

手
順
の
項
目

37
0分

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
・
設
置
，
防
潮
壁
開
放

※
3
※

4

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
起
動

※
5

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
監
視
）

※
5

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※

6

送
水
準
備
・
送
水
（
水
張
り
・
系
統
確
認
）

※
5

⑪

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
1
※

2

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
運
搬
，
設
置

※
7

ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

※
1
※

6
⑦
，
⑧

※
1：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
及
び
ホ
ー
ス
の
保
管
場
所
は
第

1保
管
エ
リ
ア
，
第
2保

管
エ
リ
ア
，
第
3保

管
エ
リ
ア
及
び
第
4
保
管
エ
リ
ア
，

ホ
ー
ス
延

長
回
収
車
及
び
注
水

用
ヘ

ッ
ダ
の
保
管
場

所
は

第
2
保
管
エ
リ
ア
，

第
3
保
管
エ
リ

ア
及
び
第
4保

管
エ
リ
ア

※
2：

緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
3
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
を
想
定
し
た
移
動
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
3：

設
計
状
況
を
考
慮
し
て
想
定
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時

間

※
4：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
移
動
時
間
と
し
て
，
第
2保

管
エ
リ
ア
か
ら
海
水
ポ
ン
プ
室
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
大
容
量
送
水

ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
実
績
を
考

慮
し

た
作
業
時
間
に

余
裕

を
見
込
ん
だ
時

間
※
5：

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
起
動
実
績
を
考
慮
し
た
作
業

時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時
間

※
6：

ホ
ー
ス
の
敷
設
実
績
を
考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ
時

間
※
7：

注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
運
搬
距
離
と
し
て
，
第
2保

管
エ
リ
ア
か
ら
原
子
炉
建
屋
付
近
ま
で
を
想
定
し
た
移
動
時
間
及
び
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
の
設
置
実
績
を

考
慮
し
た
作
業
時
間
に
余
裕
を
見
込
ん
だ

時
間

海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水

ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
注

水
）

（
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら
取
水
す

る
場
合
）

重
大
事
故
等
対
応
要
員
A～

C
3

⑪

重
大
事
故
等
対
応
要
員
D～

F
3

⑦
，
⑧

重
大
事
故
等
対
応
要
員
G～

Ｉ
3

⑥

②
b，

③
，
④

⑤

要
員
（
数
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

経
過
時
間
（
時
間
）

操
作
手
順

9
10

海
か
ら
の

海
水

の
送
水

開
始
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－２「復水貯蔵タンクへの供給設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

66-11-2  1/6

744



保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
１
－
２
 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
 

供
給
設
備
 

淡
水
貯
水
槽
（
Ｎ
ｏ
．
１
）
お
よ
び
淡
水
貯
水
槽
（
Ｎ
ｏ
.２

）
な
ら
び
に
海
か
ら
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
供
給
す
る
た
め
の
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

  
燃
料
交
換

※
２
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

※
３
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
４
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
５
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
）

が
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

 

※
２
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

※
３
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
４
：「

６
６
－
１
１
－
１
 
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

（
項
目
な
し
）
 

―
 

―
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ

る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規

定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収

束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る

こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）

こ
と
。

 

④
供
給
先
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
（
６
６
－
１
１
－
１
「
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」）

が
要
求

さ
れ
る
期
間
と
同
様
に
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー

バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が

取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て

は
記
載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の

系
統
構
成
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

＜
参
考
＞
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
下
記
の
性
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
は
，
「
６
６
－

１
９
－
１

 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
記
載
す
る
。
 

【
必
要
容
量
】

 

ま
と
め
資
料
「
重
大
事
故
等
対
策
の
有
効
性
評
価
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
７
日
間
に
お
け
る
水
源
，
燃
料

評
価
結
果
に
つ
い
て
」
に
て
示
さ
れ
て
い
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
流
量
は

15
0m

3 /
h
で
あ
る
。
 

【
揚
程
】

 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
使
用
す
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
揚
程
は
，
海
水

を
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
に
補
給
す
る
場
合
の
水
源
と
注
水
先
の
圧
力
差
，
静
水
頭
，
ホ
ー
ス
等
の
圧
力

損
失
並
び
に
配
管
及
び
弁
類
の
圧
力
損
失
を
基
に

30
.
8
m
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑧
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の

供
給
設
備
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が

６
６
－
１
１
－
１
の
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
７
 

A.
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の

供
給
設
備
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が

94
2m

3
以
上
と
な
る
よ
う
に
補
給
す
る
，
ま
た

は
発
電
課
長
は
，
94
2m

3
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
７
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

⑦
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
系

統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統
構
成
（
接
続
口
を
含
む
。
）
が
で
き
な
い
場
合

（
条
件

A）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満
足
で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑧
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
当
該
設
備
に
は

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
該
当
す
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
た
め
，
供
給
先
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ

ン
ク
（
６
６
－
１
１
－
１
「
重
大
事
故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
」）

が
所
要
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
配
管
・
機
器
類
の

補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準

事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と

す
る
。
 

A3
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子

炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉

内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
】

 

A1
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら

全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と

す
る
。
 

A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
の
考
え
方
で
あ
る
が
，
補
給
又
は
確
認
す

る
水
位
は
，
原
子
炉
停
止
中
の
有
効
性
評
価
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
に
お
い
て
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
期
待
し
な
く
て
も
注
水
に
使
用
し
て
い
る
復
水
移
送
ポ
ン
プ
が
停
止
す
る

こ
と
が
な
い
水
位
で
あ
る

9
42
ｍ

3
以
上
と
す
る
。
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
つ
い
て
は
，

純
水
補
給
水
系
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
等
の
補
給
可
能
設
備
に
て
実
施
す
る
。
完

了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な

い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る

こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら

全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置

を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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1.13－238

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

第
1.
13
－
13

図
 
淡
水
貯
水
槽
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
概
要
図

原
子
炉
建
屋

原 子 炉 ・ 格 納 容 器 下 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル 代 替 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 頂 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

原
子
炉
・
格
納
容
器
下
部
注
水
接
続
口
（
北
）

格
納
容
器
頂
部
注
水
接
続
口
（
北
）

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
北
）

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
常
設
配
管

：
可
搬
ホ
ー
ス

：
接
続
口

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
マ
ン
ホ
ー
ル

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
口

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
屋
内
）

注 水 用 ヘ ッ ダ

N
o
.
２

純
水
タ
ン
ク

ろ
過
水
タ
ン
ク

N
o
.
１

純
水
タ
ン
ク

N
o
.
１

原
水
タ
ン
ク

N
o
.
２

原
水
タ
ン
ク

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海

操
作
手
順

弁
名
称

⑩
a

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク

外
部
注

水
入
口

弁

⑭
復

水
貯
蔵

タ
ン
ク

補
給
弁

⑭

⑩
a

淡
水
貯
水
槽
（

N
o
.
１
）

淡
水
貯
水
槽
（

N
o
.
２
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

66
-1
1-
2
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す

 

66
-1
9-
1
に
て
整
理
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1.13－244

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
13
－
19

図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
概
要
図

 

原
子
炉
建
屋

原 子 炉 ・ 格 納 容 器 下 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル 代 替 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 頂 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

原
子
炉
・
格
納
容
器
下
部
注
水
接
続
口
（
北
）

格
納
容
器
頂
部
注
水
接
続
口
（
北
）

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
北
）

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
常
設
配
管

：
可
搬
ホ
ー
ス

：
接
続
口

淡
水
貯
水
槽
（
N
o
.
１
）

淡
水
貯
水
槽
（
N
o
.
２
）

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
マ
ン
ホ
ー
ル

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
口

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
屋
内
）

注 水 用 ヘ ッ ダ

N
o
.
２

純
水
タ
ン
ク

ろ
過
水
タ
ン
ク

N
o
.
１

純
水
タ
ン
ク

N
o
.
１

原
水
タ
ン
ク

N
o
.
２

原
水
タ
ン
ク

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海

⑭

⑩
a

操
作
手
順

弁
名
称

⑩
a

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク

外
部
注

水
入
口

弁

⑭
復

水
貯
蔵

タ
ン
ク

補
給
弁

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

66
-1
9-
1
に
て
整
理
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保安規定第６６条 

表６６－１１「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」 

６６－１１－３「海水供給設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
１
－
３
 
海
水
供
給
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

海
水
供
給
設
備
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
お
よ
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
に
よ

る
海
水
供
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

※
１
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
 

※
２
 

燃
料
補
給
設
備
 

※
３
 

※
１
：「

６
６
－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
２
：「

６
６
－
１
９
－
２
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）」

に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
３
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

（
項
目
な
し
）
 

―
 

―
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で

あ
る
海
水
供
給
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

「
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

(手
順
等

)」
と
し
て
設
計
基
準
事
故
の
収

束
に
必
要
な
水
源
と
は
別
に
，
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
確
保
す
る

こ
と
に
加
え
て
，
設
計
基
準
事
故
及
び
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に

必
要
と
な
る
十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
，
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）

こ
と
。

 

④
海
水
供
給
設
備
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
て
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る

十
分
な
量
の
水
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る

原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
本
表
の
主
要
な
設
備
に
つ
い
て
は
，
す
べ
て
他
表
に
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
，
確
認
事
項
に
つ
い
て
は

記
載
し
な
い
。
運
転
上
の
制
限
で
あ
る
当
該
系
統
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
達
成
す
る
た
め
の
系
統

構
成
が
で
き
な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
，
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑧
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
海
水
供
給
設
備
が
動

作
不
能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位

が
第
４
６
条
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が
６

６
－
１
１
－
１
の
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
海
水
供
給
設
備
が
動

作
不
能
の
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
量
が

94
2m

3
以
上
と
な
る
よ
う
に
補
給
す
る
，ま

た
は
発

電
課
長
は
，

94
2m

3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

速
や
か
に
 

⑦
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
大
容

量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
（
条
件

A）
は
，
当
該
系
統
の
機
能
を
満

足
で
き
な
い
こ
と
か
ら
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

⑧
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.，

A2
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置

変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設

計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
及
び
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
が
該
当

し
，
保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
及
び
６
６
－
１
１
－
１
（
重
大
事

故
等
収
束
の
た
め
の
水
源
）
に
定
め
る
水
量
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

B1
．，

B2
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
．【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2．

と
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
が
，
補
給
又
は
確
認
す

る
水
位
は
，
原
子
炉
停
止
中
の
有
効
性
評
価
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
」
に
お
い
て
，
復
水
貯

蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
期
待
し
な
く
て
も
注
水
に
使
用
し
て
い
る
復
水
移
送
ポ
ン
プ
が
停
止

す
る
こ
と
が
な
い
水
位
で
あ
る

9
4
2m

3
以
上
と
す
る
。
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
に
つ
い
て

は
，
純
水
補
給
水
系
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
等
の
補
給
可
能
設
備
に
て
実
施
す

る
。

 

完
了
時
間
は
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，“

速
や
か
に
”
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.13－231 

 

 

第
1.
13
－

6
図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
注
水
）
概
要
図
 

（
原
子
炉
建
屋
北
側
接
続
の
場
合
）

海
水
ポ
ン
プ
室

原
子
炉
建
屋

原 子 炉 ・ 格 納 容 器 下 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル ス プ レ イ 接 続 口 （ 東 ）

燃 料 プ ー ル 代 替 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格 納 容 器 頂 部 注 水 接 続 口 （ 東 ）

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
接
続
口
（
北
）

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
接
続
口
（
北
）

原
子
炉
・
格
納
容
器
下
部
注
水
接
続
口
（
北
）

格
納
容
器
頂
部
注
水
接
続
口
（
北
）

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
北
）

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
常
設
配
管

：
可
搬
ホ
ー
ス

：
接
続
口

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
マ
ン
ホ
ー
ル

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

接
続
口

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
・

薬
液
補
給
接
続
口
（
屋
内
）

注 水 用 ヘ ッ ダ

取
水
口

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

66
-1
9-
1
に
て
整
理

 

66
-1

1-
3
の
範
囲
 

（
66
-
11
-2

及
び

66
-1
9-
1
に
て
整
理
）
 

66
-1
1
-2

に
て
整
理
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.13－234 

 

 

第
1.
13
－
9
図

 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
供
給
）
概
要
図
（

1/
2）

 

（
取
水
口
か
ら
海
水
を
取
水
す
る
場
合
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト

放
水
砲

原
子
炉
建
屋

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

熱 交
換 器

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
淡
水

：
海
水

：
接
続
口

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海
海

66
-1
9-
1
に
て
整
理
 

66
-1
9-
2
に
て
整
理
 

66
-1
1-
3
の
範
囲
 

（
66

-1
9-
1
及
び

66
-1
9-
2
に
て
整
理
）
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.13－235 

 

 
第

1.
13
－
10

図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
供
給
）
概
要
図
（

2/
2）

 

（
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら
海
水
を
取
水
す
る
場
合
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト

放
水
砲

原
子
炉
建
屋

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

熱 交
換 器

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
淡
水

：
海
水

：
接
続
口

泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置

放
水
砲

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海
海

66
-1
9-
2
に
て
整
理
 

66
-1
9-
1
に
て
整
理
 

66
-1
1-
3
の
範
囲
 

（
66
-1
9-
1
及
び

66
-1
9-
2
に
て
整
理
）
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.13－251

第
1.
13
－
26

図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
に
よ
る
淡
水
貯
水
槽
へ
の
補
給
概
要
図

 

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
可
搬
ホ
ー
ス

淡
水
貯
水
槽
（
No
.
１
）

淡
水
貯
水
槽
（

No
.
２
）

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

66
-1
9-

2
に
て
整
理
 

66
-1
1-
3
の
範
囲
 

（
66
-1
9-
2
に
て
整
理
）
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－１「常設代替交流電源設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付八（電源系，燃料移送系 系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付－３ 同等な機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

表
６
６
－
１
２

 
電
源
設
備
 

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

２
台
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
 

※
１
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

２
台
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
１
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
１
 

※
１
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
が
模
擬
信
号
で
作
動
す
る
こ
と
お
よ
び
運

転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

電
気
課
長
 

２
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

３
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
を
起
動
し
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必

要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い

る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間

と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温

停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
は
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た

め
，
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
は
，
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
，
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
を
補
給
す
る
た
め
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
１
が
該
当
。

 

 
 
定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
，
３
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
常
設
代
替
交
流
電

源
設
備
が
動
作
不

能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台

を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
お
よ
び
防
災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補

完
す
る
自
主
対
策
設
備

※
３
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.
発
電
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
常
設
代
替
交
流
電

源
設
備
が
動
作
不

能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台

を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
3
.
発
電
課
長
お
よ
び
防
災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補

完
す
る
自
主
対
策
設
備

※
３
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

※
２
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

※
３
：
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
３
号
炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
非
常
用
交
流
高

圧
電
源
母
線
２
Ｃ
系
ま
た
は
２
Ｄ
系
の
受
電
（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
場

合
ま
た
は
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
場
合
）
を
い
い
，
当
該
系
統
で
要
求

さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
す
る
等
の
補
完
措
置
を
含
む
。
 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

各
設
備
が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”

で
あ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
使
用
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
号
炉
間
電
力
融
通
設
備
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応
す
る

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

日
間
」
と
す
る
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

３
号
炉
か
ら
の
電
力
融
通
に
期
待
す
る
場
合
，
３
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
１
基
あ

た
り
約

6,
40
0k

W
で
あ
り
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
よ
り
も
大
容
量
で
あ
る
た
め
，
必
要
容
量
を

満
足
す
る
。

 

 

【
準
備
時
間
】

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
受
電
ま
で
約
１
５
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
，
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
に
よ
る
受
電
の
場
合
は
約
３
０
分
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

に
よ
る
受
電
の
場
合
は
約
２
２
５
分
か
か
る
こ
と
か
ら
，
事
前
準
備
等
の
時
間
短
縮
措
置
を
行

い
，
１
５
分
以
内
に
受
電
で
き
る
体
制
を
整
え
る
。（

添
付
－
３
）

 

 A3
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

  【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
し
，
確
認
台
数
に
つ
い
て
は
１
台
と
す
る
。 

 A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
の

A
2.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ
る

こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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8－10－224 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

  

66
-1
2
-1

の
範
囲

 
赤
枠
に
て
示
す

 

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
A

-1

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6

.9
kV

M
/C

6
-2

F
-2

6.
9k

V
M

/C
6-

2G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6
.9

kV
M

/C
6

-2
D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
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8－10－225 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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8－10－226 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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8－10－237 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において， 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－182 

設計仕様 
関連個所を赤枠にて示す 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 常設代替交流電源設備 

  ａ．ガスタービン発電機 

    ガスタービン 

     台  数         ２ 

     使用燃料         軽油 

     出  力         約 3,600kW（１台当たり） 

    発電機 

     台  数         ２ 

     種  類         三相同期発電機 

     容  量         約 4,500kVA（１台当たり） 

     力  率         0.80（遅れ） 

     電  圧         6.9kV 

     周 波 数         50Hz 

 

  ｂ．ガスタービン発電設備軽油タンク 

     基  数         ３ 

     容  量         約 110kL（１基当たり） 

 

  ｃ．ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

     台  数         ２ 

     容  量         約 3.0m3／h（１台当たり） 

全 圧 力         約 0.5MPa［gage］ 
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1.14－100 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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1.14－104 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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，
受
電
確
認

※
１
，
※
２

M
/
C 
2
C系

受
電
操
作
，
受
電
確
認

※
１
，
※
２

D
/
G負

荷
抑
制

※
１

M
/
C 
2
F系

給
電
操
作

※
１

※
1
：

機
器

の
操

作
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
2
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

3
号
炉
運
転
員
(
中
央
制
御
室
)

A
1

⑧
a

操
作
手
順

優
先
2
.
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー

ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
3号

炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

(
A
)に

よ
る
M/
C
 2
C
系
受
電
の
場

合

2
号
炉
運
転
員
(
中
央
制
御
室
)

A,
B

2

④
a ⑤

a

③
a

⑩
a

⑫
a
⑬

a ⑭
a

要
員
（
数
）

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
3号

炉
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
(A
)
系
に
よ
る
M/
C
 2
C
系
受
電

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

30
分

：
事
前
準
備
に
よ
り
時
間
短
縮
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1.14－105

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

同
等
な

機
能
を
有
す
る
こ
と
の
説
明

 
関
連
個
所

を
赤
枠
に
て
示
す

 

第
1.
14
－
12

図
 

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た

３
号
炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（

A）
に
よ
る
 

メ
タ
ク
ラ

2C
系
又
は
メ
タ
ク
ラ

2D
系
受
電
 

(号
炉

間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
場
合

) 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

M
/
C 
2
G系

，
M
/
C 
2
C系

受
電
前
準
備
操
作

※
１

M
/
C 
2
G系

受
電
操
作
，
受
電
確
認

※
１

，
※

２

M
/
C 
2
C系

受
電
操
作
，
受
電
確
認

※
１

，
※

２

D
/
G負

荷
抑
制

※
１

M
/
C 
2
G系

給
電
準
備
操
作

※
１

M
/
C 
2
G系

給
電
操
作

※
１

移
動
，
M/
C
 2
G
系
給
電
準
備
操
作

※
１

保
管
場
所
へ
の
移
動

※
３

，
※

４

延
線
車
走
行
前
点
検

※
５

移
動
，
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
・
接
続

※
６

※
1
：

機
器

の
操

作
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
2
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
3
：

延
線

車
の

保
管

場
所

は
第

2
保

管
エ

リ
ア

※
4
：

緊
急

時
対

策
所

か
ら

第
2
保

管
エ

リ
ア

ま
で

の
移

動
を

想
定

し
た

移
動

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
5
：

延
線

車
の

設
計

状
況

を
考

慮
し

て
計

算
さ

れ
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

※
6
：

延
線

車
及

び
搭

載
ケ

ー
ブ

ル
の

設
計

状
況

を
考

慮
し

て
計

算
さ

れ
た

作
業

時
間

に
余

裕
を

見
込

ん
だ

時
間

10
0

16
0

経
過
時
間
（
分
）

23
0

12
0

13
0

14
0

15
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

備
考

10
20

30
40

50
17
0

60
70

80
90

11
0

24
0

25
0

26
0

2
号
炉
運
転
員
(
中
央
制
御
室
)

A,
B

2

④
b
⑤

b
⑥

b

⑰
b

⑲
b
⑳

b
㉑

b

操
作
手
順

要
員
（
数
）

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
3号

炉
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
A)
系
に
よ
る
 
M/
C
 2
C
系
受
電

⑩
b

⑩
b

⑩
b
⑪

b
⑫

b

⑧
ｂ

⑨
ｂ

⑯
b

⑮
b

保
修
班
員

3

優
先
3
.
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー

ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た

3
号
炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
（
A)
系
に
よ
る
M/
C
 2
C
系

受
電

3
号
炉
運
転
員
(
現
場
)B
,
C

2

3
号
炉
運
転
員
(
中
央
制
御
室
)

A
1

2
2
5分：
事
前
準
備
に
よ
り
時
間
短
縮
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－２「可搬型代替交流電源設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付－３ 同等な機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
２
系
列

※
１
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

電
源
車
 

２
台
×
２

※
３

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
４
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
４
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
 

※
４

 

※
１
：
１
系
列
と
は
，
電
源
車
２
台
を
い
う
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
，
電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
西
側
)ま

た
は
電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
東
側
)に

接
続

で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
３
：
電
源
車
は
，
第
２
保
管
エ
リ
ア
お
よ
び
第
３
保
管
エ
リ
ア
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
電
源
車
を
起
動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
の
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

２
年
に
１
回
 

防
災
課
長
 

２
．
電
源
車
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
２
系

列
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に

必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て

い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期

間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高

温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
） 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
電
源
車
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
う
ち
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か

ら
電
気
を
供
給
す
る
も
の
）
で
あ
り
２
Ｎ
要
求
設
備
に
該
当
す
る
。
想
定
さ
れ
る
重
大
事
故
等
時
に

お
い
て
，
最
低
限
必
要
な
設
備
に
電
力
を
供
給
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
１
セ
ッ
ト
２
台
と
し

て
，
２
セ
ッ
ト
４
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付

－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
２
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

代
替
交
流
電
源
設
備

が
２
系
列
未
満
１
系

列
以
上
の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
可
搬
型
代
替
交
流
電
源

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１

台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A3
.1
.発

電
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
６
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

A3
.2
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主

対
策
設
備

※
７
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

 
ま
た
は
 

A3
.3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

１
０
日
間
 

   

１
０
日
間
 

   

１
０
日
間
 

  

３
０
日
間
 

                 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
は
２
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い

て
は
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
に
お
い
て
は
，
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
と

で
要
求
さ
れ
る
措
置
が
同
じ
に
な
る
た
め
，
２
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.1

.動
作
可
能
な
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
が
２
系
列
未
満
１
系
列
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
，

残
り
の
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
確
認
の
結

果
，
動
作
可
能
な
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
が
１
系
列
以
上
の
場
合
に
は
，
条
件

A
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
継
続
し
て
実
施
し
，
１
系
列
未
満
の
場
合
に
は
条
件

B
へ
移
行
し
，
条
件

B
で

要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。
な
お
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 A1
.2

.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”

で
あ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 A1
.3

.1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変

更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
該

当
し
，
完
了
時
間
は
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 A1
.3

.2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
使
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類

十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
「
号
炉
間
電
力
融
通
設
備
」
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
対
応

す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ

以
上
））

で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 

【
必
要
容
量
】

 

３
号
炉
か
ら
の
電
力
融
通
に
期
待
す
る
場
合
，
３
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
１

基
あ
た
り
約

6,
40
0
kW

で
あ
り
，
電
源
車
よ
り
も
大
容
量
で
あ
る
た
め
，
必
要
容
量
を
満
足

す
る
。

 

【
準
備
時
間
】

 

電
源
車
に
よ
る
受
電
ま
で
約
１
２
５
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル

（
常
設
）
の
場
合
は
３
０
分
で
あ
り
，
電
源
車
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
で
き
る
こ
と
か
ら
，

時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。

 

ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
に
よ
る
受
電
の
場
合
は
約
２
２
５
分
か
か

る
こ
と
か
ら
，
事
前
準
備
等
の
時
間
短
縮
措
置
を
行
い
，
１
２
５
分
以
内
に
受
電
で
き
る
体

制
を
整
え
る
。（

添
付
―
３
）

 

 A1
.3

.3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
発
電
機
の

補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

で
あ
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

B.
動
作
可
能
な
可
搬
型

代
替
交
流
電
源
設
備

が
１
系
列
未
満
の
場

合
 

B1
.1
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B1
.2
.発

電
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
６
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B1
.3
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B2
.1
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.2
.1
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
７
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

 
 
ま
た
は
 

B2
.2
.2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討
し
，

原
子
炉

主
任
技
術
者
の

確
認
を
得

て
実
施
す

る
。
 

お
よ
び
 

B2
.3
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

３
０
日
間
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B
で

要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

A1
.4

.
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
同
等
の
機
能
を
有
す
る
重
大
事

故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
な
場
合
，
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
場
合
又
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

B1
.1

.，
B2

.1
. 

A1
.2
.と

同
様
。

 

B1
.2

. 
A1

.3
.1

.と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

B1
.3

. 
A1

.4
.と

同
様
。

 

B2
.2

.1
.
 
A1
.3

.2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

B2
.2

.2
.
 
A1
.3

.3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

B2
.3

. 
A1

.4
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

代
替
交
流
電
源
設
備

が
２
系
列
未
満
の
場

合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１

台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.1
.発

電
課
長
は
，
当
該
機
能
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
６
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
ま
た
は
 

A3
.2
.防

災
課
長
は
，
当
該
機
能
を
補
完
す
る
自
主

対
策
設
備

※
７
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

ま
た
は
 

A3
.3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

 

※
５
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
台
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 

※
６
：
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
を
い
う
。

 

※
７
：
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
３
号
炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
非
常
用
交
流

高
圧
電
源
母
線
２
Ｃ
系
ま
た
は
２
Ｄ
系
の
受
電
（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し

た
場
合
ま
た
は
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
場
合
）
を
い
う
。
 

※
８
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

    【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交

換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
し
，
確
認
台
数
に
つ
い
て
は
１
台
と

す
る
。

 

 A3
.1

.【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1.
3
.
1.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃

料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A3
.2

.【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1.
3
.
2.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃

料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A3
.3

.【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1.
3
.
3.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃

料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 66
-1
2-
2
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
 

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
A

-1

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6

.9
kV

M
/C

6
-2

F
-2

6.
9k

V
M

/C
6-

2G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6
.9

kV
M

/C
6

-2
D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
9k

V
M

/C
6-

2H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H
4

6
0

V
R

/B
M

C
C

2
G

-2

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

1
2

5
V

代
替
充
電
器

1
2

5
V

充
電
器

2
A

1
2

5
V

充
電
器

2
B

1
2

5
V

充
電
器

2
H

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
G

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤

2
B

-1

電
源
車

電
源
車

電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
西
側

)
電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
東
側

)

：
4

6
0

V
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8－10－237 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において， 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－183 

  ｄ．軽油タンク 

    第 10.1－5 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）の主要機器仕様に記載する。 

 

  ｅ．タンクローリ 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 4.0kL（１台当たり） 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

  ａ．電源車 

    エンジン 

     台  数         ４(予備１※１) 

     使用燃料         軽油 

    発電機 

     台  数         ４(予備１※１) 

     種  類         三相同期発電機 

     容  量         約 400kVA（１台当たり） 

     力  率         0.85（遅れ） 

     電  圧         6.9kV 

     周 波 数         50Hz 

※1：可搬型代替交流電源設備の電源車，可搬型代替直流電源設備の電

源車又は緊急時対策所用代替交流電源設備の電源車（緊急時対策

所用）として使用する。 

 

   

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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1.14－102 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

  

同
等
な

機
能
を
有
す
る
こ
と
の
説
明

 
関
連
個
所

を
赤
枠
に
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示
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.14－104
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機
能
を
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す
る
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と
の
説
明
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所

を
赤
枠
に
て
示
す
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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（
数
）

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
3号

炉
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
A)
系
に
よ
る
 
M/
C
 2
C
系
受
電

⑩
b

⑩
b

⑩
b
⑪

b
⑫

b

⑧
ｂ

⑨
ｂ

⑯
b

⑮
b

保
修
班
員

3

優
先
3
.
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー

ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た

3
号
炉
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
（
A)
系
に
よ
る
M/
C
 2
C
系

受
電

3
号
炉
運
転
員
(
現
場
)B
,
C

2

3
号
炉
運
転
員
(
中
央
制
御
室
)

A
1

2
2
5分：
事
前
準
備
に
よ
り
時
間
短
縮

 

66-12-2  16/16

784



保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－３「所内常設蓄電式直流電源設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設備仕様書（１２５Ｖ蓄電池 蓄電池電圧） 

添付－３ 同等な機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
２
－
３
 
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

所
内
常
設
蓄
電
式
 

直
流
電
源
設
備
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換
 

１
２
５
Ｖ
充
電
器
２
Ａ

※
１

１
個
 

１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
２
Ａ

※
１
 

１
組
 

１
２
５
Ｖ
充
電
器
２
Ｂ

※
１
 

１
個
 

１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
２
Ｂ

※
１
 

１
組
 

※
１
：
当
該
系
統
が
動
作
不
能
時
は
，「

第
６
２
条
 
直
流
電
源
そ
の
１
」，
「
第
６
３
条
 
直
流
電
源
そ
の
２
」，

「
第
６
４
条
 
所
内
電
源
系
統
そ
の
１
」
お
よ
び
「
第
６
５
条
 
所
内
電
源
系
統
そ
の
２
」
の
運
転
上
の

制
限
も
確
認
す
る
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩

和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
１
時
間
以
内
に
中
央
制
御
室

に
お
い
て
行
う
簡
易
な
操
作
で
の
切
離
し
以
外
の
負
荷
の
切
離
し
を
行
わ
ず
８
時
間
，
そ
の
後
必
要

な
負
荷
以
外
を
切
り
離
し
て
１
６
時
間
の
合
計
２
４
時
間
に
わ
た
り
必
要
な
設
備
に
電
力
を
供
給

で
き
る
こ
と
及
び
６
６
－
１
３
（
計
測
設
備
）
に
お
け
る
監
視
に
必
要
な
機
器
に
電
源
を
供
給
す
る

た
め
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷

温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
充
電
器
は
各
１
個
，
蓄
電
池
は
各
１
組
ず
つ
設
置
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
（
蓄
電
池
お
よ
び
充
電
器
）

の
機
能
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
電
気
課
長

 

２
．
１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
２
Ａ
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
が
１
２
８

Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

３
．
１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
２
Ｂ
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
が
１
２
８

Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
１
２
５
Ｖ
充
電
器
２
Ａ
お
よ
び
１
２
５
Ｖ
充
電
器
２
Ｂ
の
出
力
電

圧
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

                                

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
，
添
付
－
２
) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
６
２
条
（
直
流
電
源
そ
の
１
）
に
設
定
さ
れ
て

お
り
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。
 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
保
安
規
定
第
６
２
条
（
直
流
電
源
そ
の
１
）
に
設
定
さ
れ
て
お
り
，

そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
２
Ａ
及
び
２
Ｂ
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
値
は
メ
ー
カ
仕
様
書
に
基

づ
き
設
定
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
蓄

電
池

が
動

作

不
能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
２
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
当
該
蓄
電
池
の
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，２

台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
当
該
蓄
電
池
の
充

電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

B.
充

電
器

が
動

作

不
能
の
場
合
 

B1
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
２
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
当
該
充
電
器
の
蓄
電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，２

台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
当
該
充
電
器
の
蓄

電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.発

電
課
長
は
，当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B

で
要

求
さ

れ
る

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

           

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

蓄
電
池
が
動
作
不
能
の
場
合
及
び
充
電
器
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.蓄

電
池
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
交
流
電
源
に
よ
り
，
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母

線
に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
，
及
び
当
該
蓄
電
池
の
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認

す
る
。
な
お
，
確
認
対
象
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
つ
い
て
は
，
１
２
５
Ⅴ
蓄
電
池
Ａ

系
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
と
し
，
１
２
５
Ⅴ
蓄
電
池
Ｂ
系

が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系
と
す
る
。

 

 A2
. 

A1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
の
準
備
時
間
は
約
１
５
分
で
あ
り
，
蓄
電
池
が

枯
渇
す
る
前
に
給
電
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
添
付
－
３
）。

完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日

間
」
と
す
る
。

 

 A3
.当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 B1
.充

電
器
が
故
障
し
た
場
合
，
予
備
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母
線
に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
，

及
び
必
要
な
直
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
及
び
当
該
充
電
器
の
蓄
電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を

“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
な
お
，
確
認
対
象
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
つ
い
て
は
，

１
２
５
Ⅴ
充
電
器
Ａ
系
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
と
し
，
１

２
５
Ⅴ
充
電
器
Ｂ
系
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系
と
す
る
。

 

 B2
. 

B1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
の
準
備
時
間
は
約
１
５
分
で
あ
り
，
蓄
電
池
が

枯
渇
す
る
前
に
給
電
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
添
付
－
３
）。

完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日

間
」
と
す
る
。

 

 B3
.当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
蓄

電
池

が
動

作

不
能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
２
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
当
該
蓄
電
池
の
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，２

台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
当
該
蓄
電
池
の
充

電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
充

電
器

が
動

作

不
能
の
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

B2
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
２
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
当
該
充
電
器
の
蓄
電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.発

電
課
長
は
，２

台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
当
該
充
電
器
の
蓄

電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
２
：
１
２
５
Ⅴ
蓄
電
池
Ａ
系
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
と
し
，
１
２
５
Ⅴ

蓄
電
池
Ｂ
系
が
動
作
不
能
の
場
合
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系
と
す
る
。

 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

B1
.当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

B2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

B
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
及
び
燃
料
交
換
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

B3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

B
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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8－10－229 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において，
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－40 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切

離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24

時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，８時間後に不要

な負荷の切離しを行い，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容

量を有する設計とする。 

250V 蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間後に中央制御

室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず，24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処

設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と

同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

１セット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

8－10－175 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

第 10.1－3 表 直流電源設備の主要機器仕様 

 

(1) 蓄電池 

   非常用 

    種  類          鉛蓄電池 

    組  数          ３ 

    セ ル 数     Ａ系   60 

             Ｂ系   60 

          ＨＰＣＳ系   60 

    電  圧     Ａ系   125V 

             Ｂ系   125V 

          ＨＰＣＳ系   125V 

    容  量     Ａ系   約8,000Ah 

             Ｂ系   約6,000Ah 

          ＨＰＣＳ系   約400Ah 

 

   常用 

    種  類          鉛蓄電池 

    組  数          １ 

    セ ル 数          116 

    電  圧          250V 

    容  量          約6,000Ah 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－176 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

(2) 充電器 

非常用（予備充電器は常用） 

種  類 シリコン整流器 

  個  数 Ａ系 １ 

Ｂ系 １ 

（予備 １） 

ＨＰＣＳ系 １（予備１） 

充電方式 浮動 

冷却方式 自然通風 

交流入力 Ａ系 ３相 50Hz 440V 

Ｂ系 ３相 50Hz 440V 

ＨＰＣＳ系 ３相 50Hz 440V 

容 量  Ａ系   約118kW 

Ｂ系 約118kW 

（予備 約118kW） 

ＨＰＣＳ系 約10kW 

直流出力電圧 Ａ系 133.8V 

Ｂ系 133.8V 

ＨＰＣＳ系 129V 

直流出力電流 Ａ系 約700A 

Ｂ系 約700A 

（予備 約700A） 

ＨＰＣＳ系 約50A 
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添付-2-(3) 設備仕様書 

 １２５Ⅴ蓄電池 設備仕様書 
関連個所を赤線にて示す 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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1.14－100

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ
と
の
説
明
（
準
備

時
間
）

 
関
連
個
所

を
赤
枠
に
て
示
す

 

第
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14
－
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図
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タ
ー
ビ
ン
発
電
機
又
は
電
源
車
に
よ
る

メ
タ
ク
ラ

2C
系
及
び
メ
タ
ク
ラ

2D
系
受
電
 

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
使
用
の
場
合

）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
1/
2）

 

手
順
の
項
目

電
源
確
認

※
１

M
/
C 
2
C系

及
び
M/
C
 2
D
系
受
電
前
準
備
，
受
電
操
作
，
受
電
確
認

※
２

不
要
交
流
負
荷
切
離
し

※
２
，
※
３

不
要
交
流
負
荷

切
離
し

※
２
，
※
４

※
1
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
2
：

機
器

の
操

作
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
3
：

事
象

発
生

か
ら

1
時

間
以

内
に

実
施

※
4
：

事
象

発
生

か
ら

2
7
時

間
以

内
に

実
施

⑰
a

優
先
1
.
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に

よ
る
M
/
C 
2
C系

及
び
M/
C
 2
D
系
受

電
の
場
合

【
自
動
起
動
の
場
合
】

運
転
員
(中

央
制
御
室
)A
,
B

2

②
a

⑪
a ⑫

a ⑬
a
⑭

a

⑰
a

運
転
員
(現

場
)
C
,D

2

要
員
（
数
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
M/
C

2
C
系
及
び
M
/
C 
2
D系

受
電

経
過
時
間

6
0
分

2
6
時
間

2
7
時
間

2
8
時
間

操
作
手
順

備
考

1
0
分

2
0
分

3
0
分

4
0
分

5
0
分

1
5
分
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－４「常設代替直流電源設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書（設定根拠） 

  （４）設備仕様書（１２５Ｖ代替蓄電池および２５０Ｖ蓄電池） 

添付－３ 同等な機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
２
－
４
 
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

常
設
代
替
 

直
流
電
源
設
備
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

１
２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
 

１
組
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

２
５
０
Ｖ
蓄
電
池

※
１
 

１
組
 

※
１
：
当
該
系
統
が
動
作
不
能
時
は
，「

６
６
－
４
－
２
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン

プ
）」

の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
１
２
５
Ⅴ
代
替
蓄
電
池
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重

大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子

炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の

状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
２
５
０
Ⅴ
蓄
電
池
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低

圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
へ
給
電
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
，

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
同
様
に
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停

止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
蓄
電
池
は
各
１
組
ず
つ
設
置
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
１
２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
の
機
能
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
電
気
課
長

 

２
．
２
５
０
Ｖ
蓄
電
池
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時

 
電
気
課
長

 

３
．
１
２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
が
１
２

８
Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
２
５
０
Ｖ
蓄
電
池
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
が
２
４
８
Ｖ

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

                                

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
，
添
付
－
２
) 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
３
，
４
が
該
当
。
 

直
流
電
源
設
備
の
確
認
事
項
は
保
安
規
定
第
６
２
条
（
直
流
電
源
そ
の
１
）
に
設
定
さ
れ
て
お

り
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

１
２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
及
び
２
５
０
Ｖ
蓄
電
池
の
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池
電
圧
値
は
メ
ー
カ

仕
様
書
に
基
づ
き
設
定
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
１

２
５

Ｖ
代

替

蓄
電

池
が

動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
１
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
２

５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
２
台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
２
５
Ｖ
代
替

充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.
発
電
課
長
は
，
当
該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

B.
２

５
０

Ｖ
蓄

電

池
が

動
作

不
能

の
場
合
 

B1
.
発
電
課
長
は
，
１
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
２

５
Ⅴ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.
発
電
課
長
は
，
２
台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
２
５
０
Ｖ
充
電

器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.
発
電
課
長
は
，
当
該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     

３
日
間
 

   

３
０
日
間
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B

で
要

求
さ

れ
る

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

         

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

蓄
電
池
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.蓄

電
池
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
交
流
電
源
に
よ
り
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母
線

に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
，
及
び
１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 A2
. 

A1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
，
及
び
１
２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
は
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
よ
り
も
短
時
間
で
準
備
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）
。
完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日

間
」
と
す
る
。
 

 

A3
.当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
.蓄

電
池
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
交
流
電
源
に
よ
り
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母
線

に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
，
及
び
１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 B2
. 

B1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
，
及
び
２
５
０
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

の
準
備
時
間
は
約
１
５
分
で
あ
り
，
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
Ｔ
Ｂ
Ｐ
）
に
お
い
て
低
圧
代
替

注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
を
起
動
す
る
ま
で
に
準
備
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
，
時
間
短
縮
の
補
完
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
（
添
付
－
３
）
。
完
了
時
間
は
，
対
応
す
る

設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

日
間
」
と
す
る
。
 

 B3
.当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
１

２
５

Ｖ
代

替

蓄
電

池
が

動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，当

該
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，１

台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
２
５

Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
，
そ
の
他
の
設
備

※
２
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，２

台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
２
５
Ｖ
代
替
充

電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

※
２
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
お
よ
び
１
２
５
Ｖ
充
電
器
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

     【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.１

２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A2
.，

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.，

A
2
.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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8－10－230 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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設
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図
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電
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において，
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－40 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切

離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24

時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，８時間後に不要

な負荷の切離しを行い，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容

量を有する設計とする。 

250V 蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間後に中央制御

室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず，24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処

設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と

同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

１セット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－185 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

(4) 常設代替直流電源設備 

  ａ．125V 代替蓄電池 

     組  数         １ 

     電  圧         125V 

     容  量         約 2,000Ah 

 

ｂ．250V 蓄電池 

     組  数         １ 

     電  圧         250V 

     容  量         約 6,000Ah 

 

(5) 可搬型代替直流電源設備 

ａ．125V 代替蓄電池 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「(4)ａ．125V 代替蓄電

池」に記載する。 

 

ｂ．250V 蓄電池 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「(4)ｂ．250V 蓄電池」

に記載する。 

 

ｃ．電源車 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「(2)ａ．電源車」に記

載する。 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 

 

 

  

設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

66-12-4  13/21

809



添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 

 

 

  

設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(4) 設備仕様書 

 １２５Ⅴ代替蓄電池及び２５０V 蓄電池 設備仕様書 
関連個所を赤線にて示す 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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添付-2-(4) 設備仕様書 

 １２５Ⅴ代替蓄電池及び２５０Ｖ蓄電池 設備仕様書 
関連個所を赤線にて示す 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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1.14－100 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

同
等
な

性
能
を
有
す
る
こ
と
の
説
明

（
準

備
時
間
）

 
関
連
個
所

を
赤
枠
に
て
示
す

 

     

 

 

第
1.
14
－
7
図
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
又
は
電
源
車
に
よ
る

メ
タ
ク
ラ

2C
系
及
び
メ
タ
ク
ラ

2D
系
受
電
 

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
使
用
の
場
合

）
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（
1/
2）

 

    

手
順
の
項
目

電
源
確
認

※
１

M
/
C 
2
C系

及
び
M/
C
 2
D
系
受
電
前
準
備
，
受
電
操
作
，
受
電
確
認

※
２

不
要
交
流
負
荷
切
離
し

※
２
，
※
３

不
要
交
流
負
荷

切
離
し

※
２
，
※
４

※
1
：

中
央

制
御

室
で

の
状

況
確

認
に

必
要

な
想

定
時

間

※
2
：

機
器

の
操

作
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
3
：

事
象

発
生

か
ら

1
時

間
以

内
に

実
施

※
4
：

事
象

発
生

か
ら

2
7
時

間
以

内
に

実
施

⑰
a

優
先
1
.
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に

よ
る
M
/
C 
2
C系

及
び
M/
C
 2
D
系
受

電
の
場
合

【
自
動
起
動
の
場
合
】

運
転
員
(中

央
制
御
室
)A
,
B

2

②
a

⑪
a ⑫

a ⑬
a
⑭

a

⑰
a

運
転
員
(現

場
)
C
,D

2

要
員
（
数
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
M/
C

2
C
系
及
び
M
/
C 
2
D系

受
電

経
過
時
間

6
0
分

2
6
時
間

2
7
時
間

2
8
時
間

操
作
手
順

備
考

1
0
分

2
0
分

3
0
分

4
0
分

5
0
分

1
5
分
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1.14－113 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

    

 

      

第
1.
14
－
20

図
 
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
（
12
5V

系
統
）
に
よ
る
給
電
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

1/
2）

 

    

手
順
の
項
目

1
2
5V
直
流
主
母
線
盤
の
給
電
切
替
操
作
（
B系

）
※
１

1
2
5V
直
流
主
母
線
盤
の
給
電
切
替
操
作
（
A系

）
※
１

不
要
直
流
負
荷
切
離
し

※
１
，
2

※
1
：

機
器

の
操

作
時

間
に

余
裕

を
見

込
ん

だ
時

間

※
2
：

８
時

間
以

内
に

切
離

し
を

実
施

運
転
員
(現

場
)
B
,C

2

7
時
間

8
時
間

9
時
間

1
0
時
間

要
員
（
数
）

8
時
間
負
荷
切
離
し

経
過
時
間

操
作
手
順

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ

る
給
電

【
12
5
V代

替
蓄
電
池
か
ら
12
5
V

直
流
主
母
線
盤
2
B
-1
及
び
12
5
V

直
流
主
母
線
盤
2
A
-1
へ
給
電
す

る
場
合
】

②
a ③

a ④
a
⑥

a

⑧
a ⑨

a ⑩
a
⑫

a

⑬
a

備
考

10
分

20
分

30
分

40
分

50
分

60
分

70
分
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十 

10
－
7－

1－
26
4

 

経
過
時
間
（
時
間
）

責
任
者

発
電
課
長

1 人

中
央
監
視

運
転
操
作
指
揮

発
電
所
対
策
本
部
連
絡

補
佐

発
電
副
長

1 人
運
転
操
作
指
揮

通
報
連
絡
者
等

発
電
所
対
策
本
部
要
員

6 人

初
動
で
の
指
揮

中
央
制
御
室
連
絡

発
電
所
外
部
連
絡

運
転
員

（
中
央
制
御
室
）

運
転
員

（
現
場
）

・
外
部
電
源
喪
失
確
認

・
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
・
タ
ー
ビ
ン
ト
リ
ッ
プ
確
認

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等
機
能
喪
失
確
認

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
自
動
起
動
確
認

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
機
能
喪
失
確
認

・
早
期
の
電
源
回
復
不
能
判
断

・
主
蒸
気
隔
離
弁
全
閉
確
認
，
逃
が
し
安
全
弁
（
逃
が
し
弁
機
能
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
制
御
確
認

・
逃
が
し
安
全
弁
「
開
固
着
」
確
認

・
交
流
電
源
駆
動
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
注
水
機
能
喪
失
確
認

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
自
動
起
動
確
認

原
子
炉
注
水
操
作

1
人

【
C
】

－
・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
　
原
子
炉
注
水
確
認

　
（
「
排
気
圧
力
高
ト
リ
ッ
プ
」
ロ
ジ
ッ
ク
バ
イ
パ
ス
含
む
）

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
で
の
原
子
炉
注
水
は
，
原
子
炉
圧
力
1
.0
4
M
P
aま
で
実
施

高
圧
代
替
注
水
系
起
動
操
作

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

1
人

【
C
】

－
・
高
圧
代
替
注
水
系
　
系
統
構
成
・
起
動
操
作

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

受
電
準
備

2
人

【
A
,B
】

－
・
非
常
用
交
流
電
源
受
電
準
備

５
分

－
2
人 D
,E

・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
系
統
構
成

1
人

【
B
】

・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
起
動
／
運
転
確
認

５
分

原
子
炉
急
速
減
圧
操
作

1
人

【
C
】

－
・
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
）
　
１
個
　
手
動
開
放
操
作

５
分

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
直
流
駆
動
低
圧
注
水

系
ポ
ン
プ
）
注
水
操
作

1
人

【
B
】

－
・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
に
よ
る
水
位
制
御

適
宜
実
施

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
確
保

－
－

・
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
復
旧
（
復
旧
が
必
要
な
場
合
）

４
時
間

減
圧
機
能
確
保

－
2
人

【
D
,E
】

・
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
（
非
常
用
）
　
系
統
構
成

5
0
分

交
流
電
源
確
保
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

－
2
人

【
D
,E
】

・
交
流
電
源
現
場
調
査

3
0
分

適
宜
実
施

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
等
　
機
能
回
復

適
宜
実
施

・
外
部
電
源
　
回
復

適
宜
実
施

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海

水
系
回
復
操
作

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
　
機
能
回
復

適
宜
実
施

緊
急
時
対
策
所
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

－
－

・
電
源
車
(緊
急
時
対
策
所
用
)設
置

電
源
確
保
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

－
2
人

【
D
,E
】

・
電
源
車
設
置
(可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
用
)

・
ス
キ
マ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
調
整

3
0
分

・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
　
系
統
構
成
・
再
起
動

1
0
分

1
人

【
C
】

－
・
1
2
5
V
直
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
中
央
制
御
室
）

（
１
時
間
以
内
に
実
施
）

５
分

1
人

【
A
】

－
・
2
5
0
V
直
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
中
央
制
御
室
）

５
分

－
2
人

【
D
,E
】

・
1
2
5
V
直
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
現
場
）

6
0
分

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

負
荷
抑
制
操
作

1
人

【
Ａ
】

-
・
交
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
中
央
制
御
室
）

５
分

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
受
電
操
作
ま
で
に
実
施

－
－

・
可
搬
型
設
備
保
管
場
所
へ
の
移
動

・
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
，
ホ
ー
ス
の
敷
設
，
接
続

－
－

・
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
監
視

以
降
監
視

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
よ
る
淡
水
貯
水

槽
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

－
－

・
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
補
給

適
宜
実
施

1
人

【
A
】

－
・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
　
系
統
構
成

1
0
分

－
－

・
可
搬
型
設
備
保
管
場
所
へ
の
移
動

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
準
備

　
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
設
置
，
ホ
ー
ス
敷
設
，
接
続
）

－
2
人

【
D
,E
】

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
接
続
後
の
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
空
気
抜
き

5
0
分

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

運
転

－
－

・
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
起
動
，
監
視

以
降
監
視

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

受
電
操
作

2
人

【
A
,B
】

－
・
非
常
用
交
流
電
源
受
電
操
作

５
分

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）

準
備
操
作

1
人

【
B
】

－
・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）
系
統
構
成

・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）
起
動
／
運
転
確
認

５
分

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）

（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）
注
水
操
作

1
人

【
B
】

－
・
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）
に
よ
る
水
位
制
御

適
宜
実
施

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
自
動
起
動
確
認

５
分

・
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
起
動

1
0
分

1
人

【
A
】

－
・
直
流
電
源
切
離
し
負
荷
復
旧
（
中
央
制
御
室
）

５
分

－
2
人

【
D
,E
】

・
直
流
電
源
切
離
し
負
荷
復
旧
（
現
場
）

3
0
分

残
留
熱
除
去
系

起
動
操
作

1
人

【
C
】

－
・
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
起
動

1
0
分

残
留
熱
除
去
系
　
原
子
炉
注
水
操
作

1
人

【
C
】

－
・
残
留
熱
除
去
系
　
注
入
弁
操
作

適
宜
実
施

残
留
熱
除
去
系

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
操
作

1
人

【
C
】

－
・
残
留
熱
除
去
系
　
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
弁
操
作

適
宜
実
施

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

負
荷
抑
制
操
作

-
2
人

【
D
,E
】

・
交
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
現
場
）

2
7
時
間
以
内
に
実
施

燃
料
補
給
準
備

－
－

・
可
搬
型
設
備
保
管
場
所
へ
の
移
動

・
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
移
送
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
へ
の
補
給
準
備
）

燃
料
補
給

－
－

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
へ
の
給
油

適
宜
実
施

燃
料
補
給
準
備

－
－

・
可
搬
型
設
備
保
管
場
所
へ
の
移
動

・
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
移
送
（
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
等
へ
の
補
給
準
備
）

－
－

・
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
(タ
イ
プ
Ⅰ
)へ
の
給
油

　
（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

適
宜
実
施

－
－

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
へ
の
給
油

適
宜
実
施

必
要
人
員
数
　
合
計

運
転
員

7

重
大
事
故
等
対
応
要
員

1
7

発
電
所
対
策
本
部
要
員

6 3
0

3
0

6
d

7
d

-

1
2
ｈ

6
0
m
7
0
m
8
0
m
9
0
m
1
0
0
m
1
1
0
m

4
d

5
ｄ

1
0
m
2
0
m
3
0
m
4
0
m
5
0
m

6
ｈ

8
ｈ

1
0
ｈ

－
適
宜
実
施

－

作
業
項
目

実
施
箇
所
・
必
要
人
員
数

作
業
の
内
容

重
大
事
故
等
対
応
要
員

2
5
ｈ

2
6
ｈ

2
7
ｈ

2
8
ｈ

2
ｄ

3
d

1
4
ｈ

1
6
h

1
8
h

2
0
ｈ

2
3
ｈ

2
4
ｈ

1
2
0
m

4
ｈ

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
(分
）

経
過
時
間
（
日
）

備
考

－
解
析
上
，
事
象
発
生
2
4
時
間
の
交
流
電
源
回
復
は
考
慮
し
な
い

状
況
判
断

3
人

A
,B
,C

－
－

1
0
分

解
析
上
，
事
象
発
生
2
4
時
間
の
交
流
電
源
回
復
は
考
慮
し
な
い

－ 3
人

【
N
～
P
】

3
人

【
O
～
Q
】

２
時
間

6
人

J
,K
N
～
Q

・
作
業
時
間
が
最
大
と
な
る
ル
ー
ト
を
設
定

・
復
旧
が
不
要
な
場
合
は
以
降
の
作
業
の
余
裕
時
間
と
な
る

・
要
員
N
～
P
は
事
象
発
生
約
5
5
分
後
ま
で
ル
ー
ト
確
認
を
実
施

し
，
そ
の
後
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
設
置
を
実
施
す
る
た

め
，
作
業
の
重
複
は
な
い

－

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（
直
流
駆
動
低
圧
注
水

系
ポ
ン
プ
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水
準
備
操
作

－ - － －

3
0
分

2
人

【
D
,E
】

－
－

4
5
分

直
流
電
源
確
保

－ －－

交
流
電
源
回
復
操
作

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
　
再
開

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

1
人

【
B
】

－
－

燃
料
プ
ー
ル
水
温
「
6
5
℃
」
以
下
維
持

要
員
を
確
保
し
て
対
応
す
る

燃
料
プ
ー
ル
水
温
「
6
5
℃
」
以
下
維
持

要
員
を
確
保
し
て
対
応
す
る

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
管
理
値
ま
で
は
余
裕
時
間
あ
り

－

代
替
注
水
等
確
保

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

9
人

A
～
I

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
残
量
に
応
じ
て
適
宜
補
給
を
実
施
す
る

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

準
備
操
作

－ －
解
析
上
，
事
象
発
生
2
4
時
間
の
交
流
電
源
回
復
は
考
慮
し
な
い

－

被
ば
く
低
減
操
作

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

1
人

【
A
】

－
－6
人

【
D
～
I】

９
時
間

－ 2
人

【
G
,H
】

－ －

直
流
電
源
確
保

（
解
析
上
考
慮
せ
ず
）

－ － － －2
人

【
B
,C
】

1
人

【
A
】

原
子
炉
水
位
（
レ
ベ
ル
３
）
到
達
後
，
残
留
熱
除
去
系
を
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
か
ら
低
圧
注
水
モ
ー
ド
に
切
り
替
え
原
子
炉
へ
注
水
す
る

原
子
炉
水
位
（
レ
ベ
ル
８
）
ま
で
注
水
後
は
，
適
宜
原
子
炉
注
水
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
の
切
替
え
を
繰
り
返
し
実
施

原
子
炉
水
位
は
レ
ベ
ル
３
～
レ
ベ
ル
８
で
維
持

3
8
0
分

　
　
【
　
】
は
他
作
業
後
移
動
し
て
き
た
要
員

重
大
事
故
等
対
策
要
員

合
計

発
電
所
常
駐
要
員

2
人

【
L
,M
】

1
3
5
分

4
5
分

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
残
量
に
応
じ
て
適
宜
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
補
給

燃
料
補
給

2
人

【
L
,M
】

5
人

A
～
E

1
7
人

Ａ
～
Q

2
人 L
,M

2
人

【
O
,P
】

1
3
5
分

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
残
量
に
応
じ
て
適
宜
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
補
給

▽
事
象
発
生

▽
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

▽
約
1
9
時
間
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
準
備
完
了

▽
2
4
時
間
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
よ
り
受
電

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（
復
水
移
送
ポ
ン
プ
）起
動

▽
2
5
時
間
残
留
熱
除
去
系
（サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
開
始

▽
約
5
2
分
原
子
炉
圧
力
1
.0
4M
P
a

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
機
能
喪
失
確
認

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
）
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
（直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）

に
よ
る
原
子
炉
注
水
開
始

▽
約
８
時
間
1
2
5
V
直
流
電
源
負
荷
切
離
し
（
現
場
）

▽
約
１
時
間
1
2
5
V
及
び
25
0V
直
流
電
源
負
荷
切
離
し

（
中
央
制
御
室
）

▽
約
5
0
分
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）準
備
完
了

▽
2
4
時
間
低
圧
代
替
注
水
系
（常
設
）
（復
水
移
送
ポ
ン
プ
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水
開
始

▽
約
1
0
時
間
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（タ
イ
プ
Ⅰ
）準
備
完
了

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
補
給
開
始

▽
約
1
0
分
プ
ラ
ン
ト
状
況
判
断

▽
約
２
分
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル
２
）到
達

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
開
始

第
7.
1.
3.
4－

6
図
 
「
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
（
Ｔ
Ｂ
Ｐ
）
」
の
作
業
と
所
要
時
間

同等な性能を有することの説明（準備時間） 

関連個所を赤枠にて示す 
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－５「可搬型代替直流電源設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

添付－３ 同等な機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 

66-12-5  1/12
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

６
６
－
１
２
－
５
 
可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
 

可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

１
２
５
Ｖ
代
替
蓄
電
池
 

※
１
 

１
２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
 

１
個
 

電
源
車
 

※
２
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
３
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
 

※
３
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
３
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

２
５
０
Ｖ
蓄
電
池
 

※
１
 

２
５
０
Ｖ
充
電
器
 

１
個
 

電
源
車
 

※
２
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
３

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
 

※
３

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
３
 

※
１
：「

６
６
－
１
２
－
４
 
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
２
：「

６
６
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
３
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
１
２
５
Ⅴ
代
替
充
電
器
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に

重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原

子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯

蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子

炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
ま
た
，
可
搬

型
代
替
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
２
５
０
Ⅴ
充
電
器
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故

等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
６
６
－
４
－

２
（
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
））

の
必
要
な
機
器
に
電
源
を
供

給
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停

止
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
充
電
器
は
各
１
個
ず
つ
設
置
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
１
２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
の
機
能
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
電
気
課
長

 

２
．
２
５
０
Ｖ
充
電
器
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時

 
電
気
課
長

 

３
．
１
２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
の
出
力
電
圧
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
２
５
０
Ｖ
充
電
器
の
出
力
電
圧
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

発
電
課
長
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
１
２
５
Ｖ
代
替
充

電
器

が
動

作
不

能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
１
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１

個
の
１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
２
台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
個
の
１
２

５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
当
該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

３
０
日
間
 

B.
２
５
０
Ｖ
充
電
器

が
動

作
不

能
の

場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
１
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１

個
の
１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
２
台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
２
５
０
Ｖ
蓄

電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.発

電
課
長
は
，
当
該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

３
０
日
間
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２

)

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
１
，
２
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
３
，
４
が
該
当
。
 

直
流
電
源
設
備
の
確
認
事
項
は
保
安
規
定
第
６
２
条
（
直
流
電
源
そ
の
１
）
に
設
定
さ
れ
て
お

り
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

充
電
器
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

A1
.充

電
器
が
故
障
し
た
場
合
，
１
２
５
Ｖ
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母
線
に
電
力
を
供
給
す
る
こ

と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
及
び

１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

A2
. 

A1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
の
準
備
時
間
は
約
１
５
分
で
あ
り
，
蓄
電
池
が

枯
渇
す
る
前
に
給
電
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
添
付
－
３
）。

完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日

間
」
と
す
る
。

 

A3
.当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.充

電
器
が
故
障
し
た
場
合
，
１
２
５
Ｖ
充
電
器
を
経
由
し
，
直
流
母
線
に
電
力
を
供
給
す
る
こ

と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
及
び

１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

B2
. 

B1
.と

同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
，
及
び
２
５
０
Ｖ
蓄
電
池
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

の
準
備
時
間
は
約
１
５
分
で
あ
り
，
蓄
電
池
が
枯
渇
す
る
前
に
給
電
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
添
付
－
３
）。

完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合

の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

B3
.当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を

持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る

「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B

で
要
求
さ
れ
る
措

置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

   

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
１
２
５
Ｖ
代
替
充

電
器

が
動

作
不

能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
１
２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
１
台
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１

個
の
１
２
５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
２
台
の
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
お
よ
び
１
個
の
１
２

５
Ｖ
充
電
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

     

速
や
か
に
 

※
４
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
お
よ
び
１
２
５
Ｖ
充
電
器
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
１
２
５
Ｖ
充
電
器
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

             【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.１

２
５
Ｖ
代
替
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

  A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
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4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6.
9k

V
M

/C
6-

2F
-1

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-2

6
.9

kV
M

/C
6

-2
G

6
.9

kV
M

/C
  

6
-2

C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6
.9

kV
M

/C
6

-2
D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

外
部
電
源
よ
り 6
.9

kV
M

/C
6

-2
H

【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H
4

6
0

V
R

/B
M

C
C

2
G

-2

1
2

5
V

充
電
器

2
A

【
区
分
Ⅰ
】

【
区
分
Ⅱ
】

1
2

5
V

充
電
器

2
B

【
区
分
Ⅲ
】

1
2

5
V

充
電
器

2
H

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
器

：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

D
系

【
区
分
Ⅲ
】

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

D
/G

動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

1
2

5
V

代
替

充
電
器

計 装 設 備 ( ＊ )

計 装 設 備 ( ＊ )

電
源
車

電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
西
側

)
電
源
車
接
続
口

(原
子
炉
建
屋
東
側

)

＊
計
装
設
備
の
う
ち
，

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム

(S
P

D
S)

の
み
切
離
し

1
2

5
V

代
替
蓄
電
池

1
2

5
V
蓄
電
池

2A
1

2
5

V
蓄
電
池

2B

1
2

5
V

蓄
電
池

2
H

【
凡
例
】

：
1

2
5

V
 直
流
電
源

切
替
盤

：
負
荷
切
離
し
箇
所

R
C

IC
M

C
C

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-4

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2B
1

2
5

V
直
流
主
母
線
盤

2H

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-3

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-2

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
A

-1

無 停 電 交 流 電 源 用 Ｃ Ｖ Ｃ Ｆ ２ Ａ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 機 ）

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

各 負 荷

非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ２ Ａ

各 負 荷

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-1

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-3

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
B

-2

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

各 負 荷

無 停 電 交 流 電 源 用 Ｃ Ｖ Ｃ Ｆ ２ Ｂ

非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 ２ Ｂ

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

1
2

5
V

直
流

分
電
盤

2
H

計 装 設 備

遮 断 器 操 作 回 路

各 負 荷

各 負 荷

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2A

計 装 設 備

主 蒸 気 逃 が し 安 全 弁

遮 断 器 操 作 回 路

直 流 照 明 兼

非 常 用 照 明

遮 断 器 操 作 回 路

主 蒸 気 逃 が し 安 全 弁

計 装 設 備

直 流 照 明

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2A
-1

1
2

5
V
直
流
主
母
線
盤

2B
-1

原 子 炉 格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

高 圧 代 替 注 水 系

直 流 駆 動 低 圧 注 水 系

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

 

 

             

第
1
0
.
2
－

1
1
図

 
代

替
電
源
設
備
系
統
概

要
図

（
可
搬
型
代
替
直

流
電
源
設
備
に
よ
る
給

電
）
（
電
源
車
か
ら
代
替

所
内
電
気
設
備
を
経
由

し
て

給
電
（

1
2
5
V
系
統
）

）
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6
-
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に
て
整
理
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-
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2
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2
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て
整
理
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6
-
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2
-
4
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て
整
理
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1
2

5
V

代
替

充
電
器

2
5

0
V

充
電
器

4
6

0
V

C
/B

M
C
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8－10－226 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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8－10－237 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において，
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－40 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切

離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24

時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，８時間後に不要

な負荷の切離しを行い，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容

量を有する設計とする。 

250V 蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間後に中央制御

室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず，24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処

設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と

同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

１セット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－186 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

ｄ．125V 代替充電器 

     個  数         １ 

     直流出力電圧       133.8V 

     直流出力電流       約 700A 

 

ｅ．250V 充電器 

     個  数         １ 

     直流出力電圧       258.7V 

     直流出力電流       約 400A 

 

ｆ．軽油タンク 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「（1）ｄ．軽油タン

ク」に記載する。 

 

ｇ．ガスタービン発電設備軽油タンク 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「(1)ｂ．ガスタービン

発電設備軽油タンク」に記載する。 

 

ｈ．タンクローリ 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様「(1)ｅ．タンクロー

リ」に記載する。 
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1.14－100

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－６「代替所内電気設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書（設定根拠） 
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接
続
盤
 

２
個
 

緊
急
用
高
圧
母
線
２
Ｆ
系
 

２
系
列
 

緊
急
用
高
圧
母
線
２
Ｇ
系
 

１
系
列
 

緊
急
用
動
力
変
圧
器
２
Ｇ
系
 

１
個
 

緊
急
用
低
圧
母
線
２
Ｇ
系
 

３
系
列
 

緊
急
用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｇ
系
 

２
個
 

緊
急
用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｃ
系
 

１
個
 

緊
急
用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｄ
系
 

１
個
 

※
１
：
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
Ａ
系
お
よ
び
Ｂ
系
に
給
電
で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
２
：
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
Ａ
系
お
よ
び
Ｂ
系
が
動
作
不
能
時
は
，「

第
６
４
条
 
所
内
電
源
系
統
そ
の
１
」

お
よ
び
「
第
６
５
条

 
所
内
電
源
系
統
そ
の
２
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
代
替
所
内
電
気
設
備
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
代
替
所
内
電
気
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

④
代
替
所
内
電
気
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な

設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期

間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し

て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，

冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
代
替
所
内
電
気
設
備
は
必
要
な
負
荷
に
電
力
を
供
給
す
る
た
め
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
接
続
盤
２

個
，
緊
急
時
高
圧
母
線
２
Ｆ
系
２
系
列
，
緊
急
用
高
圧
母
線
２
Ｇ
系
１
系
列
，
緊
急
用
動
力
変
圧
器

２
Ｇ
系
１
個
，
緊
急
用
低
圧
母
線
２
Ｇ
系
３
系
列
，
緊
急
用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｇ
系
１
個
，
緊
急

用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｃ
系
１
個
お
よ
び
緊
急
用
交
流
電
源
切
替
盤
２
Ｄ
系
１
個
を
所
要
数
と
す

る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
外
観
点
検
に
よ
り
当
該
系
統
が
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
接
続
盤
が
動

作
不
能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
を
動

作
不
能
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

B.
代
替
所
内
電
気
設

備
が
動
作
不
能
の

場
合
 

B1
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
所
内
電
気
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.
発
電
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

３
日
間
 

C.
条
件

B
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
接
続
盤
が
動

作
不
能
の
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
を
動

作
不
能
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

B.
代
替
所
内
電
気
設

備
が
動
作
不
能
の

場
合
 

B1
.
発
電
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
所
内
電
気
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

代
替
所
内
電
気
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ

た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.ガ

ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
接
続
盤
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
か
ら
受
電
す
る
場
合
に
使
用
す
る

こ
と
か
ら
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
接
続
盤
が
動
作
不
能
の
場
合
，“

速
や
か
に
”
常
設
代
替
交

流
電
源
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

 B1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添

付
書
類
十
）」
の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”

で
あ
る
非
常
用
所
内
電
気
設
備
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

 B2
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作

可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
｢３

日
間
」
と
す
る
。
 

 C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

  【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
 

 B1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 B2
.非

常
用
所
内
電
気
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
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8－10－236 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 
66

-1
2-
6
の
範
囲
 

赤
枠
・
赤
線
に
て
示
す
 

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

D
系

4
6

0
V

C
/B

M
C

C
2

C
系

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

G
-1

動
力
変
圧
器

6
-2

P
D

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

B
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
C

非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（

A
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

動
力
変
圧
器

6
-2

P
G

6
.9

kV
M

/C
6

-2
F

-1
6

.9
kV

M
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6
-2

F
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6.
9k
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M

/C
6-

2G
6

.9
kV

M
/C

  
6

-2
C

4
6

0
V

P
/C

4
-2

G

外
部
電
源
よ
り

外
部
電
源
よ
り

4
6

0
V

P
/C

4
-2

C

D
/G

D
/G

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅰ
】

G
TG

G
TG

外
部
電
源
よ
り

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

A
）

接
続
盤

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
（

B
）

接
続
盤

外
部
電
源
よ
り

6
.9

kV
M

/C
6

-2
D

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅱ
】

4
6

0
V

P
/C

4
-2

D

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

非
常
用
所
内
電
気
設
備

【
区
分
Ⅲ
】

D
/G

外
部
電
源
よ
り 動
力
変
圧
器

6
-2

P
H

6.
9k

V
M

/C
6-
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【
区
分
Ⅲ
】

4
6

0
V

R
/B

M
C

C
2

H

太
線
：
代
替
所
内
電
気
設
備

電
源
車
接
続
口

電
源
車
接
続
口

4
6

0
V

R
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M
C

C
2

G
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【
区
分
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】

【
区
分
Ⅱ
】

：
変
圧
器

：
低
圧
遮
断
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：
高
圧
遮
断
器

：
配
線
用
遮
断
器

【
凡
例
】

4
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0
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R
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C
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C
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中
央
制
御
室

1
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0V
交
流
分
電
盤
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G

中
央
制
御
室

1
2

0V
交
流
分
電
盤
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A
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中
央
制
御
室

1
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0V
交
流
分
電
盤

2
B

-1

・
M

/C
  
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
ス
イ
ッ
チ
ギ
ア

・
P

/C
  

 ：
パ
ワ
ー
セ
ン
タ

・
M

C
C

 ：
モ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

・
R

/B
  

 ：
原
子
炉
建
屋

・
C

/B
：
制
御
建
屋

：
4

6
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

【
凡
例
】

：
1

2
0

V
 原
子
炉
建
屋

交
流
電
源
切
替
盤

第
1
0
.
2
－

1
3
図

 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図
（
代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電
）

 

66-12-6  4/9

833



添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において，
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－40 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切

離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24

時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，８時間後に不要

な負荷の切離しを行い，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容

量を有する設計とする。 

250V 蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間後に中央制御

室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず，24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処

設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と

同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

１セット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－187 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

(6) 代替所内電気設備 

ａ．ガスタービン発電機接続盤 

個  数 ２ 

定格電圧 7.2kV 

ｂ．緊急用高圧母線 

個  数 ３ 

定格電圧 7.2kV 

ｃ．緊急用動力変圧器 

個  数 １ 

容  量 約 750kVA 

定格電圧 6.75kV／460V 

ｄ．緊急用低圧母線 

個  数 ３ 

定格電圧 600V 

ｅ．緊急用交流電源切替盤 

個  数 ３ 

定格電圧 600V 

ｆ．非常用高圧母線 

第 10.1－1 表 メタルクラッド開閉装置（高圧母線）の主要機器仕様

に記載する。 

66-12-6  7/9

836



添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 

 

  

設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１２「電源設備」 

６６－１２－７「燃料補給設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

燃
料
補
給
設
備
 

（
１
）
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３
）
所
要
数
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
３
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
値
・
所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

※
４
※
５
 

2,
77
0m
m 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ

ベ
ル

※
５
 

3,
14
0m
m 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

※
６
 

2,
08
0m
m 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

２
台

※
７
 

※
１
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
２
日
間
は
除
く
。
な
お
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
と
は
，
Ａ
系
，
Ｂ
系
お
よ
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
い
う
。

 

※
２
：
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
２
日
間
は
除
く
。

 

※
３
：
燃
料
移
送
系
の
必
要
な
弁
，
配
管
お
よ
び
ホ
ー
ス
を
含
む
。

 

※
４
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
と
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
６

基
の
各
々
の
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
を
い
う
。

 

※
５
：
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
必
要
量
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
，
「
第
６
１
条

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
油
等
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 

※
６
：
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
と
は
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
３
基
の
各
々

の
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
を
い
う
。

 

※
７
：
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
は
，
第
２
保
管
エ
リ
ア
，
第
３
保
管
エ
リ
ア
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

             

 ①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽

油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

2,
77
0
m
m／

１
基
以
上
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ

ン
ク
レ
ベ
ル

3,
14
0m
m
以
上
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

2
,
08
0m
m
／
１
基
以

上
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
使
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設

備
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
を
運
搬
す
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制

限
と
す
る
。
た
だ
し
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
運
転
中
及
び

運
転
終
了
後
２
日
間
は
除
く
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体

等
の
著
し
い
損
傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
電
力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 
燃
料
補
給
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
重
大

事
故
等
対
処
設
備
に
対
し
燃
料
供
給
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装

荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機

能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽

油
タ
ン
ク
は
重
大
事
故
等
時
に
必
要
な
各
機
器
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ

イ
プ
Ⅰ
）
等
）
を
７
日
間
運
転
継
続
す
る
た
め
に
可
能
な
容
量
で
あ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備

軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

2,
7
7
0m
m／

１
基
以
上
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ

ン
ク
レ
ベ
ル

3,
14
0m
m
以
上
を
所
要
値
と
す
る
。

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
は
重
大
事
故
等
時
に
必
要
な
各
機
器
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電

機
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
等
）
を
７
日
間
運
転
継
続
す
る
た
め
に
可
能
な
容
量
で
あ
る

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

2
,
08
0m
m／

１
基
以
上
を
所
要
値
と
す
る
。

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処

設
備
に
燃
料
を
補
給
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
と
し
て
，
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

２
．
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ

ル
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

３
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

設
備

軽
油

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

が
所

要
値

を
満

足
し

て
い

な
い
場
合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ

ン
ク
レ
ベ
ル
を
所
要
値
内
に
回
復
さ
せ
る
 

２
日
間
 

B.
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

設
備

軽
油

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

が
所

要
値

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

B1
.
発
電
課
長
は
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
を
所
要
値
内
に
回
復
さ
せ

る
。
 

２
日
間
 

C.
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
設

備

軽
油

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

が
所

要
値

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
 

C1
.
発
電
課
長
は
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク

レ
ベ
ル
を
所
要
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

２
日
間
 

D.
動

作
可

能
な

タ
ン

ク
ロ

ー

リ
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

D1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

ま
た
は
 

D2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
９
。
 

２
日
間
 

２
日
間
 

E.
条
件

A
，
B，

C
ま
た
は

D
で

要
求

さ
れ

る
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合
 

E
1
.防

災
課
長
は
，
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処

設
備

※
1
0
を
動
作
不
能

※
1
1
と
み
な
す
。

 

速
や
か
に
 

※
８
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
９
：
２
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱
は
継

続
す
る
が
，
２
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｅ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
10
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
，
以
下
を
い
う
。

 

電
源
車
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
），

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
，
可
搬
型
窒
素
ガ
ス
供
給
装
置
お
よ

び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
），

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

※
11
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

項
目
１
，
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設

備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
及
び
動
作
可
能
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
所
要
数
を
満
足
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
設
定
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
.，

B1
.，

C1
.当

該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
６
１
条

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
に
お
い
て
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
等
が
制
限
値
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
の
要
求
さ
れ
る
措
置
の
完
了
時
間
「
２
日
間
」
の
設
定
を
準
用
し
，「

２
日
間
」

と
す
る
。
 

D1
. 

A1
.と

同
様
。
 

D2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
，
ド
ラ
ム
缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・
要
員

の
確
保
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
上
記

の
Ａ
１
．
と
同
様
「
２
日
間
」
と
す
る
。
 

E1
.，

E2
.保

安
規
定
第
６
１
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
の
完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
の
要
求
さ
れ
る
措
置
の
完
了
時
間
“
速
や
か
に
”
の
設
定
を
準
用
し
，
燃
料
補

給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
“
速
や
か
に
”
動
作
不
能
と
み
な
し
，
当
該
設
備
に
適

用
さ
れ
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
を
実
施
す
る
。
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8－10－237 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

  

66
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の
範
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赤
枠
に
て
示
す
 

地
下

地
上

タ
ン
ク
ロ
ー
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ガ
ス
タ
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ビ
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発
電
設
備
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油
タ
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ク
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ス
タ
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ビ
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発
電
機
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ガ
ス
タ
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ビ
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機
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ガ
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タ
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機

へ

ホ
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ス
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ビ
ン

発
電
設
備

軽
油
タ
ン
ク

(
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ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
設
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軽
油
タ
ン
ク

(
B)

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
設
備

軽
油
タ
ン
ク

(
C)

給
油
口

給
油
口

給
油
口

軽
油
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

払
出
口

払
出
口

払
出
口

移
動
後
補
給

ホ
ー
ス

地
下

地
上

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｂ
）

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｄ
）

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｆ
）

軽
油
タ
ン
ク

（
Ａ
）

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｃ
）

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｅ
）

給
油
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(
A
)
へ

払
出
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(
A
)
へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(
B
)
へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(
B
)
へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(
B
)
へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

(A
)へ

給
油
口

払
出
口

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｇ
）

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
へ

給
油
口

払
出
口

車
載
ポ
ン

プ タ
ン
ク
ロ

ー
リ

車
載
ポ
ン

プ タ
ン
ク
ロ

ー
リ

              

第
1
0
.
2
－

1
4
図

 
代

替
電
源
設
備
系
統
概

要
図
（
燃
料
補
給
設
備

に
よ
る
給
油

）
（
軽
油
タ
ン

ク
か
ら
ガ
ス
タ
ー
ビ

ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン

ク
へ

の
補
給
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8－10－238 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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7
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
 

ホ
ー
ス

ホ
ー
ス

軽
油
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
設
備
へ
の
補
給

*：
電
源
車
だ
け
で
な
く
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

(タ
イ
プ
Ⅰ
)，

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
，

可
搬
型
窒
素
ガ
ス
供
給
装
置
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

(
タ
イ
プ
Ⅱ
)
に
対
し
て
も
燃
料
補
給
を
行
う
。

電
源
車

*

地
下

地
上

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｂ
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軽
油
タ
ン
ク
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Ｄ
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軽
油
タ
ン
ク
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Ｆ
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軽
油
タ
ン
ク
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Ａ
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Ｃ
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口
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出
口

非
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デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

(A
)へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

(B
)へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

(B
)へ

給
油
口

払
出
口

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

(B
)へ

給
油
口

払
出
口

軽
油
タ
ン
ク

（
Ｇ
）

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
へ

給
油
口

払
出
口
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ロ
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リ
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載
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ン
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ン
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ロ

ー
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第
1
0
.
2
－

1
5
図

 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図

（
燃
料
補
給
設
備
に
よ
る
給
油
）
（
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
各
設
備
へ
の
補
給

）
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8－10－239 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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範
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赤
枠
に
て
示
す
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備
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タ
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か
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補
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け
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ン
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)
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熱
交
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器
ユ
ニ
ッ
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搬
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窒
素
ガ
ス
供
給
装
置
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容
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ン
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－39 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい

損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電設備軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続

運転するために必要となる燃料を補給可能な容量を，軽油タンクよりタンク

ローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時におい

て，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有す

る設計とする。 

電源車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備に電力を

供給できる容量を有するものを１セット２台使用する。保有数は，２セット

４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計５台を保管する。 

なお，バックアップ用の１台は，緊急時対策所用代替交流電源設備の電源

車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bは，想定される重大事故等時において，

66-12-7  7/17

845



添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－40 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

１時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切

離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24

時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替蓄電池は，想定される重大事故等時において，８時間後に不要

な負荷の切離しを行い，24 時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容

量を有する設計とする。 

250V 蓄電池は，想定される重大事故等時において，１時間後に中央制御

室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず，24 時

間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

125V 代替充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

250V 充電器は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を

供給できる容量を有する設計とする。 

ガスタービン発電機接続盤，緊急用高圧母線 2F 系，緊急用高圧母線 2G 系，

緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は，想定される重大事故等

時において，必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

軽油タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設計基準事故対処

設備としての容量が，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設計基準事故対処設備と

同仕様で設計する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮する

ことが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するものを

１セット２台使用する。保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－181 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

 (3) 軽油タンク 

    種  類          横置円筒形 

    基  数          ６（１系列につき３基） 

１（１系列につき１基） 

    容  量          約110kL（１基当たり） 

約170kL 

    使用燃料          軽油 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－182 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

第 10.2－1 表 代替電源設備の主要機器仕様 

(1) 常設代替交流電源設備 

  ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台  数 ２ 

使用燃料 軽油 

出  力 約 3,600kW（１台当たり） 

発電機 

台  数 ２ 

種  類 三相同期発電機 

容  量 約 4,500kVA（１台当たり） 

力  率 0.80（遅れ） 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 50Hz 

  ｂ．ガスタービン発電設備軽油タンク 

  基  数 ３ 

  容  量 約 110kL（１基当たり） 

  ｃ．ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

  台  数 ２ 

容  量 約 3.0m3／h（１台当たり） 

全 圧 力 約 0.5MPa［gage］ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－183 

設備仕様 
関連個所を下線にて示す 

  ｄ．軽油タンク 

    第 10.1－5 表 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）の主要機器仕様に記載する。 

 

  ｅ．タンクローリ 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 4.0kL（１台当たり） 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

  ａ．電源車 

    エンジン 

     台  数         ４(予備１※１) 

     使用燃料         軽油 

    発電機 

     台  数         ４(予備１※１) 

     種  類         三相同期発電機 

     容  量         約 400kVA（１台当たり） 

     力  率         0.85（遅れ） 

     電  圧         6.9kV 

     周 波 数         50Hz 

※1：可搬型代替交流電源設備の電源車，可搬型代替直流電源設備の電

源車又は緊急時対策所用代替交流電源設備の電源車（緊急時対策

所用）として使用する。 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 設定根拠 
関連個所を赤線にて示す 

66-12-7  16/17

854



添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１３「計装設備」 

６６－１３－１「主要パラメータおよび代替パラメータ」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付十（所要数，必要容量） 

添付－３ 同等な機能を有することの説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付八 

（代替パラメータによる主要パラメータの推定） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

表
６
６
－
１
３

 
計
装
設
備
 

６
６
－
１
３
－
１
 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と

※
１
※
３
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※
２
※
３
 

※
１
：
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴
う
計
器
校
正
，
原
子
炉
水
圧
検
査
お
よ
び
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
時

に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
な
ら
び
に
計
器
ベ
ン
ト
等
の
計
器
隔
離
時
は
，
運
転
上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
２
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
記
載
す
る
番
号
は
優
先
順
位
で
あ
り
，
推
定
方
法
が
複
数
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

な
お
，
推
定
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
，
い
ず
れ
か
の
方
法
で
推
定
で
き
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
記
載
す
る
[ 
 ]
は
，
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
ま

た
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
常
用
計
器
（
耐
震
性
ま
た
は
耐
環
境
性
等
は
な
い
が
，
監
視
可

能
で
あ
れ
ば
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
運
転
上
の
制

限
は
適
用
し
な
い
が
，
要
求
さ
れ
る
措
置
で
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
は
計
測

す
る
計
器
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
は
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）

 

「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

な
お
，
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴
う
計
器
校
正
，
原
子
炉
水
圧
検
査
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査

時
に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
並
び
に
計
器
ベ
ン
ト
等
の
計
器
隔
離
時
は
，
運
転
上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

 

ま
た
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
，
推
定
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
，
い
ず
れ
か
の
方
法
で
推
定

で
き
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
．
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
４
 

 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検
出
器
 

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
の

１
つ

の
検

出
器

が
故

障
し

た
場
合
は
，
他
の
検
出
器
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯

域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料

域
）
 

原
子

炉
水

位
か

ら
原

子
炉

圧
力

容
器

内
が

飽
和

状
態

に
あ

る
と

想
定

す
る

こ
と

で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の
温
度
を
推
定
す
る
。
 

③
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入
口
温
度
 

残
留

熱
除

去
系

が
運

転
状

態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

※
４
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

                  

 ④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
】

 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運

転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用

し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又

は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

２
．
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯

域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料

域
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉

圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態

に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と

で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温

度
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
原
子

炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を

推
定
す
る
。
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力

原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯

域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料

域
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉

圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態

に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と

で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温

度
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
原
子

炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を

推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
】

 

注
水
選
択
の
た
め
の
減
圧
確
認
及
び
原
子
炉
圧
力
容
器
の
損
傷
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

り
，
原
子
炉
圧
力
容
器
が
開
放
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
及
び
冷
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

３
．
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
 

（
広
帯
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ

ン
ネ
ル

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
の
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

が
故

障
し
た

場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
） 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量

③
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン

流
量
（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ

ド
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流

量
）

③
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン

流
量
（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系

格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄

流
量
）

③
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量

③
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

流
量

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量

③
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量

機
器

動
作
状

態
に

あ
る
注

水

流
量

と
崩
壊

熱
除

去
に
必

要

な
注

水
流
量

に
よ

り
推
定

す

る
。
 

④
原
子
炉
圧
力

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
圧
力
抑
制
室
圧
力

原
子

炉
圧
力

，
原

子
炉
圧

力

（
Ｓ
Ａ
）
と
圧
力
抑
制
室
圧
力

の
差

圧
か
ら

原
子

炉
圧
力

容

器
の
満
水
を
推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】

 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
 

（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故

障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

③
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流

量
 

③
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量

（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ
ド
ス
プ
レ

イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

③
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量

（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
格
納
容
器

冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

③
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

③
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

③
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

③
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

③
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

③
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

機
器
動
作
状
態
に
あ
る

注
水
流
量
と
崩
壊
熱
除

去
に
必
要
な
注
水
流
量

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

④
原
子
炉
圧
力
 

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
と
圧
力
抑

制
室
圧
力
の
差
圧
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
の
満

水
を
推
定
す
る
。
 

      

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】

 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

②
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ
ド
ス
プ
レ
イ

ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
格
納
容
器
冷

却
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量
 

②
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量
 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量
 

②
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量
 

機
器

動
作

状
態

に
あ

る
注

水
流

量
と

崩
壊

熱
除

去
に

必
要

な
注

水
流

量
に

よ
り

推
定

す
る
。
 

③
原
子
炉
圧
力
 

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
，原

子
炉

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
と
圧
力

抑
制

室
圧

力
の

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す

る
。
 

           

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】

 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

②
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量
（
残

留
熱
除
去
系
ヘ
ッ
ド
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン

洗
浄
流
量
）

②
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量
（
残

留
熱
除
去
系
Ｂ
系
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ

ン
洗
浄
流
量
）

②
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流

量

②
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出
口
流

量

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出
口
流

量

②
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出
口
流

量

機
器

動
作

状
態

に
あ

る
注

水
流

量
と

崩
壊

熱
除

去
に

必
要

な
注

水
流

量
に

よ
り

推
定

す
る
。
 

③
原
子
炉
圧
力

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

③
圧
力
抑
制
室
圧
力

原
子
炉
圧
力
，原

子
炉

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
と
圧
力

抑
制

室
圧

力
の

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す

る
。
 

※
５
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】

 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉

の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

４
．
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 

 
動

※
６
 

高
温
停
止

※
６
 

高
圧
代
替
注
水
系
 

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位
 

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。
な
お
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
の
補
給
状
況
も
考
慮
し

た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

原
子
炉
水
位
の
変
化
量
に
よ
り

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

原
子
炉

隔
離

時
冷

却

系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位
 

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。
な
お
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
の
補
給
状
況
も
考
慮
し

た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

原
子
炉
水
位
の
変
化
量
に
よ
り

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

高
圧
炉

心
ス

プ
レ

イ

系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位
 

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。
な
お
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
の
補
給
状
況
も
考
慮
し

た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

原
子
炉
水
位
の
変
化
量
に
よ
り

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

※
６
：
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
お
よ
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，

原
子
炉
圧
力
が

1.
04
MP
a[
ga
ge
]以

上
の
場
合
に
適
用
す
る
。

 

  

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
及
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
高

圧
代
替
注
水
系
及
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，「

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原

子
炉
圧
力
が
１
．
０
４
MP

a[
ga
g
e
]以

上
）」

と
す
る
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
適
用
期
間
と
同
様

に
，「

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
 

出
口
流
量
 

①
圧
力
抑
制
室
水
位

水
源
で
あ
る
圧
力
抑
制
室
水

位
の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量

を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）

原
子
炉
水
位
の
変
化
量
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
 

ポ
ン
プ
出
口
流
量
  

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン

ク
水
位
の
変
化
量
に
よ
り
注

水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補
給
状

況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量

を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）

原
子
炉
水
位
の
変
化
量
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
代
替
循
環
冷
却
系
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，「

運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
及
び
冷
温
停
止
」
と
す
る
。
 

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）（

直
流
駆
動
低

圧
注
水
系
ポ
ン
プ
）
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，「

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
７
 

残
留

熱
除

去
系

洗

浄
ラ
イ
ン
流
量
（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ

ン
洗
浄
流
量
）
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
） 

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

残
留

熱
除

去
系

洗

浄
ラ
イ
ン
流
量
（
残

留
熱

除
去

系
Ｂ

系

格
納

容
器

冷
却

ラ

イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
） 

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
圧
力
抑
制
室
水
位

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
） 

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口

流
量
 

①
圧
力
抑
制
室
水
位

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
） 

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

※
７
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉

の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

５
．
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

残
留

熱
除
去
系
洗

浄

ラ
イ

ン
流
量
（
残

留

熱
除

去
系
ヘ
ッ
ド

ス

プ
レ

イ
ラ
イ
ン
洗

浄

流
量
）
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

③
圧
力
抑
制
室
圧
力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
，
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
，
圧
力
抑
制

室
圧

力
が

低
下

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

よ
り

注
水

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推
定
す
る
。
 

残
留

熱
除
去
系
洗

浄

ラ
イ

ン
流
量
（
残

留

熱
除

去
系
Ｂ
系
格

納

容
器

冷
却
ラ
イ
ン

洗

浄
流
量
）
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

③
圧
力
抑
制
室
圧
力

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
，
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
，
圧
力
抑
制

室
圧

力
が

低
下

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

よ
り

注
水

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動

及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
格

納
容
器

代

替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

①
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水

位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の

変
化
量
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

②
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
，
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
，
圧
力
抑
制

室
圧
力
が
低
下
傾
向
に
あ
る

こ
と
に
よ
り
注
水
機
能
が
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。
 

代
替
循
環

冷
却
ポ

ン

プ
出
口
流
量
 

①
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水

位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の

変
化
量
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

②
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
，
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
，
圧
力
抑
制

室
圧
力
が
低
下
傾
向
に
あ
る

こ
と
に
よ
り
注
水
機
能
が
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。
 

原
子
炉
格

納
容
器

下

部
注
水
流
量
 

①
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位
 

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン

ク
水
位
の
変
化
量
に
よ
り
注

水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補
給
状
況

も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を

推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水

位
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の

変
化
量
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
 

       

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動

及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

６
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
 

温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

の
検
出
器
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
の
１
つ
の

検
出
器
が
故
障
し
た
場
合
は
，

他
の

検
出

器
に

よ
り

推
定

す

る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利

用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
に

よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
を
推

定
す
る
。
 

③
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利

用
し
て
圧
力
抑
制
室
圧
力
に
よ

り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
を
推
定

す
る
。
 

圧
力
抑
制
室
内
空
気

温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

の
検
出
器
 

圧
力
抑
制
室
内
空
気
温
度
の
１

つ
の
検
出
器
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
の
検
出
器
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
温
度
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温

度
に
よ
り
圧
力
抑
制
室
内
空
気

温
度
を
推
定
す
る
。
 

③
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利

用
し
て
圧
力
抑
制
室
圧
力
に
よ

り
圧
力
抑
制
室
内
空
気
温
度
を

推
定
す
る
。
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
水
温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

の
検
出
器
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温

度
の
１
つ
の
検
出
器
が
故
障
し

た
場
合
は
，
他
の
検
出
器
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
圧
力
抑
制
室
内
空
気
温

度
 

圧
力
抑
制
室
内
空
気
温
度
に
よ

り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水

温
度
を
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
格
納
容
器
下

部
温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
温
度
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

  

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
】

 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 

                                       

66-13-1  14/67

869



  

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

７
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧

力
 

①
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

圧
力
抑
制
室
圧
力
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を

利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温

度
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧

力
を
推
定
す
る
。
 

③
［
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
］
 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル
圧
力
（
常
用
計
器
）
に

よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

を
推
定
す
る
。
 

圧
力
抑
制
室
圧
力
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
圧
力
抑
制
室
内
空
気
温
度
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を

利
用
し
て
圧
力
抑
制
室
内
空

気
温
度
に
よ
り
圧
力
抑
制
室

圧
力
を
推
定
す
る
。
 

③
［
圧
力
抑
制
室
圧
力
］
 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
圧
力
抑

制
室
圧
力
（
常
用
計
器
）
に
よ

り
，
圧
力
抑
制
室
圧
力
を
推

定
す
る
。
 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力
】

 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

８
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

圧
力
抑
制
室
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

圧
力
抑
制
室
水
位
の
１
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す

る
。
 

②
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ

イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
Ｂ

系
格

納
容

器
冷

却

ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

②
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
流
量
 

高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口

流
量
，
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去
系
ヘ

ッ
ド
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流

量
），

残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ

ン
流
量
（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系

格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄
流

量
），

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ

ン
プ
出
口
流
量
，
原
子
炉
隔
離

時
冷
却
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ

出
口
流
量
，
原
子
炉
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
お
よ
び
原

子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
流
量

に
よ
り
，
外
部
水
源
を
使
用
し

た
注
水
量
の
積
算
に
よ
り
圧
力

抑
制
室
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
量
に
よ
り
，
圧
力

抑
制
室
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補
給

状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量

を
推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
】

 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

原
子

炉
格

納
容

器

下
部
水
位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ

イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
Ｂ

系
格

納
容

器
冷

却

ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）
 

②
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量
 

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口
流
量
 

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
流
量
 

残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流

量
（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ
ド
ス

プ
レ
イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
），

残

留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量

（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
格
納
容

器
冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
），

原

子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

流
量
，
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ

出
口
流
量
お
よ
び
原
子
炉
格
納

容
器
下
部
注
水
流
量
に
よ
り
原

子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位
を
推

定
す
る
。
 

③
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位
 

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
に
よ
り
，
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
水
位
を
推
定
す

る
。
な
お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の

補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注

水
量
を
推
定
す
る
。
 

             

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
】

 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水

位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
１
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ

イ
ン
洗
浄
流
量
）

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
Ｂ

系
格

納
容

器
冷

却

ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
）

②
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口
流
量

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
流
量

残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流

量
（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ
ド
ス

プ
レ
イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
），

残

留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン
流
量

（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系
格
納
容

器
冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄
流
量
），

原

子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

流
量
，
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ

出
口
流
量
お
よ
び
原
子
炉
格
納

容
器
下
部
注
水
流
量
に
よ
り
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
を

推
定

す

る
。
 

③
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
水
位

水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

水
位
の
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
補
給

状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量

を
推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
】

 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納
容
器
の

破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

９
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

格
納
容
器
内
 

水
素
濃
度
（
Ｄ
／

Ｗ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
（
Ｄ
／
Ｗ
）

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
水

素
濃
度
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

格
納
容
器
内
 

水
素
濃
度
（
Ｓ
／

Ｃ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
（
Ｓ
／
Ｃ
）

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
水

素
濃
度
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

格
納
容
器
内
雰
囲

気
水
素
濃
度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
水
素
濃
度
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

②
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

（
Ｄ
／
Ｗ
）
 

②
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

（
Ｓ
／
Ｃ
）
 

格
納
容
器
内
水
素
濃
度
（
Ｄ
／
Ｗ
）

お
よ

び
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

（
Ｓ
／
Ｃ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
０
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

格
納
容
器
内
 

雰
囲
気
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
Ｄ
／
Ｗ
） 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ

タ
（
Ｄ
／
Ｗ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線
モ

ニ

タ
］
 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用

い
て
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

格
納
容
器
内
 

雰
囲
気
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
Ｓ
／
Ｃ
） 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ

タ
（
Ｓ
／
Ｃ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線
モ

ニ

タ
］
 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用

い
て
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

                     

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
】

 

燃
料
損
傷
を
推
定
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
が
大

き
い
期
間
と
し
て
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
１
．
未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

起
 
 
動

※
８
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
９

起
動
領
域
モ
ニ
タ
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル

起
動
領
域
モ
ニ
タ
の
１
チ
ャ
ン
ネ

ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
平
均
出
力
領
域
モ
ニ
タ

平
均
出
力
領
域
モ
ニ
タ
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
位
置
指
示
系
］
 

制
御
棒
位
置
指
示
系
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒

が
全
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態

の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

平
均
出
力
領
域
 

モ
ニ
タ
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル

平
均
出
力
領
域
モ
ニ
タ
の
１
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
起
動
領
域
モ
ニ
タ

起
動
領
域
モ
ニ
タ
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

③
［
制
御
棒
位
置
指
示
系
］
 

制
御
棒
位
置
指
示
系
（
有
効
監
視

パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒

が
全
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状
態

の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

［
制
御
棒
位
置
指

示
系
］
 

①
起
動
領
域
モ
ニ
タ

起
動
領
域
モ
ニ
タ
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
平
均
出
力
領
域
モ
ニ
タ

平
均
出
力
領
域
モ
ニ
タ
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

※
８
：
中
性
子
源
領
域
の
場
合
に
適
用
す
る
。
 

※
９
：
起
動
領
域
モ
ニ
タ
周
り
の
燃
料
が
４
体
未
満
の
場
合
は
除
く
。

 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視
】

 

制
御
棒
又
は
ほ
う
酸
水
に
よ
り
原
子
炉
が
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
保
安
規
定
第
２
７
条
に
準
じ
た
期
間
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
２
．
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
 

（
１
）
代
替
循
環
冷
却
系
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

プ
ー
ル
水
温
度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検
出
器
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温

度
の
１
つ
の
検
出
器
が
故
障
し

た
場
合
は
，
他
の
検
出
器
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
 

圧
力
抑
制
室
内
空
気
温
度
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

残
留

熱
除

去
系

熱

交
換
器
入
口
温
度
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
温
度
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温

度
に
よ
り
残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
入
口
温
度
を
推
定
す
る
。
 

代
替

循
環

冷
却

ポ

ン
プ
出
口
流
量
（
原

子
炉

圧
力

容
器

へ

の
注
水
）
 

①
圧
力
抑
制
室
水
位
 

水
源
で
あ
る
圧
力
抑
制
室
水
位

の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯

域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料

域
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の
変
化

量
に
よ
り
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン

プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
に
よ
り

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

代
替

循
環

冷
却

ポ

ン
プ
出
口
流
量
（
原

子
炉

格
納

容
器

へ

の
注
水
）
 

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位
，

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
変
化
量

に
よ
り
代
替
循
環
冷
却
ポ
ン
プ

出
口
流
量
を
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

②
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
，
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル
圧
力
，
圧
力
抑
制
室
圧

力
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン

ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定
す
る
。
 

      

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
代
替
循
環
冷
却
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

代
替
循
環
冷
却
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 

                                       

66-13-1  22/67

877



  

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水

位
（
広
帯
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
位
（
広
帯
域
）

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入

口
 

圧
力
（
広
帯
域
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

①
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
ま
た
は
圧
力

抑
制
室
圧
力
の
傾
向
監
視
に
よ
り

原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン

ト
系
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
健
全
性
を

推
定
す
る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出

口
 

圧
力
（
広
帯
域
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

①
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
ま
た
は
圧
力

抑
制
室
圧
力
の
傾
向
監
視
に
よ
り

原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン

ト
系
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
健
全
性
を

推
定
す
る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水

温
度
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
水
温
度
の
１
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出

口
 

放
射
線
モ
ニ
タ
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

フ
ィ
ル
タ
装
置
出
口
放
射
線
モ
ニ

タ
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出

口
水
素
濃
度
 

①
格
納
容
器
内
水
素
濃
度

（
Ｄ
／
Ｗ
）
 

①
格
納
容
器
内
水
素
濃
度

（
Ｓ
／
Ｃ
）
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
が
原

子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト

系
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
配
管
内
を
通

過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
内

水
素
濃
度
（
Ｄ
／
Ｗ
）
ま
た
は
格

納
容
器
内
水
素
濃
度
（
Ｓ
／
Ｃ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

         

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト

系
 

放
射
線
モ
ニ
タ
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
放
射
線
モ
ニ

タ
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

   （
４
）
残
留
熱
除
去
系

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 燃
料
交
換

※
10
 

残
留

熱
除

去
系

熱

交
 

換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
温
度
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
お
よ
び

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温

度
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す
る
。
 

残
留

熱
除

去
系

熱

交
 

換
器
出
口
温
度
 

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
の
熱

交
換
量
評
価
か
ら
残
留
熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

系
統
流
量
 

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
冷
却
水
入
口
流
量
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
系
統
流

量
お
よ
び
残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
冷
却
水
入
口
流
量
に
よ
り

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
圧
力
抑
制
室
水
位
 

水
源
で
あ
る
圧
力
抑
制
室
水
位

の
変
化
量
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口
圧
力
 

残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
圧

力
か
ら
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留

熱
除
去
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定

す
る
。
 

※
10
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

 

 ④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 

      

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉

の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
３
．
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
 

（
１
）
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
水
位
 

（
広
帯
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広
帯
域
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
 

（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃
料
域
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
燃
料
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子

炉
圧

力
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
 

原
子

炉
水

位
か

ら
原

子
炉

圧
力

容

器
内

が
飽

和
状

態
に

あ
る

と
想

定

す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係

を
利

用
し

て
原

子
炉

圧
力

容
器

内

の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

         

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態
）】

 

原
子
炉
格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運

転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）
 

 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
 

原
子

炉
水

位
か

ら
原

子
炉

圧
力

容

器
内

が
飽

和
状

態
に

あ
る

と
想

定

す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係

を
利

用
し

て
原

子
炉

圧
力

容
器

内

の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

  （
２
）
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
状
態

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
 

温
度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検
出
器
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
の
１
つ
の
検

出
器
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
の

検
出
器
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用

し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
に
よ
り

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

を
推

定
す

る
。
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧

力
 

①
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

圧
力
抑
制
室
圧
力
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用

し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
に
よ
り

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

を
推

定
す

る
。
 

③
［
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
］
 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
圧
力
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

を
推

定
す

る
。
 

 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態
）】

 

原
子
炉
格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運

転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 

                

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
状
態
）】

 

原
子
炉
格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運

転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
原
子
炉
建
屋
内
の
状
態

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
ポ
ン
プ
出
口

圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ

イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を
推

定
す

る
。
 

残
留
熱
除
去
系
 

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ

イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を
推

定
す

る
。
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
ポ
ン
プ
出
口

圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納
容
器
バ

イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格
納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を
推

定
す

る
。
 

④
【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
建
屋
内
の
状
態
）】

原
子
炉
格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運

転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

66-13-1  27/67

882



  

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
４
．
水
源
の
確
保

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
11
 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水
位
 

 

①
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

①
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン

流
量
（
残
留
熱
除
去
系
ヘ
ッ

ド
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
洗
浄
流

量
）
 

①
残
留
熱
除
去
系
洗
浄
ラ
イ
ン

流
量
（
残
留
熱
除
去
系
Ｂ
系

格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
洗
浄

流
量
）
 

①
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水

流
量
 

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出

口
流
量
，
残
留
熱
除
去
系
洗
浄

ラ
イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗

浄
流
量
）
，
残
留
熱
除
去
系
洗

浄
ラ
イ
ン
流
量
（
残
留
熱
除
去

系
Ｂ

系
格

納
容

器
冷

却
ラ

イ

ン
洗
浄
流
量
）
，
直
流
駆
動
低

圧
注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン

プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
下

部

注
水
流
量
の
う
ち
，
復
水
貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

て
実

際

の
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流

量
に
よ
り
推
定
す
る
。
な
お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状

況
も

考
慮

し
た

上
で

水
位

を

推
定
す
る
。
 

②
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
出

口
圧
力
 

②
直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
復
水
移
送
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と

す
る

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン

プ
出
口
圧
力
，
直
流
駆
動
低
圧

注
水
系
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ

出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
お

よ

び
復

水
移

送
ポ

ン
プ

出
口

圧

力
が

正
常

に
動

作
し

て
い

る

こ
と

を
把

握
す

る
こ

と
に

よ

り
，
水
源
で
あ
る
復
水
貯
蔵
タ

ン
ク

水
位

が
確

保
さ

れ
て

い

る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

   

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
水
源
の
確
保
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉

の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
11
 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水
位
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

③
原
子
炉
水
位（

Ｓ
Ａ
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位（

Ｓ
Ａ
燃
料
域
）
 

注
水

先
の

原
子

炉
水

位
の

変

化
量

に
よ

り
復

水
貯

蔵
タ

ン

ク
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状

況
も

考
慮

し
た

上
で

水
位

を

推
定
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
水
源
の
確
保
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー

ル
代
替
注
水
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉

の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

圧
力

抑
制

室
水

位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

圧
力
抑
制
室
水
位
の
１
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す

る
。
 

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口
流
量
 

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口
流
量
 

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
の

プ
ー
ル
水
を
水
源
と
す
る
代
替

循
環
冷
却
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
系
ポ
ン
プ
お
よ
び
低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
の
出
口
流

量
か
ら
，
こ
れ
ら
の
ポ
ン
プ
が

正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
水
源
で

あ
る
圧
力
抑
制
室
水
位
が
確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

推
定

す

る
。
 

③
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口
圧
力
 

③
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口
圧
力
 

③
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
の

プ
ー
ル
水
を
水
源
と
す
る
代
替

循
環
冷
却
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
系
ポ
ン
プ
お
よ
び
低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ
の
出
口
圧

力
か
ら
，
こ
れ
ら
の
ポ
ン
プ
が

正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
水
源
で

あ
る
圧
力
抑
制
室
水
位
が
確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

推
定

す

る
。
 

※
11
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

       

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
水
源
の
確
保
】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器
が

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。

 

保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の
水
位
）
で
要
求
さ
れ
る
期
間
と
同
様
に
「
運
転
，
起

動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 

                                      

66-13-1  30/67

885



  

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
５
．
原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

 
燃
料
交
換

※
12
 

原
子
炉
建
屋
内
 

水
素
濃
度

※
13
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ

ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
建
屋
内
水
素
濃
度
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合

装
置
動
作
監
視
装
置

※
14
 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装

置
動
作
監
視
装
置
（
静
的
触

媒
式
水
素
再
結
合
装
置
入
口

お
よ
び
出
口
の
差
温
度
か
ら

水
素
濃
度
を
推
定
）
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

※
12
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

※
13
：「

６
６
－
８
－
２

 
原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
監
視
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
14
：
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
は
１
個
の
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
の
出
入
口
に
設
置
し
て
い
る
２
個

の
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
動
作
監
視
装
置
を
い
う
。
 

                    

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料

が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を

機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
て
注

水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，

原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
で
あ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
に
よ
り
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
維
持

可
能
で
あ
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温

停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃

料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
６
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

格
納
容
器
内
 

雰
囲

気
酸

素
濃

度
 

①
主

要
パ

ラ
メ
ー

タ
の

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

酸
素

濃
度

の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
格

納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
Ｄ

／
Ｗ
）
 

②
格

納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
Ｓ

／
Ｃ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
 

②
圧
力
抑
制
室
圧
力
 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ

タ
（
Ｄ
／
Ｗ
）
ま
た
は
格
納
容
器
内

雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
Ｓ
／
Ｃ
）

に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初

期
酸

素
濃

度
と

保
守

的
な

Ｇ
値

を

入
力

と
し

た
評

価
結

果
（

解
析

結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
内
雰
囲
気
酸

素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

お
よ

び
圧

力

抑
制

室
圧

力
に

よ
り

原
子

炉
格

納

容
器

内
の

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸

素
）
の
流
入
有
無
を
把
握
し
，
水
素

燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 【
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
格
納

容
器
の
破
損
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

１
７
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

※
15

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

に
照
射
さ
れ
た
燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る
  

期
間
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（
ヒ
ー
ト
サ
ー

モ
式
）
 

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ
ル
ス
式
）

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ガ
イ
ド
パ
ル
ス
式
）
に
よ
り
，
水

位
・
温
度
を
推
定
す
る
。
 

②
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

量
）

②
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放

射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）

に
よ

り
放

射
線

量
／

水
位

の
関

係

を
利

用
し

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水

位
を

推
定

す
る

と
と

も
に

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

に
て

使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

状
態

を
監

視

す
る
。
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（
ガ
イ
ド
パ
ル

ス
式
）
 

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ
ー
モ
式
）

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
に
よ
り
，
水

位
・
温
度
を
推
定
す
る
。
 

②
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

量
）

②
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放

射
線
モ
ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線
量
）

に
よ

り
放

射
線

量
／

水
位

の
関

係

を
利

用
し

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水

位
を

推
定

す
る

と
と

も
に

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

に
て

使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

状
態

を
監

視

す
る
。
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高
線
量
，
低
線

量
）
 

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ
ー
モ
式
）

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ
ル
ス
式
）

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
お
よ
び
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ

ド
パ
ル
ス
式
）
に
て
水
位
を
計
測
し

た
後
，
水
位
と
放
射
線
量
率
の
関
係

に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

②
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ

に
よ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
状

態
を
監
視
す
る
。
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
】

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
の
冷
却
状
況
，
放
射
線
の
遮
蔽
状
況
及
び
臨
界
の

防
止
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー

タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
素
 

要
素
 

推
定
方
法
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

に
照
射
さ
れ
た
燃
料

を
貯

蔵
し

て
い

る
  

期
間
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
 

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ
ー
モ
式
）

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ
ル
ス
式
）

①
使

用
済
燃
料

プ
ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ
（
高
線
量
，
低
線

量
）

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ヒ
ー
ト
サ
ー
モ
式
）
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
水
位
／
温
度
（
ガ
イ
ド
パ

ル
ス
式
）
お
よ
び
使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
上
部
空
間
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
線

量
，
低
線
量
）
に
よ
り
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
 

※
15
：「

６
６
－
９
－
４

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑤
 

頻
 
度
 

担
当
 

１
．
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

ま
た
は
 

電
気
課
長
 

２
．
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

ま
た
は
 

計
測
制
御
課
長
 

④
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

【
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
】

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
の
冷
却
状
況
，
放
射
線
の
遮
蔽
状
況
及
び
臨
界
の

防
止
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。

 

⑤
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
２
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
し
，
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計

測
及
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
行
う
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
，
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確
認
（
振
切
れ
や
他
の
計

器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
）
を
行
う
。

 

頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す

る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
⑥
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

す
る

計
器

す
べ

て
が

動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る

こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措
置

を
講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

３
０
日
間
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

す
る

計
器

す
べ

て
が

動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る

こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措
置

を
講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

３
０
日
間
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認
す

る

す
べ

て
の

計
器

が
動

作
不

能
で
あ
る
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
当
該
機
能
の
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

ま
た
は
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
１
手
段
以
上
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

３
日
間
 

D.
運
転
，
起
動
ま
た
は
高
温
停

止
に
お
い
て
条
件

A，
B
ま

た
は

C
の
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

D1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

E.
冷
温
停
止
，
燃
料
交
換
に
お

い
て
条
件

A，
B
ま
た
は

C
の

措
置

を
完

了
時

間
以

内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

E1
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

 ⑥
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
及
び
措
置
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
），

添
付
－
３
）

 

 計
装
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

を
計
測
す
る
計
器
ま
た
は
そ
の
両
方
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

 

 A1
.主

要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
代
替
す

る
パ
ラ
メ
ー
タ
（
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
）
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”

確
認
す
る
。
 

 A2
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措

置
を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
（
事
故
時
計
装
に
お
け
る
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合

の
措
置
を
準
用
）。

 

 A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
な
お
，
こ
の
間
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ

る
監
視
に
よ
り
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
推
定
は
可
能
で
あ
る
。
 

 B1
.代

替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す

る
計
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 B2
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措

置
を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
（
事
故
時
計
装
に
お
け
る
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
満
足
で
き
な
い
場
合

の
措
置
を
準
用
。）

 

 B3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
な
お
，
こ
の
間
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動

作
可
能
で
あ
れ
ば
重
大
事
故
等
時
の
対
応
は
可
能
で
あ
る
。
 

 C1
.
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
及
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
と
も
に
動
作
不

能
に
な
っ
た
場
合
，
い
ず
れ
か
の
計
器
を
復
旧
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
，
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視

す
る
機
能
が
全
喪
失
と
な
る
こ
と
か
ら
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

 D1
.，

D2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 E1
.該

計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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8－6－179 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

66-13-1の範囲 
赤枠にて示す 
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熱
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⑥
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

66-13-1の範囲 
赤枠にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－155 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

第 6.4－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度 

個  数          ５ 

計測範囲          ０～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～10MPa[gage] 

 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～11MPa[gage] 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ２ 

計測範囲          －3,800mm～1,500mm※1 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－156 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ２ 

計測範囲          －3,800mm～1,300mm※2 

 

(6) 原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

個  数          １ 

計測範囲          －3,800mm～1,500mm※1 

 

(7) 原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

個  数          １ 

計測範囲          －3,800mm～1,300mm※2 

 

(8) 高圧代替注水系ポンプ出口流量 

個  数          １ 

計測範囲          ０～120m3／h 

 

(9) 残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗

浄流量） 

個  数          １ 

計測範囲          ０～220m3／h 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－157 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(10) 残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系Ｂ系格納容器冷却ライン洗

浄流量） 

個  数          １ 

計測範囲          ０～220m3／h 

 

(11) 直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

個  数          １ 

計測範囲          ０～100m3／h 

 

(12) 代替循環冷却ポンプ出口流量 

個  数          １ 

計測範囲          ０～200m3／h 

 

(13) 原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          １ 

計測範囲          ０～150m3／h 

 

(14) 高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          １ 

計測範囲          ０～1,500m3／h 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－158 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(15) 残留熱除去系ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数   ３ 

計測範囲  ０～1,500m3／h 

(16) 低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数   １ 

計測範囲  ０～1,500m3／h 

(17) 原子炉格納容器代替スプレイ流量 

個  数  ２ 

計測範囲  ０～100m3／h 

(18) 原子炉格納容器下部注水流量 

個  数 １ 

計測範囲   ０～110m3／h 

(19) ドライウェル温度 

個  数  11 

計測範囲  ０～300℃ 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－159 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(20) 圧力抑制室内空気温度 

個  数 ４ 

計測範囲   ０～300℃ 

(21) サプレッションプール水温度 

個  数 16 

計測範囲 ０～200℃ 

(22) 原子炉格納容器下部温度 

個  数   12 

計測範囲   ０～700℃ 

(23) ドライウェル圧力 

個  数   １ 

計測範囲   ０～１MPa[abs] 

(24) 圧力抑制室圧力 

個  数   １ 

計測範囲  ０～１MPa[abs] 

(25) 圧力抑制室水位 

個  数   ２ 

計測範囲 ０～５m（O.P.－3900mm～1100mm）※3 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－160 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(26) 原子炉格納容器下部水位 

個  数          12 

計測範囲          0.5m，1.0m，1.5m，2.0m，2.5m，2.8m 

     （O.P.－2000mm，－1500mm，－1000mm， 

     －500mm，0mm，300mm）※3 

 

(27) ドライウェル水位 

個  数          ６ 

計測範囲          0.02m，0.23m，0.34m（O.P.1170mm，

1380mm，1490mm）※3 

 

(28) 格納容器内水素濃度（Ｄ／Ｗ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～100vol％ 

 

(29) 格納容器内水素濃度（Ｓ／Ｃ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～100vol％ 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－161 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(30) 格納容器内雰囲気水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数  ４ 

計測範囲  ０～30vol％／０～100vol％ 

(31) 格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

(32) 格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

(33) 起動領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数 ８ 

計測範囲 10-1cps～106cps 

(１×103cm-2・s-1～１×109cm-2・s-1) 

０～40％又は０～125％ 

(１×108cm-2・s-1～２×1013cm-2・s-1) 

66-13-1  44/67

899



添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－162 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(34) 平均出力領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数 ６※4 

計測範囲 ０～125％ 

（1.2×1012cm-2・s-1～2.8×1014cm-2・s-1） 

(35) フィルタ装置水位（広帯域） 

個  数   ３ 

計測範囲   ０～3,650mm 

(36) フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

個  数  １ 

計測範囲   －0.1～１MPa[gage] 

(37) フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

個  数  １ 

計測範囲  －0.1～１MPa[gage] 

(38) フィルタ装置水温度 

個  数  ３ 

計測範囲  ０～200℃ 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－163 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(39) フィルタ装置出口放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

(40) フィルタ装置出口水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数   ２ 

計測範囲   ０～30vol％／０～100vol％ 

(41) 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数   ２ 

計測範囲   ０～300℃ 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数 ２ 

計測範囲   ０～300℃ 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－164 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(44) 原子炉補機冷却水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～4,000m3／h 

 

(45) 残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～1,500m3／h 

 

(46) 復水貯蔵タンク水位 

個  数          １ 

計測範囲          ０～3,200m3 

 

(47) 高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

個  数          １ 

計測範囲          ０～15MPa[gage] 

 

(48) 直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

個  数          １ 

計測範囲          ０～２MPa[gage] 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－165 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(49) 代替循環冷却ポンプ出口圧力 

個  数          １ 

計測範囲          ０～４MPa[gage] 

 

(50) 原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          １ 

計測範囲          ０～15MPa[gage] 

 

(51) 高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          １ 

計測範囲          ０～12MPa[gage] 

 

(52) 残留熱除去系ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          ３ 

計測範囲          ０～４MPa[gage] 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－166 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(53) 低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数          １ 

計測範囲          ０～５MPa[gage] 

 

(54) 復水移送ポンプ出口圧力 

個  数          １ 

計測範囲          ０～1.5MPa[gage] 

 

(55) 原子炉建屋内水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個  数          ７ 

計測範囲          ０～10vol％ 

 

(56) 静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

個  数          ８ 

計測範囲          ０～500℃ 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－167 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(57) 格納容器内雰囲気酸素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の損傷を防止するための設備 

個  数          ２ 

計測範囲          ０～30vol％ 

 

(58) 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(59) 使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

 

(60) 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載

する。 

 

(61) 使用済燃料プール監視カメラ 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－57 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

ｂ．放水砲 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

の主要機器仕様に記載する。 

(3) 使用済燃料プール監視設備 

ａ．使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数 水位 １ 

  温度 １（検出点２箇所） 

計測範囲    水位 －4,300mm～7,300mm※1 

（O.P.21620mm～O.P.33220mm） 

温度 ０～120℃ 

ｂ．使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数   １（検出点 15 箇所） 

計測範囲  水位 ０～7,010mm※1

(O.P.25920mm～O.P.32930mm） 

温度 ０～150℃ 

ｃ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－58 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         １ 

 

※1：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（O.P.25920mm） 

 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

ａ．燃料プール冷却浄化系ポンプ 

台  数          １（予備１） 

容  量          約 160m3／h 

全 揚 程          約 80m 

 

ｂ．燃料プール冷却浄化系熱交換器 

基  数          １（予備１） 

伝熱容量          約 1.26MW 

 

(5) 原子炉補機代替冷却水系 

ａ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

ｂ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－48 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

(2) プロセス放射線モニタリング設備 

  ａ．格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・原子炉プラント・プロセス計装 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    ・放射線管理設備（通常運転時等） 

     個  数         ２ 

     計測範囲         10－2Sv／h～105Sv／h 

 

  ｂ．格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・原子炉プラント・プロセス計装 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    ・放射線管理設備（通常運転時等） 

     個  数         ２ 

     計測範囲         10－2Sv／h～105Sv／h 

 

  ｃ．フィルタ装置出口放射線モニタ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    ・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

     個  数         ２ 

     計測範囲         10－2mSv／h～105mSv／h 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－49 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

  ｄ．耐圧強化ベント系放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数    ２ 

計測範囲 10－2mSv／h～105mSv／h 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

ａ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

高線量 

  個 数 １ 

  計測範囲    101mSv／h～108mSv／h 

低線量 

個 数   １ 

計測範囲   10－2mSv／h～105mSv／h 

ｂ．緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

  種 類    半導体式検出器 

計測範囲 0.01μSv／h～999.9mSv／h 

台 数 １（予備１） 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十 

 

 

10－5－127 

所要数・必要容量 
関連個所を赤枠にて示す 

第5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要（15/19） 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合に，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するため，計器故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合の対応，計器電源喪失時の対応，計測結果を

記録する手順等を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類 

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパラメータを技術的能力に係る審査基準1.1～

1.14の手順着手の判断基準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いる

パラメータから抽出し，これを抽出パラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握するこ

とが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源の喪失により，主要パラメータを

計測することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータを代替パラメータ

とする。 

一方，抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の

受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。 

 

主要パラメータは，以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合

にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメ

ータをいう。 

 

代替パラメータは，以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たし

た計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十 

 

 

10－5－128 

所要数・必要容量 
関連個所を赤枠にて示す 

対
応
手
段
等 

監
視
機
能
喪
失
時 

計
器
の
故
障
時 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
計
測 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測す

ることが困難となった場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる

場合は，当該計器を用いて計測を行う。 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定 

主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失

した場合は，代替パラメータにより主要パラメータを推定する。 

推定に当たり，使用する計器が複数ある場合は，代替パラメータと主要パラメー

タの関連性，検出器の種類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，

使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。 

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で行う。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度及び中性子束）により

推定。 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化，注水量又は出口圧力により推定。 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定。 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定。 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定。 

・注水量を注水先の圧力及び温度の傾向監視により推定。 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定。 

・酸素濃度あらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定。 

・水素濃度を装置の作動状況により推定。 

・エリア放射線モニタの傾向監視により，格納容器バイパス事象が発生したこ

とを推定。 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器の圧力によ

り推定。 

・使用済燃料プールの状態を同一物理量（水位及び温度），あらかじめ評価した

水位と放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，使用済燃料プー

ルの水位又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定。 

・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力（圧力抑制室圧力）の差

圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定。 

 

 

66-13-1  56/67

911



8－6－179 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

第
6
.
4
－

3
表

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ

る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
 

 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

の
１

つ
の

検
出

器
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
の

検
出

器
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
内

が
飽

和
状

　
態

に
あ

る
と

想
定

す
る

こ
と

で
，

原
子

炉
圧

力
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

原
子

炉
圧

力
容

器
内

　
の

温
度

を
推

定
す

る
。

　
ま

た
，

ス
ク

ラ
ム

後
，

原
子

炉
水

位
が

有
効

燃
料

棒
頂

部
に

到
達

す
る

ま
で

の
経

過
時

間
よ

り
原

子
炉

圧
力

容
器

　
内

の
温

度
を

推
定

す
る

。

③
残

留
熱

除
去

系
が

運
転

状
態

で
あ

れ
ば

，
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
に

よ
り

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

①
原

子
炉

圧
力

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
原

子
炉

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
内

が
飽

和
状

態
に

あ
る

　
と

想
定

す
る

こ
と

で
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

原
子

炉
圧

力
容

器
内

　
の

圧
力

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

圧
力

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
原

子
炉

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
内

が
飽

和
状

態
に

あ
る

　
と

想
定

す
る

こ
と

で
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

原
子

炉
圧

力
容

器
内

　
の

圧
力

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
圧

力
③

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

③
原

子
炉

水
位

（
燃

料
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

③
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

③
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

原
子

炉
圧

力
(
S
A
)

分
類 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の

温 度

原
子

炉
圧

力

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
原

子
炉

圧
力

②
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度
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8－6－180 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

　
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

（
S
A

　
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
に

よ
り

推
定

す
る

。

③
原

子
炉

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

残
留

熱
除

去
系

洗
　

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

　
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

代
替

　
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

　
流

量
，

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
及

び
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

う
ち

，
実

際
の

機
器

　
動

作
状

態
に

あ
る

注
水

流
量

と
崩

壊
熱

除
去

に
必

要
な

注
水

流
量

に
よ

り
推

定
す

る
。

④
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

に
よ

り
，

主
蒸

気
配

管
よ

り
上

ま
で

注
水

し
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

　
と

圧
力

抑
制

室
圧

力
の

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
水

位
　

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

　
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

　
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

代
替

循
環

　
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
　

量
，

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
及

び
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

う
ち

，
実

際
の

機
器

動
　

作
状

態
に

あ
る

注
水

流
量

と
崩

壊
熱

除
去

に
必

要
な

注
水

流
量

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

に
よ

り
，

主
蒸

気
配

管
よ

り
上

ま
で

注
水

し
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

　
と

圧
力

抑
制

室
圧

力
の

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
を

直
接

計
測

す
る

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

，
原

子
炉

水
位

（
燃

料
域

）
を

優
先

す
る

。

分
類 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の

水 位

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
原

子
炉

水
位

（
S
A
燃

料
域

）

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
①

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

　
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
②

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
③

原
子

炉
圧

力
③

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

③
圧

力
抑

制
室

圧
力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
　

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
③

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
③

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
③

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
④

原
子

炉
圧

力
④

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

④
圧

力
抑

制
室

圧
力

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

　
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

を
推

　
定

す
る

。

②
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

　
量

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

　
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

な
お

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

の
　

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
　

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

　
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

　
を

推
定

す
る

。
②

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
　

注
水

量
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
水

源
で

あ
る

圧
力

抑
制

室
水

位
の

変
化

　
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

　
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

　
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

　
を

推
定

す
る

。
②

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
　

注
水

量
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

　
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

　
を

推
定

す
る

。

②
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

　
注

水
量

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
水

源
で

あ
る

圧
力

抑
制

室
水

位
の

変
化

　
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

　
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

を
優

先
す

る
。

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量

分
類

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量

①
圧

力
抑

制
室

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

①
圧

力
抑

制
室

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

66-13-1  59/67

914



8－6－182 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

　
の

変
化

量
に

よ
り

注
水

量
を

推
定

す
る

。

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
水

位
の

変
化

量
に

よ
り

　
注

水
量

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

を
優

先
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
　

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

な
お

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

の
　

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
　

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

③
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
　

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
が

低
下

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

よ
り

注
水

　
機

能
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

，
　

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
，

ド
ラ

イ
ウ

　
ェ

ル
圧

力
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
が

低
下

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

よ
り

注
水

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
　

す
る

。

推
定

は
，

溶
融

炉
心

冷
却

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

注
水

先
で

あ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

を
優

先
す

る
。

①
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

，
ド

ラ
イ

　
ウ

ェ
ル

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

　
圧

力
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
が

低
下

傾
向

に
あ

る
こ

と
に

よ
り

注
水

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

　
る

。

推
定

は
，

注
水

先
で

あ
る

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
水

源
で

あ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
の

　
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

な
お

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水

量
を

推
定

　
す

る
。

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

，
ド

ラ
イ

　
ウ

ェ
ル

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

環
境

悪
化

の
影

響
が

小
さ

い
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

を
優

先
す

る
。

①
圧

力
抑

制
室

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
③

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

③
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
③

圧
力

抑
制

室
圧

力

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
②

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
②

圧
力

抑
制

室
圧

力

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
②

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
②

圧
力

抑
制

室
圧

力

原 子 炉 圧 力 容

器 へ の 注 水 量

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量

分
類

66-13-1  60/67
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同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
の

１
つ

の
検

出
器

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

の
検

出
器

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

　
ル

圧
力

に
よ

り
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
を

推
定

す
る

。

③
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
に

よ
り

上
記

②
と

同
様

に
ド

ラ
イ

　
ウ

ェ
ル

温
度

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

①
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
の

１
つ

の
検

出
器

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

の
検

出
器

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
に

よ
り

圧
力

　
抑

制
室

内
空

気
温

度
を

推
定

す
る

。

③
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
圧

力
抑

　
制

室
圧

力
に

よ
り

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

の
１

つ
の

検
出

器
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
の

検
出

器
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
に

よ
り

サ
プ

　
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
温

度
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

温
度

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

　
ル

温
度

に
よ

り
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
を

推
定

す
る

。

③
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（

常
用

計
器

）
に

よ
り

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

真
空

破
壊

装
置

及
び

ベ
ン

ト
管

を
介

し
て

均
圧

さ
れ

る
圧

力
抑

制
室

圧
力

を
優

先
す

る
。

①
圧

力
抑

制
室

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
圧

力
抑

制
室

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

圧
力

抑
制

室
内

　
空

気
温

度
に

よ
り

圧
力

抑
制

室
圧

力
を

推
定

す
る

。

③
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
圧

力
抑

制
室

圧
力

（
常

用
計

器
）

に
よ

り
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

真
空

破
壊

装
置

及
び

ベ
ン

ト
管

を
介

し
て

均
圧

さ
れ

る
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
を

優
先

す
る

。

①
圧

力
抑

制
室

水
位

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
圧

力
抑

制
室

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

残
留

熱
除

去
系

　
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

　
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

原
子

　
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

，
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ

　
レ

イ
流

量
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

流
量

に
よ

り
，

外
部

水
源

を
使

用
し

た
注

水
量

の
積

算
に

よ
り

圧
力

　
抑

制
室

水
位

を
推

定
す

る
。

③
圧

力
抑

制
室

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
水

源
で

あ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
の

変
化

量
に

よ
　

り
，

圧
力

抑
制

室
水

位
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

を
推

定
　

す
る

。
　

（
上

記
②

，
③

の
推

定
方

法
は

，
注

水
流

量
及

び
水

源
の

水
位

変
化

か
ら

算
出

し
た

水
量

が
全

て
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
　

ン
チ

ェ
ン

バ
へ

移
行

す
る

場
合

を
想

定
し

て
お

り
，

圧
力

抑
制

室
水

位
の

計
測

目
的

で
あ

る
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

　
チ

ェ
ン

バ
か

ら
の

原
子

炉
格

納
容

器
ベ

ン
ト

操
作

可
否

判
断

（
通

常
運

転
水

位
+
約

2
m
）

か
ら

考
え

る
と

保
守

的
　

な
評

価
と

な
る

こ
と

か
ら

問
題

な
い

。
）

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

分
類

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

①
圧

力
抑

制
室

圧
力

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度

③
［

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

］
*
2

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位

圧
力

抑
制

室
水

位

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度

圧
力

抑
制

室
圧

力

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
③

圧
力

抑
制

室
圧

力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

③
圧

力
抑

制
室

圧
力

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

圧 力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
　

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
②

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
②

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

②
原

子
炉

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ

流
量

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

流
量

③
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
②

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

③
［

圧
力

抑
制

室
圧

力
］

*
2

66-13-1  61/67
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

　
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
，

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

　
容

器
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
，

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
，

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
及

　
び

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
を

推
定

す
る

。

③
水

源
で

あ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
の

変
化

に
よ

り
，

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

　
貯

蔵
タ

ン
ク

の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

注
水

量
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

　
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

冷
　

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
，

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
，

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
及

び
原

子
　

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
に

よ
り

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

を
推

定
す

る
。

③
水

源
で

あ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
の

変
化

に
よ

り
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

を
推

定
す

る
。

な
お

，
復

水
貯

蔵
タ

　
ン

ク
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
注

水
量

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
D
/
W
)
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
D
/
W
)
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

格
納

容
器

内
雰

囲
気

水
素

濃
度

に
よ

り
推

　
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
S
/
C
)
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
S
/
C
)
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

に
は

，
格

納
容

器
内

雰
囲

気
水

素
濃

度
に

よ
り

 
 
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

雰
囲

気
水

素
濃

度
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
水

素
濃

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
(
D
/
W
)
及

び
格

納
　

容
器

内
水

素
濃

度
(
S
/
C
)
に

よ
り

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
D
/
W
)
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
　

定
す

る
。

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
D
/
W
)
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

に
は

，
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

　
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

の
指

示
値

を
用

い
て

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
線

量
率

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
S
/
C
)
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
　

定
す

る
。

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
S
/
C
)
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

に
は

，
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

　
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

の
指

示
値

を
用

い
て

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
線

量
率

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

　
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
②

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
②

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
③

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

(
S
/
C
)

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
(
D
/
W
)

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位

格
納

容
器

内
雰

囲
気

水
素

濃
度

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

(
D
/
W
)

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
(
S
/
C
)

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 素 濃 度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

格
納

容
器

内
雰

囲
気

水
素

濃
度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

格
納

容
器

内
雰

囲
気

水
素

濃
度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
(
D
/
W
)

②
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
S
/
C
)

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

　
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

②
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
②

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
②

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
③

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

*
2

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

*
2

分
類
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
起

動
領

域
モ

ニ
タ

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
起

動
領

域
モ

ニ
タ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
起

動
領

域
モ

ニ
タ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
制

御
棒

位
置

指
示

系
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

に
よ

　
り

全
制

御
棒

が
全

挿
入

状
態

に
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
場

合
は

，
未

臨
界

状
態

の
維

持
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
起

動
領

域
モ

ニ
タ

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
制

御
棒

位
置

指
示

系
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

　
に

よ
り

全
制

御
棒

が
全

挿
入

状
態

に
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
場

合
は

，
未

臨
界

状
態

の
維

持
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
制

御
棒

位
置

指
示

系
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
起

動
領

域
モ

ニ
タ

に
よ

　
り

推
定

す
る

。

②
制

御
棒

位
置

指
示

系
（

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

　
に

よ
り

推
定

す
る

。

推
定

は
，

低
出

力
領

域
を

監
視

す
る

起
動

領
域

モ
ニ

タ
を

優
先

す
る

。

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

の
１

つ
の

検
出

器
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
の

検
出

器
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度
に

よ
り

推
定

　
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
に

　
よ

り
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
を

推
定

す
る

。

①
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

時
に

お
い

て
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

の
変

化
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

時
に

お
い

て
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

注
水

先
の

原
子

炉
水

位
の

水
位

変
化

量
に

よ
り

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
を

推
定

す
る

。

③
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

時
に

お
い

て
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
に

よ
り

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

推
定

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

時
に

お
い

て
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

の
水

位
変

化
に

よ
り

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

　
量

を
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

時
に

お
い

て
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
　

は
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
に

よ
り

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

　
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

推
定

は
，

注
水

先
の

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
及

び
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
を

優
先

す
る

。

①
圧

力
抑

制
室

水
位

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

②
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

水
位

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
②

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
②

圧
力

抑
制

室
圧

力

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
圧

力
抑

制
室

内
空

気
温

度

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
（

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
）

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
（

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
）

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

代 替 循 環 冷 却 系

分
類

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

起
動

領
域

モ
ニ

タ

③
［

制
御

棒
位

置
指

示
系

］
*
2

①
起

動
領

域
モ

ニ
タ

②
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

起
動

領
域

モ
ニ

タ

平
均

出
力

領
域

モ
ニ

タ

［
制

御
棒

位
置

指
示

系
］

*
2

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

平
均

出
力

領
域

モ
ニ

タ

③
［

制
御

棒
位

置
指

示
系

］
*
2
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同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
位

（
広

帯
域

）
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

①
フ

ィ
ル

タ
装

置
水

位
（

広
帯

域
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

圧
力

（
広

帯
域

）
①

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

①
圧

力
抑

制
室

圧
力

①
フ

ィ
ル

タ
装

置
入

口
圧

力
（

広
帯

域
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
又

は
圧

力
抑

　
制

室
圧

力
の

傾
向

監
視

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
健

全
性

を
確

認
す

る
。

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

圧
力

（
広

帯
域

）
①

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

①
圧

力
抑

制
室

圧
力

①
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
圧

力
（

広
帯

域
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
又

は
圧

力
抑

　
制

室
圧

力
の

傾
向

監
視

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
健

全
性

を
確

認
す

る
。

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
温

度
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

①
フ

ィ
ル

タ
装

置
水

温
度

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
①

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

　
る

。

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

水
素

濃
度

①
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
D
/
W
)

①
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
S
/
C
)

①
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
水

素
濃

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
が

原
子

炉
格

　
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
配

管
内

を
通

過
す

る
こ

と
か

ら
，

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
(
D
/
W
)

　
又

は
格

納
容

器
内

水
素

濃
度

(
S
/
C
)
に

よ
り

推
定

す
る

。

耐 圧 強 化 ベ ン ト 系

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

放
射

線
モ

ニ
タ

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

①
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

系
放

射
線

モ
ニ

タ
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
　

る
。

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

①
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
及

び
サ

プ
　

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
に

よ
り

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
出

口
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

の
熱

交
換

　
量

評
価

か
ら

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
出

口
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
系

統
流

量
及

　
び

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
入

口
流

量
に

よ
り

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
　

す
る

。

推
定

は
，

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

を
優

先
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
水

源
で

あ
る

圧
力

抑
制

室
水

位
の

変
化

　
量

に
よ

り
注

水
量

を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

か
ら

　
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

の
注

水
特

性
を

用
い

て
，

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

　
推

定
す

る
。

推
定

は
，

水
源

で
あ

る
圧

力
抑

制
室

水
位

を
優

先
す

る
。

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温
度

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入

口
温

度
②

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
系

統
流

量
②

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
入

口
流

量

①
圧

力
抑

制
室

水
位

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量

分
類

原 子 炉 格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系 残 留 熱 除 去 系

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保
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関連個所を赤枠にて示す 

（
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）
 

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
　

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

　
（

S
A
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
に

よ
り

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
原

子
炉

水
位

（
S
A
燃

料
域

）

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
①

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

①
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
水

　
位

（
広

帯
域

）
，

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

に
よ

り
推

定
す

る
。

①
原

子
炉

圧
力

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
原

子
炉

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
内

が
飽

和
状

態
に

あ
る

　
と

想
定

す
る

こ
と

で
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

原
子

炉
圧

力
容

器
内

　
の

圧
力

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

圧
力

に
よ

り
推

定
す

る
。

③
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
内

が
飽

和
状

態
　

に
あ

る
と

想
定

す
る

こ
と

で
，

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
よ

り
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関

係
を

利
用

し
て

原
子

炉
圧

力
　

容
器

内
の

圧
力

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
の

１
つ

の
検

出
器

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

の
検

出
器

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

　
ル

圧
力

に
よ

り
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
の

検
出

器
を

優
先

す
る

。

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

圧
力

抑
制

室
圧

力
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

　
ル

温
度

に
よ

り
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
を

推
定

す
る

。

③
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（

常
用

計
器

）
に

よ
り

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

真
空

破
壊

装
置

及
び

ベ
ン

ト
管

を
介

し
て

均
圧

さ
れ

る
圧

力
抑

制
室

圧
力

を
優

先
す

る
。

①
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
　

（
S
A
）

の
低

下
に

よ
り

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推
定

す
る

。

②
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
（

有
効

　
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

）
に

よ
り

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

を
優

先
す

る
。

①
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
原

子
炉

圧
力

，
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

の
　

低
下

に
よ

り
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
有

効
監

視
パ

　
ラ

メ
ー

タ
）

に
よ

り
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

を
優

先
す

る
。

①
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
　

（
S
A
）

の
低

下
に

よ
り

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推
定

す
る

。

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
（

有
効

　
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

）
に

よ
り

格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推
定

す
る

。

推
定

は
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

を
優

先
す

る
。

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態

原
子

炉
圧

力

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力

①
原

子
炉

圧
力

①
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

*
2

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

①
原

子
炉

圧
力

①
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

*
2

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

①
原

子
炉

圧
力

①
原

子
炉

圧
力

（
S
A
）

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］

*
2

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

③
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

③
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
圧

力
③

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

③
原

子
炉

水
位

（
燃

料
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
③

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

の
検

出
器

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度

分
類

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
②

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
原

子
炉

水
位

（
燃

料
域

）

①
圧

力
抑

制
室

圧
力

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度

③
［

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

］
*
2

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

状 態

66-13-1  65/67
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同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

残
留

熱
除

　
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
ヘ

ッ
ド

ス
プ

レ
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

　
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

，
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

　
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

及
び

原
子

炉
格

納
容

器
下

　
部

注
水

流
量

の
う

ち
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
し

て
実

際
の

機
器

動
作

状
態

に
あ

る
流

量
に

よ
り

推
定

す
　

る
。

な
お

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

の
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

水
位

を
推

定
す

る
。

②
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

を
水

源
と

す
る

高
圧

代
替

注
水

　
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
，

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
，

　
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
及

び
復

水
移

送
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

が
正

常
に

動
作

し
て

い
る

こ
と

を
把

　
握

す
る

こ
と

に
よ

り
，

水
源

で
あ

る
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

水
位

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。

③
注

水
先

の
原

子
炉

水
位

の
水

位
変

化
に

よ
り

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
を

推
定

す
る

。
な

お
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

　
補

給
状

況
も

考
慮

し
た

上
で

水
位

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
を

水
源

と
す

る
ポ

ン
プ

の
注

水
量

を
優

先
す

る
。

①
圧

力
抑

制
室

水
位

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。

②
圧

力
抑

制
室

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
プ

ー
ル

水
を

水
源

と
す

　
る

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
，

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
及

び
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
の

出
口

流
量

か
ら

，
こ

　
れ

ら
の

ポ
ン

プ
が

正
常

に
動

作
し

て
い

る
こ

と
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
水

源
で

あ
る

圧
力

抑
制

室
水

位
が

確
保

　
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。

③
圧

力
抑

制
室

水
位

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
プ

ー
ル

水
を

水
源

と
す

　
る

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
，

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
及

び
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
の

出
口

圧
力

か
ら

，
こ

　
れ

ら
の

ポ
ン

プ
が

正
常

に
動

作
し

て
い

る
こ

と
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
水

源
で

あ
る

圧
力

抑
制

室
水

位
が

確
保

　
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
原

子
炉

建
屋

内
水

素
濃

度
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
原

子
炉

建
屋

内
水

素
濃

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

動
作

監
視

装
置

　
（

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

入
口

及
び

出
口

の
差

温
度

か
ら

水
素

濃
度

を
推

定
）

に
よ

り
推

定
す

る
。

推
定

は
，

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
優

先
す

る
。

①
格

納
容

器
内

雰
囲

気
酸

素
濃

度
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合
は

，
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
り

推
定

す
る

。

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
酸

素
濃

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

(
D
/

　
W
)
又

は
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
S
/
C
)
に

て
炉

心
損

傷
を

判
断

し
た

後
，

初
期

酸
素

濃
度

と
保

守
的

　
な

G
値

を
入

力
と

し
た

評
価

結
果

（
解

析
結

果
）

に
よ

り
格

納
容

器
内

雰
囲

気
酸

素
濃

度
を

推
定

す
る

。

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
酸

素
濃

度
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

及
び

圧
力

抑
制

室
圧

　
力

に
よ

り
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
で

，
事

故
後

の
原

子
炉

格
納

容
器

　
内

へ
の

空
気

(
酸

素
)
の

流
入

有
無

を
把

握
し

，
水

素
燃

焼
の

可
能

性
を

推
定

す
る

。
　 推

定
は

，
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

優
先

す
る

。

水 源 の 確 保

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位

原
子

炉
建

屋
内

水
素

濃
度

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

動
作

監
視

装
置

原 子 炉 建 屋 内 の

水 素 濃 度分
類

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

(
D
/
W
)

②
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
(
S
/
C
)

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
②

圧
力

抑
制

室
圧

力
格

納
容

器
内

雰
囲

気
酸

素
濃

度

圧
力

抑
制

室
水

位

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
②

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
②

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

③
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

③
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

③
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力

①
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
①

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

　
イ

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
)

①
残

留
熱

除
去

系
洗

浄
ラ

イ
ン

流
量

（
残

留
熱

除
去

系
B
系

格
納

容
器

　
冷

却
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
①

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

①
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
①

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

流
量

②
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
②

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

②
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
②

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

②
復

水
移

送
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

③
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

③
原

子
炉

水
位

（
S
A
広

帯
域

）
③

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）

66-13-1  66/67

921



8－6－189 

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

同等な性能を有することの説明 
関連個所を赤枠にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

*
1

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
推

定
方

法

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

使
用

済
燃

料
プ

　
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
に

よ
り

水
位

・
温

度
を

推
定

す
る

。

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
の

監
視

が
不

可
能

な
場

合
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

　
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
量

）
に

よ
り

放
射

線
量

／
水

位
の

関
係

を
利

用
し

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

　
水

位
を

推
定

す
る

と
と

も
に

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
に

て
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

状
態

を
監

視
す

る
。

推
定

は
，

計
測

対
象

が
同

一
で

あ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ

ル
ス

式
）

を
優

先
す

る
。

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
の

監
視

が
不

可
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

使
用

済
燃

料
プ

　
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
に

よ
り

水
位

・
温

度
を

推
定

す
る

。

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
の

監
視

が
不

可
能

な
場

合
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

　
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
量

）
に

よ
り

放
射

線
量

／
水

位
の

関
係

を
利

用
し

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

　
水

位
を

推
定

す
る

と
と

も
に

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
に

て
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

状
態

を
監

視
す

る
。

推
定

は
，

計
測

対
象

が
同

一
で

あ
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ

ー
モ

式
）

を
優

先
す

る
。

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
空

間
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
線

量
，

低
線

量
）

の
監

視
が

不
可

能
な

場
合

は
，

使
用

済
燃

　
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
及

び
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
　

に
て

水
位

を
計

測
し

た
後

，
水

位
と

放
射

線
量

率
の

関
係

に
よ

り
放

射
線

量
率

を
推

定
す

る
。

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

り
，

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
状

態
を

監
視

す
る

。
　 推

定
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
を

直
接

監
視

す
る

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ

ー
モ

式
）

及
び

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ

ル
ス

式
）

を
優

先
す

る
。

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
①

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ

ル
ス

式
）

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
空

間
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
線

量
，

低
線

　
量

）

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

の
監

視
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

　
ー

ト
サ

ー
モ

式
）

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
及

び
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
　

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
量

）
に

よ
り

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
状

態
を

推
定

す
る

。

*
1
：

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
の

番
号

は
優

先
順

位
を

示
す

。
*
2
：

［
　

］
は

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
又

は
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又

は
耐

環
境

性
等

は
な

い
が

，
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
②

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
　

量
）

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
②

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
　

量
）

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ヒ
ー

ト
サ

ー
モ

式
）

使 用 済 燃 料 プ ー ル の 監 視
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
上

部
空

間
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
線

量
，

低
線

量
）

①
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

位
／

温
度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
①

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ

ル
ス

式
）

②
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
監

視
カ

メ
ラ

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度
（

ガ
イ

ド
パ

ル
ス

式
）

分
類

66-13-1  67/67
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保安規定第６６条 

表６６－１３「計装設備」 

６６－１３－２「補助パラメータ」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 代替措置に関する設備 

  （１）審査会合資料抜粋（代替措置に関する説明） 

66-13-2  1/5

923



保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

６
６
－
１
３
－
２
 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

１
．
電
源
関
係
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

動
作
可
能
 

で
あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑤
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

６
－
２
Ｆ
－
１
 
母
線
電
圧
 

１
 

６
－
２
Ｆ
－
２
 
母
線
電
圧
 

１
 

６
－
２
Ｃ
 
母
線
電
圧
 

１
 

６
－
２
Ｄ
 
母
線
電
圧
 

１
 

６
－
２
Ｈ
 
母
線
電
圧
 

１
 

４
－
２
Ｃ
 
母
線
電
圧
 

１
 

４
－
２
Ｄ
 
母
線
電
圧
 

１
 

１
２
５
Ｖ
 
直
流
主
母
線
２
Ａ
 
電
圧
 

１
 

１
２
５
Ｖ
 
直
流
主
母
線
２
Ｂ
 
電
圧
 

１
 

１
２
５
Ｖ
 
直
流
主
母
線
２
Ａ
－
１
 
電
圧
 

１
 

１
２
５
Ｖ
 
直
流
主
母
線
２
Ｂ
－
１
 
電
圧
 

１
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
１
２
５
Ｖ
 
直
流
主
母
線
電
圧
 

１
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

２
５
０
Ｖ
 
直
流
主
母
線
電
圧
 

１
 

※
１
：
計
測
対
象
の
系
統
本
体
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
資
料
１
．（

３
））

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
活
用
す
る
手

順
等
の
着
手
の
判
断
基
準
と
し
て
い
る
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）

 

「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器
（
非

常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要

な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定
す
る
た

め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
電
源
関
係
の
パ
ラ
メ
ー
タ
は
「
６
６
－
１
２
（
電
源
設
備
）
」
と
同
様
に
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合

に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
補
助
的
に
監

視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷

温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
た
だ
し
，
２
５
０
Ⅴ
直
流
主
母
線
電
圧
に
つ
い
て
は
，「

運
転
，
起
動

及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
の
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
「
６
６
－
３
－
３
（
主
蒸
気
逃
が

し
安
全
弁
の
機
能
回
復
）」

と
同
様
に
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」

と
す
る
。

 

 
 
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

⑤
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
た
め
に
必
要
な
各
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
可
能
で
あ
る
べ
き
チ
ャ
ン
ネ
ル

数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

２
．
そ
の
他
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

動
作
可
能
 

で
あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑤
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
 
Ａ
Ｄ
Ｓ
入
口
圧
力
 

１
※
２
 

代
替
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
窒
素
ガ
ス
供
給
止
め
弁
入

口
圧
力
 

１
※
３
 

※
２
：
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
１
系
列
あ
た
り
。
 

※
３
：
代
替
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
１
系
列
あ
た
り
。
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑥
 

頻
 
度
 

担
当
 

１
．
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計

器
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

電
気
課
長
 

２
．
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

３
．
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
計
器
が
健
全
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

⑥
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
） ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
又
は
性
能
確
認
を
行
う
。 

ｂ
．
動
作
確
認
（
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。）

 

項
目
３
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
計
器
が
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑧
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ

を
計
測
す
る
計
器

が
動
作
不
能
の
場

合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な

措
置
を
講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
０
日
間
 

B.
条
件

A
の

A1
ま
た

は
A2

で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

３
日
間
 

C.
条
件

A
の

A3
ま
た

は
条
件

B
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ

を
計
測
す
る
計
器

が
動
作
不
能
の
場

合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な

措
置
を
講
じ
る
。

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
計
器
等
に
よ
る
監
視
を
い
う
。

 

⑦
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 
 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

 

⑧
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。（

添
付
－
１
）
 

代
替
措
置
は
，
可
能
な
限
り
そ
の
目
的
お
よ
び
検
知
性
が
同
一
な
も
の
か
ら
選
定
し
，
同
一
な
も
の

が
無
い
場
合
は
添
付
－
１
の
優
先
順
位
に
よ
り
，
間
接
的
に
検
知
可
能
な
計
器
を
選
定
す
る
。
 

A2
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措

置
を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
。
 

A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.補

助
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
代
替
措
置
に
よ
る
監
視
機
能
を
全
て
失
っ
た
こ
と
か
ら
，
Ａ
Ｏ
Ｔ
は
「
３
日

間
」
と
す
る
。
 

C1
.，

C2
.
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。 

A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。（

添
付
－
１
）
 

A3
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措

置
を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
。
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保安規定第６６条 

表６６－１３「計装設備」 

６６－１３－３「可搬型計測器」 

運転上の制限等のについて 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（監視パラメータ） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 ６
６
－
１
３
－
３
 
可
搬
型
計
測
器
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

可
搬
型
計
測
器
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

可
搬
型
計
測
器
 

２
５
個
 

                       

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
対
象
と
す
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
計
測
器
の
所
要
数
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）

 

 
 
 
「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機

器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る

こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー

タ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。 

 

④
 
可
搬
型
計
測
器
は
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
原

子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
，
原
子
炉
圧

力
容
器
へ
の
注
水
量
，
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
，
原
子
炉
格
納

容
器
内
の
圧
力
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
，
水
源
の
確
保
，
原
子

炉
建
屋
内
の
水
素
濃
度
，
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
監
視
）
の
計
測
又
は
推
定
を
行
う
の
に
必
要

な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ

れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適

用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 

⑥
 
可
搬
型
計
測
器
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
，
圧
力
，
水
位
及
び
流
量

（
注
水
量
）
等
の
計
測
用
と
し
て
，
所
要
数
を
２
５
個
と
す
る
。（

測
定
時
の
故
障
を
想
定
し
た
予
備

は
所
要
数
に
含
ま
な
い
。）

な
お
，
上
記
の
設
備
は
原
子
炉
建
屋
内
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
で
あ
り
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

２
．
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

    （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

計
測
器
が
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
２
。
 

３
０
日
間
 

  

３
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

計
測
器
が
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
２
：
３
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱
は

継
続
す
る
が
，
３
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

B
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻

度
の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
模
擬
入
力
に
よ
る
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 

項
目
２
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
外
観
点
検
，
通
電
等
の
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

可
搬
型
計
測
器
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
所
要
数
未
満
に
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））
 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

A1
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等

対
処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 A2
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
.
，
B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
 

 A2
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－56 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「10.2 代替電源設備」にて記

載する。 

6.4.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置は，チャンネル相互を物理的，電気的

に分離し，チャンネル間の独立を図る設計とする。また，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間においてもパラメータ相互を

ヒューズにより電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム(ＳＰＤＳ)は，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び

重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

6.4.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，設
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－57 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

計基準対象施設の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の計測範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において

発電用原子炉施設の状態を推定できるため，設計基準対象施設と同仕様の設

計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｄ/Ｗ） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（Ｓ/Ｃ） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－58 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

・使用済燃料プール水位/温度（ガイドパルス式） 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，計

器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設

の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄

流量） 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系Ｂ系格納容器冷却ライン洗

浄流量） 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・原子炉格納容器下部水位 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－59 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（Ｄ/Ｗ） 

・格納容器内水素濃度（Ｓ/Ｃ） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置出口水素濃度 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・復水貯蔵タンク水位 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

・使用済燃料プール監視カメラ 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用する

手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を有す

る設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時に

発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送すること
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－60 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 

ができる設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位及び流量（注水量）の計測用として 26 個（測定時の故障を想定した予備

１個含む。）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 26 個を含めて合計 52 個を分散して保管する。 

 

6.4.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメータ

を計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（Ｄ/Ｗ） 

・格納容器内水素濃度（Ｓ/Ｃ） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

なお，起動領域モニタ及び平均出力領域モニタについては，想定される重

大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設 
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8－6－169 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

第
6
.
4
－

2
表

 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）

 

 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
5

0
～

5
0
0
℃

最
大

値
：

約
2
9
7
℃

*
3

　
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
損

傷
炉

心
の

冷
却

状
態

を
把

握
し

，
適

切
に

対
応

す
る

た
め

の
判

断
基

準
（

3
0
0
℃

）
に

対
し

て
5
0
0
℃

ま
で

を
監

視
可

能
。

1

原
子

炉
圧

力
*
1

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
1

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

*
1

原
子

炉
圧

力
*
2

2
0
～

1
0
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

約
8
.
1
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]
　

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧

力
容

器
最

高
圧

力
（

9
.
2
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
包

絡
す

る
範

囲
と

し
て

設
定

。

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

*
2

2
0
～

1
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

約
8
.
1
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]
　

原
子

炉
圧

力
容

器
最

高
使

用
圧

力
（

8
.
6
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

の
1
.
2
倍

（
1
0
.
3
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
1

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
*
1

分
類 ① 原 子 炉 圧 力 容 器 内

の 温 度

「
②

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内

の 圧 力

1

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
①

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑫

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

の
確

保
（

残
留

熱
除

去
系

）
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－170 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
2

2
-
3
,
8
0
0
m
m
～

1
,
5
0
0
m
m
*
4

有
効

燃
料

棒
底

部
程

度
～

レ
ベ

ル
8

(
-
7
,
8
3
2
m
m
～

1
,
4
7
0
m
m
)
*
4

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
2

2
-
3
,
8
0
0
m
m
～

1
,
3
0
0
m
m
*
5

有
効

燃
料

棒
底

部
程

度
～

レ
ベ

ル
8

(
-
3
,
7
0
2
m
m
～

5
,
6
0
0
m
m
)
*
5

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
2

1
-
3
,
8
0
0
m
m
～

1
,
5
0
0
m
m
*
4

有
効

燃
料

棒
底

部
程

度
～

レ
ベ

ル
8

(
-
7
,
8
3
2
m
m
～

1
,
4
7
0
m
m
)
*
4

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
2

1
-
3
,
8
0
0
m
m
～

1
,
3
0
0
m
m
*
5

有
効

燃
料

棒
底

部
程

度
～

レ
ベ

ル
8

(
-
3
,
7
0
2
m
m
～

5
,
6
0
0
m
m
)
*
5

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

*
1

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
*
1

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
*
1

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

原
子

炉
圧

力
*
1

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

分
類

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

　
炉

心
の

冷
却

状
態

を
確

認
す

る
上

で
原

子
炉

水
位

制
御

範
囲

（
レ

ベ
ル

3
～

レ
ベ

ル
8
）

及
び

有
効

燃
料

棒
底

部
ま

で
監

視
可

能
。

1

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
②

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－171 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

1
0
～

1
2
0
m
3
/
h

－
*
6

　
高

圧
代

替
注

水
系

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

9
0
.
8
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

1
0
～

1
5
0
m
3
/
h

0
～

9
0
.
8
m
3
/
h

　
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

9
0
.
8
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

1
0
～

1
,
5
0
0
m
3
/
h

（
高

圧
側

）
0
～

3
1
8
m
3
/
h

（
低

圧
側

）
0
～

1
,
0
5
0
m
3
/
h

　
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

1
,
0
5
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
1

0
～

2
2
0
m
3
/
h

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

又
は

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

を
用

い
た

原
子

炉
注

水
時

に
お

け
る

最
大

注
水

量

（
1
9
9
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

1
0
～

2
2
0
m
3
/
h

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

又
は

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

若
し

く
は

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

注
水

時
に

お
け

る
最

大
注

水
量

（
1
9
9
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

1
0
～

1
0
0
m
3
/
h

－
*
6

　
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

注
水

時
に

お
け

る
最

大
注

水
量

（
8
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
1

0
～

2
0
0
m
3
/
h

－
*
6

　
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

を
用

い
た

原
子

炉
注

水
時

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

1
5
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
3

0
～

1
,
5
0
0
m
3
/
h

0
～

1
,
1
3
6
m
3
/
h

　
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1
,
1
3
6
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

1
0
～

1
,
5
0
0
m
3
/
h

0
～

1
,
0
5
0
m
3
/
h

　
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

1
,
0
5
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
*
1

圧
力

抑
制

室
水

位
*
1

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
1

「
⑭

水
源

の
確

保
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

分
類

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

1 1

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－172 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
1

0
～

2
2
0
m
3
/
h

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

を
用

い
た

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
時

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

8
8
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

1
0
～

2
2
0
m
3
/
h

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

を
用

い
た

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
時

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

8
8
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
2

0
～

1
0
0
m
3
/
h

－
*
6

　
大

容
量

送
水

ポ
ン

プ
（

タ
イ

プ
Ⅰ

）
を

用
い

た
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

時
に

よ
る

最
大

注
水

量
（

8
8
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
1

0
～

2
0
0
m
3
/
h

－
*
6

　
代

替
循

環
冷

却
ポ

ン
プ

を
用

い
た

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
時

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

1
5
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
1

0
～

1
1
0
m
3
/
h

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

又
は

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

若
し

く
は

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
を

用
い

た
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水

時
に

お
け

る
最

大
注

水
量

（
8
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

1

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
*
1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

1
1

0
～

3
0
0
℃

1
4
6
℃

以
下

1

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

*
2

4
0
～

3
0
0
℃

9
7
℃

以
下

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
*
2

1
6

0
～

2
0
0
℃

9
7
℃

以
下

　
原

子
炉

格
納

容
器

の
限

界
圧

力
（

2
P
d
：

8
5
4
k
P
a
[
g
a
g
e
]
）

に
お

け
る

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
の

プ
ー

ル
水

の
飽

和
温

度
（

約
1
7
8
℃

）
を

監
視

可
能

。

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
温

度
1
2

0
～

7
0
0
℃

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

に
溶

融
炉

心
が

落
下

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
圧

力
容

器
の

破
損

検
知

が
可

能
。

1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
2

1
0
～

1
M
P
a
[
a
b
s
]

3
3
0
k
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
2

1
0
～

1
M
P
a
[
a
b
s
]

2
1
0
k
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

*
1

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

*
1

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

温 度

　
原

子
炉

格
納

容
器

の
限

界
温

度
（

2
0
0
℃

）
を

監
視

可
能

。

1

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器

内 の 圧 力

　
原

子
炉

格
納

容
器

の
限

界
圧

力
（

2
P
d
：

8
5
4
k
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

1

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

分
類 ⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の

注 水 量

1

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑭

水
源

の
確

保
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－173 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

圧
力

抑
制

室
水

位
2

0
～

5
m

(
O
.
P
.
-
3
9
0
0
m
m
～

1
1
0
0
m
m
)

0
.
0
5
m

(
O
.
P
.
-
3
8
5
0
m
m
)

　
外

部
水

源
注

水
量

限
界

（
通

常
運

転
水

位
+
約

2
m
（

O
.
P
.
-
1
9
1
4
m
m
）

）
を

把
握

で
き

る
範

囲
を

監
視

可
能

。
1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
1
2

0
.
5
m
,
1
.
0
m
,
1
.
5
m
,

2
.
0
m
,
2
.
5
m
,
2
.
8
m
*
7

（
0
.
P
.
-
2
0
0
0
m
m
,

-
1
5
0
0
m
m
,
-
1
0
0
0
m
m
,

-
5
0
0
m
m
,
0
m
m
,
3
0
0
m
m
）

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
蓄

水
状

況
を

監
視

可
能

。
－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

6
0
.
0
2
m
,
0
.
2
3
m
,
0
.
3
4
m
*
8

(
O
.
P
.
1
1
7
0
m
m
,
1
3
8
0
m
m
,

1
4
9
0
m
m
)

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

に
落

下
し

た
溶

融
炉

心
の

冷
却

に
必

要
な

水
深

が
あ

る
こ

と
を

監
視

可
能

。
－

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

*
1

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
*
1

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
*
1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
*
1

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
*
1

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

D
/
W
）

*
2

2
0
～

1
0
0
v
o
l
%

0
～

1
.
9
v
o
l
%

－

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

S
/
C
）

*
2

2
0
～

1
0
0
v
o
l
%

0
～

1
.
0
v
o
l
%

－

2
0
～

3
0
v
o
l
%

－

2
0
～

1
0
0
v
o
l
%

－

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
D
/
W
）

2
1
0
-
2
S
v
/
h
～

1
0
5
S
v
/
h

1
0
S
v
/
h
未

満
*
9

　
炉

心
損

傷
の

判
断

値
（

原
子

炉
停

止
直

後
に

炉
心

損
傷

し
た

場
合

は
約

1
0
S
v
/
h
）

を
把

握
す

る
上

で
監

視
可

能
（

上
記

の
判

断
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
。

－

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
S
/
C
）

2
1
0
-
2
S
v
/
h
～

1
0
5
S
v
/
h

1
0
S
v
/
h
未

満
*
9

　
炉

心
損

傷
の

判
断

値
（

原
子

炉
停

止
直

後
に

炉
心

損
傷

し
た

場
合

は
約

1
0
S
v
/
h
）

を
把

握
す

る
上

で
監

視
可

能
（

上
記

の
判

断
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
。

－

分
類 ⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内

の 放 射 線 量 率

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器

内 の 水 素 濃 度

　
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

燃
焼

の
可

能
性

（
水

素
濃

度
：

4
v
o
l
%
）

を
把

握
す

る
上

で
監

視
可

能
。

　
炉

心
の

著
し

い
損

傷
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

0
～

1
0
0
v
o
l
%
）

を
監

視
可

能
。

格
納

容
器

内
雰

囲
気

水
素

濃
度

*
2

0
～

1
.
9
v
o
l
%

⑧ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。
「

⑤
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

量
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑤

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
⑭

水
源

の
確

保
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－174 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

起
動

領
域

モ
ニ

タ
*
2

8

中
性

子
源

領
域

1
0
-
1
c
p
s
～

1
0
6
c
p
s

(
1
×

1
0
3
c
m
-
2
・

s
-
1
～

1
×

1
0
9
c
m
-
2
・

s
-
1
)

中
間

領
域

0
～

4
0
%
又

は
0
～

1
2
5
%

(
1
×

1
0
8
c
m
-
2
・

s
-
1
～

2
×

1
0
1
3
c
m
-
2
・

s
-
1
)

定
格

出
力

の
約

8
倍

　
原

子
炉

の
停

止
時

か
ら

起
動

時
及

び
起

動
時

か
ら

出
力

運
転

時
の

中
性

子
束

を
監

視
可

能
。

　
な

お
，

起
動

領
域

モ
ニ

タ
が

測
定

で
き

る
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

，
平

均
出

力
領

域
モ

ニ
タ

に
よ

っ
て

監
視

可
能

。
－

平
均

出
力

領
域

モ
ニ

タ
*
2

6
*
1
0

0
～

1
2
5
%

(
1
.
2
×

1
0
1
2
c
m
-
2
・

s
-
1
～

2
.
8
×

1
0
1
4
c
m
-
2
・

s
-
1
)

定
格

出
力

の
約

8
倍

　
原

子
炉

の
起

動
時

か
ら

定
格

出
力

運
転

時
の

中
性

子
束

を
監

視
可

能
。

　
な

お
，

設
計

基
準

事
故

及
び

重
大

事
故

等
時

，
一

時
的

に
計

測
範

囲
を

超
え

る
が

，
負

の
反

応
度

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
効

果
に

よ
り

短
期

間
で

あ
り

，
か

つ
出

力
上

昇
及

び
下

降
は

急
峻

で
あ

る
。

1
2
5
%
を

超
え

た
領

域
で

そ
の

指
示

値
に

基
づ

き
操

作
を

伴
う

も
の

で
な

い
こ

と
か

ら
，

現
状

の
計

測
範

囲
で

も
運

転
監

視
上

影
響

は
な

い
。

　
ま

た
，

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

も
代

替
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

機
能

等
に

よ
り

中
性

子
束

は
低

下
す

る
た

め
，

現
状

の
計

測
範

囲
で

も
対

応
が

可
能

。

－

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
*
2

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量

圧
力

抑
制

室
水

位
*
1

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
1

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

*
1

圧
力

抑
制

室
内

空
気

温
度

*
1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
水

位
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水
位

*
1

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

代 替 循 環 冷 却 系

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。
「

⑤
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

量
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
①

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑫

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

の
確

保
（

残
留

熱
除

去
系

）
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視分
類
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添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
位

（
広

帯
域

）
3

0
～

3
,
6
5
0
m
m

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

底
部

を
計

測
範

囲
の

零
と

し
，

フ
ィ

ル
タ

装
置

機
能

維
持

の
た

め
の

上
限

水
位

及
び

下
限

水
位

を
監

視
可

能
。

1

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口

圧
力

（
広

帯
域

）
1

-
0
.
1
M
P
a
～

1
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
最

高
使

用
圧

力
（

8
5
4
k
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

1

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

圧
力

（
広

帯
域

）
1

-
0
.
1
M
P
a
～

1
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
最

高
使

用
圧

力
（

8
5
4
k
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

1

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
温

度
3

0
～

2
0
0
℃

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
最

高
使

用
温

度
（

2
0
0
℃

）
を

監
視

可
能

。
1

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ

2
1
0
-
2
m
S
v
/
h
～

1
0
5
m
S
v
/
h

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

想
定

さ
れ

る
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
の

最
大

放
射

線
量

率
（

1
.
9
×

1
0
3
m
S
v
/
h
）

を
監

視
可

能
。

－

1
0
～

3
0
v
o
l
%

－

1
0
～

1
0
0
v
o
l
%

－

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

D
/
W
）

*
1

格
納

容
器

内
水

素
濃

度
（

S
/
C
）

*
1

耐 圧 強 化 ベ ン ト 系

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

放
射

線
モ

ニ
タ

2
1
0
-
2
m
S
v
/
h
～

1
0
5
m
S
v
/
h

－
*
6

　
重

大
事

故
等

時
の

排
気

ラ
イ

ン
の

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

放
射

線
モ

ニ
タ

設
置

位
置

に
お

け
る

最
大

放
射

線
量

率
（

約
2
.
0

×
1
0
-
2
m
S
v
/
h
）

を
監

視
可

能
。

－

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

*
2

2
0
～

3
0
0
℃

最
大

値
：

1
8
6
℃

　
残

留
熱

除
去

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，

残
留

熱
除

去
系

系
統

水
の

最
高

使
用

温
度

（
1
8
6
℃

）
を

監
視

可
能

。
1

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温
度

2
0
～

3
0
0
℃

最
大

値
：

1
8
6
℃

　
残

留
熱

除
去

系
の

運
転

時
に

お
け

る
，

残
留

熱
除

去
系

系
統

水
の

最
高

使
用

温
度

（
1
8
6
℃

）
を

監
視

可
能

。
1

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
系

統
流

量
*
1

2
0
～

4
,
0
0
0
m
3
/
h

0
～

2
,
8
0
0
m
3
/
h

　
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

の
ポ

ン
プ

2
台

あ
た

り
の

定
格

流
量

（
2
,
8
0
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
入

口
流

量
*
1

2
0
～

1
,
5
0
0
m
3
/
h

0
～

9
5
0
m
3
/
h

　
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
冷

却
水

入
口

流
量

の
最

大
流

量
（

9
5
0
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
水

系
を

用
い

た
残

留
熱

除
去

系
（

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
冷

却
モ

ー
ド

）
の

運
転

を
行

う
場

合
に

必
要

な
流

量
（

3
8
2
m
3
/
h
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
*
1

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温

度
*
1

圧
力

抑
制

室
水

位
*
1

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
*
1

残 留 熱 除 去 系

1

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

（
た

だ
し

，
個

数
は

2
と

す
る

）
。

「
①

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑭

水
源

の
確

保
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

分
類

原 子 炉 格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

水
素

濃
度

－
*
6

　
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

ベ
ン

ト
後

に
窒

素
に

よ
る

掃
気

を
実

施
し

，
原

子
炉

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
配

管
内

に
滞

留
す

る
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界

濃
度

（
4
v
o
l
%
）

未
満

で
あ

る
こ

と
を

監
視

可
能

。

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑨

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

素
濃

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－176 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
2

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
2

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
2

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
2

原
子

炉
圧

力
*
2

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

*
2

原
子

炉
圧

力
容

器
温

度
*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

*
2

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
2

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

原
子

炉
圧

力
*
1

原
子

炉
圧

力
（

S
A
）

*
1

分
類

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
②

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

原 子 炉 格 納 容

器 内 の 状 態
「

⑦
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

圧
力

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

原 子 炉 建 屋 内 の 状 態
「

②
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

圧
力

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
⑭

水
源

の
確

保
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
①

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑥

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
温

度
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－177 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

 
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
水

位
1

0
～

3
,
2
0
0
m
3

0
～

3
,
1
7
3
m
3

　
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

の
底

部
か

ら
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

レ
ベ

ル
(
0
～

3
,
1
7
3
m
3
）

を
監

視
可

能
。

1

圧
力

抑
制

室
水

位

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

ヘ
ッ

ド
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

洗
浄

流
量

）
*
1

残
留

熱
除

去
系

洗
浄

ラ
イ

ン
流

量
（

残
留

熱
除

去
系

B
系

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
洗

浄
流

量
）

*
1

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
*
1

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
流

量
*
1

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
流

量
*
1

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

流
量

*
1

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

*
1

1
0
～

1
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
高

圧
代

替
注

水
系

の
運

転
時

に
お

け
る

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

1
4
.
0
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

*
1

1
0
～

1
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

1
1
.
8
M
P
a
[
g
a
g
e
]

　
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

の
運

転
時

に
お

け
る

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

1
1
.
8
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

*
1

1
0
～

1
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

1
0
.
8
M
P
a
[
g
a
g
e
]

　
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

の
運

転
時

に
お

け
る

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

1
0
.
8
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

直
流

駆
動

低
圧

注
水

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

*
1

1
0
～

2
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
の

運
転

時
に

お
け

る
直

流
駆

動
低

圧
注

水
系

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
1
.
7
0
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
*
1

1
0
～

4
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
代

替
循

環
冷

却
系

の
運

転
時

に
お

け
る

代
替

循
環

冷
却

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
3
.
7
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
*
1

3
0
～

4
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

3
.
7
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]

　
残

留
熱

除
去

系
の

運
転

時
に

お
け

る
残

留
熱

除
去

系
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

3
.
7
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

*
1

1
0
～

5
M
P
a
[
g
a
g
e
]

最
大

値
：

4
.
4
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]

　
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

の
運

転
時

に
お

け
る

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
ポ

ン
プ

の
最

高
使

用
圧

力
（

4
.
4
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

復
水

移
送

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
*
1

1
0
～

1
.
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]

－
*
6

　
復

水
移

送
ポ

ン
プ

の
運

転
時

に
お

け
る

復
水

移
送

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
1
.
3
7
M
P
a
[
g
a
g
e
]
）

を
監

視
可

能
。

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）

*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
広

帯
域

）
*
1

原
子

炉
水

位
（

S
A
燃

料
域

）
*
1

1 1

「
⑧

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
⑤

原
子

炉
格

納
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

⑭ 水 源 の 確 保分
類

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。
「

⑤
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

注
水

量
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

「
④

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
量

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
③

原
子

炉
圧

力
容

器
内

の
水

位
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。
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8－6－178 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

監視パラメータ 
関連個所を下線にて示す 

（
つ

づ
き

）
 

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

個
数

計
測

範
囲

設
計

基
準

把
握

能
力

（
計

測
範

囲
の

考
え

方
）

可
搬

型
計

測
器

個
数

原
子

炉
建

屋
内

水
素

濃
度

7
0
～

1
0
v
o
l
%

－
*
6

　
原

子
炉

建
屋

内
の

水
素

燃
焼

の
可

能
性

（
水

素
濃

度
：

4
v
o
l
%
）

を
把

握
す

る
上

で
監

視
可

能
（

な
お

，
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
に

て
，

原
子

炉
建

屋
内

の
水

素
濃

度
を

可
燃

限
界

で
あ

る
4
v
o
l
%
未

満
に

低
減

す
る

）
。

－

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

動
作

監
視

装
置

*
1

8
*
1
1

0
～

5
0
0
℃

－
*
6

　
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
作

動
時

に
想

定
さ

れ
る

温
度

範
囲

を
監

視
可

能
。

1

格
納

容
器

内
雰

囲
気

酸
素

濃
度

2
0
～

3
0
v
o
l
%

約
4
.
3
v
o
l
%

　
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

0
～

4
.
3
v
o
l
%
）

を
監

視
可

能
。

－

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
D
/
W
）

*
1

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
S
/
C
）

*
1

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

*
1

圧
力

抑
制

室
圧

力
*
1

0
～

7
,
0
1
0
m
m
*
1
3

（
O
.
P
.
2
5
9
2
0
m
m
～

3
2
9
3
0
m
m
）

－
*
6

　
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

上
部

か
ら

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

上
端

近
傍

の
範

囲
で

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
水

位
を

監
視

可
能

。

0
～

1
5
0
℃

－
*
6

　
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

温
度

を
監

視
可

能
。

1
-
4
,
3
0
0
m
m
～

7
,
3
0
0
m
m
*
1
3

（
O
.
P
.
2
1
6
2
0
m
m
～

3
3
2
2
0
m
m
）

O
.
P
.
3
2
8
9
5
m
m

　
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

上
部

か
ら

底
部

近
傍

の
範

囲
で

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
水

位
を

監
視

可
能

。

1
*
1
4

0
～

1
2
0
℃

最
大

値
：

6
5
℃

　
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
に

わ
た

り
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

温
度

を
監

視
可

能
。

1
1
0
1
m
S
v
/
h
～

1
0
8
m
S
v
/
h

－

1
1
0
-
2
m
S
v
/
h
～

1
0
5
m
S
v
/
h

－

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
*
2

1
－

－
*
6

　
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

状
況

を
監

視
可

能
。

－

*
1
：

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
を

示
す

。
*

2
：

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

を
示

す
。

*
3
：

設
計

基
準

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

の
最

高
圧

力
に

対
す

る
飽

和
温

度
。

*
4
：

計
測

範
囲

の
零

は
，

原
子

炉
圧

力
容

器
零

レ
ベ

ル
よ

り
1
,
3
1
3
c
m
上

の
と

こ
ろ

と
す

る
（

ド
ラ

イ
ヤ

ス
カ

ー
ト

底
部

付
近

）
。

*
5
：

計
測

範
囲

の
零

は
，

原
子

炉
圧

力
容

器
零

レ
ベ

ル
よ

り
9
0
0
c
m
上

の
と

こ
ろ

と
す

る
（

有
効

燃
料

棒
頂

部
付

近
）

。
*

6
：

重
大

事
故

等
時

に
使

用
す

る
設

備
の

た
め

，
設

計
基

準
事

故
等

（
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
を

含
む

）
に

関
す

る
値

な
し

。
*

7
：

計
測

範
囲

の
零

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
（

圧
力

容
器

ペ
デ

ス
タ

ル
底

部
）

（
O
.
P
.
-
2
5
0
0
m
m
）

の
と

こ
ろ

と
す

る
。

*
8
：

計
測

範
囲

の
零

は
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

床
面

（
O
.
P
.
1
1
5
0
m
m
）

の
と

こ
ろ

と
す

る
。

*
9
：

炉
心

損
傷

は
，

原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
の

値
で

判
断

す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後

に
炉

心
損

傷
し

た
場

合
の

判
断

値
は

約
1
0
S
v
/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

判
断

値
は

低
く

な
る

）
で

あ
り

，
設

計
基

準
で

は
炉

心
損

傷
　

　
 
し

な
い

こ
と

か
ら

こ
の

値
を

下
回

る
。

*
1
0
：

局
部

出
力

領
域

モ
ニ

タ
の

検
出

器
は

1
2
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域

モ
ニ

タ
の

各
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
は

，
A
系

1
7
個

及
び

B
系

1
4
個

ず
つ

の
信

号
が

入
力

さ
れ

る
。

*
1
1
：

4
個

の
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
装

置
に

対
し

て
，

入
口

側
及

び
出

口
側

に
そ

れ
ぞ

れ
1
個

設
置

。
*
1
2
：

検
出

点
1
5
箇

所
。

*
1
3
：

計
測

範
囲

の
零

は
，

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

上
端

（
O
.
P
.
2
5
9
2
0
m
m
）

の
と

こ
ろ

と
す

る
。

*
1
4
：

検
出

点
2
箇

所
。

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

上
部

空
間

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

線
量

，
低

線
量

）
*
2

－
*
6

　
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

5
.
4
×

1
0
-
2
m
S
v
/
h
～

1
0
7
m
S
v
/
h
）

に
わ

た
り

放
射

線
量

率
を

監
視

可
能

。

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ガ

イ
ド

パ
ル

ス
式

）
*
2

－

分
類 ⑮ 原 子 炉 建 屋 内

の 水 素 濃 度

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸

素 濃 度

「
⑩

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
放

射
線

量
率

」
を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
と

同
じ

。

「
⑦

原
子

炉
格

納
容

器
内

の
圧

力
」

を
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

と
同

じ
。

⑰ 使 用 済 燃 料 プ ー ル の 監 視

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
位

／
温

度

（
ヒ

ー
ト

サ
ー

モ
式

）
*
2

1
*
1
2

1

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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保安規定第６６条 

表６６－１３「計装設備」 

６６－１３－４「パラメータ記録」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補（系統図） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

６
６
－
１
３
－
４
 
パ
ラ
メ
ー
タ
記
録
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示

シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
） 

デ
ー
タ
収
集
装
置
 

※
１
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
 

※
１
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
 

※
１
 

※
１
：「
６
６
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
対
象
と
す
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）

 

「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」
と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
は
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
に
必
要
な
設
備
で

あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
本
表
に
つ
い
て
，
す
べ
て
の
設
備
を
他
表
に
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
て
お
り
，
確
認
事
項
及
び
要
求

さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
も
他
表
に
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
運
転
上
の
制
限
（
項
目
・
運
転
上
の
制

限
・
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
）
の
み
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
） 
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8－10－269 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

66-13-4の範囲 
赤枠にて示す 

第
1
0
.
1
2
－

1
図

 
通
信
連
絡
設
備
系
統
概
要
図

 

6
6
-
1
7
-
1
に
て
整
理
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保安規定第６６条 

表６６－１４「運転員が中央制御室にとどまるための設備」 

６６－１４－１「中央制御室の居住性確保」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 表
６
６
－
１
４

 
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
１
４
－
１
 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
確
保
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

被
ば
く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３
）
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
所
），

差
圧
計
（
中
央
制
御
室
待
避
所
用
），

酸
素
濃
度
計
（
中

央
制
御
室
用
）
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
の
所
要
数
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
照
明
（
Ｓ
Ａ
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

炉
心
変
更
時

※
４
 

ま
た
は
原
子
炉
建

屋
原
子
炉
棟
内
で

照
射
さ
れ
た
燃
料

に
係
る
作
業
時
 

中
央
制
御
室
送
風
機
 

１
台
 

中
央
制
御
室
排
風
機
 

１
台
 

中
央
制
御
室
再
循
環
送
風
機
 

１
台
 

中
央
制
御
室
再
循
環
フ
ィ
ル
タ
装
置
 

１
基
 

中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

４
０
本
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
所
）
 

１
台
 

酸
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
 

２
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
 

２
個
 

差
圧
計
（
中
央
制
御
室
待
避
所
用
）
 

１
台
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

可
搬
型
照
明
（
Ｓ
Ａ
）
 

６
個
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

※
５
 

無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
 

※
５
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

※
１
：
隔
離
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
ダ
ク
ト
お
よ
び
ダ
ン
パ
を
含
む
。
ま
た
，
当
該
系
統
が
動
作
不
能
時

は
，
「
第
５
６
条
 
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

※
２
：
正
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
お
よ
び
配
管
を
含
む
。
 

※
３
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管

理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒

1
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
５
：「

６
６
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 

①
 
設
置
許
可
規
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。

 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，

並
び
に
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
所
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 

ま
た
，
資
機
材
搬
入
に
伴
う
ハ
ッ
チ
，
扉
等
の
一
時
的
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
開
放
に
つ
い
て
は
，
要

員
を
配
置
す
る
等
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転

上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 

「
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。）

が
有
す
る

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。）

運
転
員
が
と

ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 な
お
，
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て
整
理
す
る
。

 

 ④
 
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
，
中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
），

そ
の
他
正
圧
化
時
の

監
視
計
器
や
中
央
制
御
室
待
避
所
に
配
備
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合

に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設

備
）
で
あ
る
。
運
転
停
止
中
／
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
有
効
性
評
価
に
て
，
炉
心
損
傷
又
は
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
の
燃
料
損
傷
に
至
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
，
冷
温
停
止
中
は
被
ば

く
の
原
因
と
な
る
大
量
の
放
射
性
物
質
放
出
を
伴
う
事
象
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
が
中
央
制

御
室
換
気
空
調
系
バ
ウ
ン
ダ
リ
と
中
央
制
御
室
待
避
所
正
圧
化
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
同
バ
ウ
ン
ダ
リ
で

あ
る
こ
と
か
ら
保
安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
）
と
同
じ
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
及
び
炉
心
変
更
時
又
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射

さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
」
と
す
る
。

 

可
搬
型
照
明
（
Ｓ
Ａ
）
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め

に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
以
外
）
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
照
明

が
機
能
喪
失
し
た
際
に
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，

高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
） 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
中
央
制
御
室
送
風
機
１
台
，
中
央
制
御
室
排
風
機
１
台
，
中
央
制
御
室
再

循
環
送
風
機
１
台
及
び
中
央
制
御
室
再
循
環
フ
ィ
ル
タ
装
置
１
基
を
所
要
数
と
す
る
。

 

中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
所
の
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
容
量
と
し
て
，
４
０
本
を
所
要
数
と
す
る
。

 

デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
所
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
所
に
待
避
中
の
運
転
員
が
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ

ー
タ
の
監
視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

酸
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
），

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
は
，
中
央
制
御
室
及
び
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

※
６
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

原
子
炉
課
長
 

２
．
中
央
制
御
室
再
循
環
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

放
射
線
管
理
課
長
 

３
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
を
起
動
し
，
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

４
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
排
風
機
出
口
ダ
ン
パ
，
中
央

制
御
室
外
気
取
入
ダ
ン
パ
，
中
央
制
御
室
少
量
外
気
取
入
ダ
ン
パ

お
よ
び
中
央
制
御
室
再
循
環
フ
ィ
ル
タ
装
置
入
口
ダ
ン
パ
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

５
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
所
要
数
の
中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設
備

（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

６
．
可
搬
型
照
明
（
Ｓ
Ａ
）
の
点
灯
確
認
を
行
い
，
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

７
．
差
圧
計
（
中
央
制
御
室
待
避
所
用
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

中
央
制
御
室
待
避
所
内
の
居
住
環
境
を
測
定
す
る
た
め
中
央
制
御
室
及
び
中
央
制
御
室
待
避
所
に

そ
れ
ぞ
れ
１
個
の
２
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 

差
圧
計
（
中
央
制
御
室
待
避
所
用
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
所
と
中
央
制
御
室
と
の
間
の
正
圧
化
に

必
要
な
差
圧
を
測
定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 

可
搬
型
証
明
（
Ｓ
Ａ
）
は
，
運
転
員
が
中
央
制
御
室
又
は
中
央
制
御
室
待
避
所
内
で
監
視
等
に
必
要

な
照
度
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
６
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）

 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
２
，
７
，
１
０
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
（
又
は
１
年
に
１
回
）
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
３
，
４
，
５
，
６
，
８
，
９
，
１
１
が
該
当
。

 

項
目
５
，
６
，
９
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

項
目
３
，
４
，
８
，
１
１
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

頻
度
と
同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 

中
央
制
御
室
再
循
環
フ
ィ
ル
タ
装
置
に
つ
い
て
は
，
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
の
動
作
確
認
に
合

わ
せ
て
フ
ィ
ル
タ
差
圧
を
確
認
す
る
こ
と
で
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

８
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
差
圧
計
（
中
央
制
御
室
待
避
所
用
）
が
使

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

９
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
酸
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
お
よ
び

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

10
．
酸
素
濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
）
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中

央
制
御
室
用
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

11
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
７
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
に
お
い
て
，
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
所
）
の
伝
送
確

認
を
実
施
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

※
７
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
が

動
作
不
能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
３
系
列
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
８
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
９
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

１
０
日
間
 

B.
中
央
制
御
室
待
避
所
加
圧
設

備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
不

能
の
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
３
系
列
を

起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
８
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
９
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

C.
動
作
可
能
な
デ
ー
タ
表
示
装

置
（
待
避
所
），

差
圧
計
（
中

央
制
御
室
待
避
所
用
），

酸
素

濃
度
計
（
中
央
制
御
室
用
），

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
中
央
制

御
室
用
）
ま
た
は
可
搬
型
照
明

（
Ｓ
Ａ
）
が
所
要
数
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

C1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
11
。
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

D.
条
件

A，
B
ま
た
は

C
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

D1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

中
央
制
御
室
換
気
空
調
系
空
調
機
等
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１

Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
又
は
所
要
数
を
満
足
し
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト

系
と
と
も
に
使
用
す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ら
と
同
様
に
，
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含

む
。）

を
設
定
す
る
。
 

A2
.
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御

室
非
常
用
換
気
空
調
系
）
の
２
系
列
が
動
作
不
能
の
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
が
１
０
日
間
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.
 
A1
.同

様
。
 

B2
.
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ

る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
殿
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

B3
.
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

C1
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他

の
設
備
と
同
様
に
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少

な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１

０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

C2
.
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
表
示
装
置
又
は
記
録
要
員
の
確
保
も
し
く
は
計
測

機
器
又
は
可
搬
型
照
明
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る

た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。 

D1
.，

D2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型
照
明

（
Ｓ
Ａ
）
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，代

替
措
置

※
10
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

炉
心
変
更
時

※
12

ま
た
は
 

原
子
炉
建
屋
原

子
炉
棟
内
で
照

射
さ
れ
た
燃
料

に
係
る
作
業
時
 

A.
炉
心
変
更
時

※
1
2
ま
た
は
原

子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で

照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る

作
業
時
に
お
い
て
要
求
さ

れ
る
設
備
が
，
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
と

判
断
し
た
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
炉
心
変
更
を
中
止
す
る
。 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
を

中
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

※
９
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
10
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
11
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱

は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

D
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
12
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る
Ｃ
２
．
と
同
様
。
た
だ
し
，
代
替
措
置
と
は
，
可

搬
型
照
明
の
補
充
等
を
い
う
。
ま
た
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す

る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

【
炉
心
変
更
時
又
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
】
 

A1
.
，
A2
.保

安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
）
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.16－41 

 

通常運転 

 

事故時運転モード 

 

事故時運転モード（少量外気取入） 

第 1.16－1 図 中央制御室換気空調系概要図(Ａ系運転時)

外気

屋外 制御建屋

中央制御室
再循環フィルタ装置

中央制御室
再循環送風機(B)

中央制御室
送風機(B)

外気

屋外制御建屋

中央制御室
排風機(B)

中央制御室
空気調和装置

MO

MO

MO

MO

中央制御室
再循環送風機(A)

中央制御室
送風機(A)

中央制御室
空気調和装置

中央制御室
排風機(A)

中央制御室待避所

高性能エアフィルタ

チャコールエアフィルタ

中性能エアフィルタ

バッグフィルタ

冷却コイル

加熱コイル

ＭO ＭOＭO

ＭO外気取入ダンパ

少量外気
取入ダンパ

排風機出口
ダンパ

再循環フィルタ装置
入口ダンパ 中央制御室

酸素濃度計

二酸化炭素濃度計

可搬型照明(SA)

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計

中央制御室待避所加圧設備
（空気ボンベ）

・・・

dPI

外気

屋外 制御建屋

中央制御室
再循環フィルタ装置

中央制御室
再循環送風機(B)

中央制御室
送風機(B)

外気

屋外制御建屋

中央制御室
排風機(B)

中央制御室
空気調和装置

MO

MO

MO

MO

中央制御室
再循環送風機(A)

中央制御室
送風機(A)

中央制御室
空気調和装置

中央制御室
排風機(A)

中央制御室待避所

高性能エアフィルタ

チャコールエアフィルタ

中性能エアフィルタ

バッグフィルタ

冷却コイル

加熱コイル

ＭO ＭOＭO

ＭO外気取入ダンパ

少量外気
取入ダンパ

排風機出口
ダンパ

再循環フィルタ装置
入口ダンパ 中央制御室

酸素濃度計

二酸化炭素濃度計

可搬型照明(SA)

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計

中央制御室待避所加圧設備
（空気ボンベ）

・・・

dPI

外気

屋外 制御建屋

中央制御室
再循環フィルタ装置

中央制御室
再循環送風機(B)

中央制御室
送風機(B)

外気

屋外制御建屋

中央制御室
排風機(B)

中央制御室
空気調和装置

MO

MO

MO

MO

中央制御室
再循環送風機(A)

中央制御室
送風機(A)

中央制御室
空気調和装置

中央制御室
排風機(A)

中央制御室待避所

高性能エアフィルタ

チャコールエアフィルタ

中性能エアフィルタ

バッグフィルタ

冷却コイル

加熱コイル

ＭO ＭOＭO

ＭO外気取入ダンパ

少量外気
取入ダンパ

排風機出口
ダンパ

再循環フィルタ装置
入口ダンパ 中央制御室

酸素濃度計

二酸化炭素濃度計

可搬型照明(SA)

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計

中央制御室待避所加圧設備
（空気ボンベ）

・・・

dPI

 

  空気の流れ 

  全閉状態 

  全開状態 

凡例 
66-14-1 の範囲 
赤枠にて示す 

中央制御室バウンダリを構成する隔離
弁およびダクトは第 56 条と兼ねる 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

1.16－43 

第 1.16－6 図 中央制御室待避所正圧化バウンダリ構成図 

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

1.16－44 

  

第 1.16－7 図 中央制御室待避所加圧設備概要図 

 

 

 

 

 

第 1.16－8 図 中央制御室の照明を確保する手順タイムチャート 

 

 

 

  

FI

中央制御室待避所

差圧計（待避所⇔中央制御室）

室圧調整弁

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）

・・・ ・・・

dPI

空気ボンベ元弁

高圧空気ボンベユニット

接続端止め弁

加圧空気供給ライン

流量調整弁前弁

加圧空気供給ライン
流量調整弁後弁

流量計

遮蔽扉

気密扉

手順の項目

全交流動力電源喪失時に非常用照明が使用できない場合

可搬型照明（ＳＡ）の設置・点灯操作※１

※1：設備の設置時間に余裕を見込んだ時間

操作手順

中央制御室の照明を確保する
手順

運転員（中央制御室）A 1

②

要員（数）

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10分
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.16－45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.16－9 図 データ表示装置（待避所）に関するデータ伝送の概要図 

 

 

第 1.16－10 図 対応手段選択フローチャート 

66-17-1 にて整理 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－6－143 

6.10.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽及び中央制御

室待避所遮蔽は，制御建屋と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等により

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室送風機，中央制御室排風機，中央制御室再循環送風機，中央制

御室再循環フィルタ装置及び非常用ガス処理系排風機は，設計基準事故対処

設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は，他の設備から独立して使用が

可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ），データ表示装置（待避所）及

び差圧計は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）は，他の設備から独立して使用することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立して使用が可能な

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で，重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

6.10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は，想定される重大事故等時に

おいて中央制御室待避所の居住性を確保するため，中央制御室待避所を正圧

化することにより，必要な運転員の窒息を防止及び給気ライン以外から中央

制御室待避所内への外気の流入を一定時間遮断するために必要な容量を有す

るものを１セット 40 本使用する。保有数は，１セット 40 本に加えて，加圧

時間の余裕並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 40 本を加えた合計 80 本を保管する。 

差圧計は，中央制御室待避所の正圧化された室内と中央制御室との差圧の

監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

データ表示装置（待避所）は，中央制御室待避所に待避中の運転員が，発

電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うために必要なデータの伝送及

び表示が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）は，想定される重大事故等時に，運転員が中央制御室

内で操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するものを５個及び中

央制御室待避所内で操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するも

のを１個使用する。保有数は，中央制御室用として１セット５個，中央制御

室待避所用として１セット１個，保守点検は目視点検であり，保守点検中で

も使用が可能であるため，保守点検用は考慮せずに，故障時のバックアップ

用として１個の合計７個を中央制御室内に保管する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室待避所

内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内にあることの測

定が可能なものを，それぞれ１個を１セットとし，中央制御室用として１セ

ット，中央制御室待避所用として１セットの合計２セットを使用する。保有

数は，重大事故等時に必要な２セットに加えて故障時及び保守点検時による

待機除外時のバックアップ用として１セットを加えた合計３セットを保管す
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る設計とする。 

中央制御室送風機，中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機は，設

計基準事故対処設備の中央制御室換気空調系と兼用しており，運転員を過度

の被ばくから防護するための中央制御室内の換気に必要な容量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

中央制御室再循環フィルタ装置は，設計基準事故対処設備としてのフィル

タ性能が，想定される重大事故等時においても，中央制御室の運転員を過度

の被ばくから防護するために必要な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対

して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

非常用ガス処理系排風機は，設計基準事故対処設備としての仕様が，想定

される重大事故等時において，中央制御室の運転員の被ばくを低減できるよ

う，原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持するとともに，排気筒を通して排気

口から放出するために必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対

処設備と同仕様で設計する。 

 

6.10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避所遮蔽，中央制御室送風機，中央制御室

排風機，中央制御室再循環送風機，中央制御室再循環フィルタ装置及びデー

タ表示装置（待避所）は，制御建屋内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

差圧計は，中央制御室待避所に設置し，重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は，制御建屋内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 
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第 6.10－2 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要機器仕様 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

ａ．中央制御室遮蔽 

第 8.3－1表 遮蔽設備の主要仕様に記載する。 

 

ｂ．中央制御室待避所遮蔽 

第 8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様に記載する。 

 

ｃ．中央制御室換気空調系 

(a) 中央制御室送風機 

第 8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(b) 中央制御室排風機 

第 8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(c) 中央制御室再循環送風機 

第 8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(d) 中央制御室再循環フィルタ装置 

第 8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｄ．無線連絡設備（固定型） 

第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕

様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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ｅ．衛星電話設備（固定型） 

第 10.12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕

様に記載する。 

 

ｆ．データ表示装置（待避所） 

個  数         １ 

 

ｇ．差圧計 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様に

記載する。 

 

(2) 中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

ａ．非常用ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排風機 

第 9.1－4表 非常用ガス処理系主要仕様に記載する。 

 

ｂ．原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 

個  数         １ 
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第 6.10－3表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の主要機器仕様 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

  ａ．中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 

    第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の主要機器

仕様に記載する。 

 

  ｂ．可搬型照明（ＳＡ） 

   個  数         ６（予備１） 

 

  ｃ．酸素濃度計 

   個  数         ２（予備１） 

 

  ｄ．二酸化炭素濃度計 

   個  数         ２（予備１） 
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第 8.2－1 表 換気空調設備の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉建屋原子炉棟換気空調系 

  ａ．原子炉棟送風機 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 85,500m3／h（１台当たり） 

 

  ｂ．原子炉棟排風機 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 85,500m3／h（１台当たり） 

 

(2) タービン建屋換気空調系 

  ａ．タービン建屋送風機 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 170,500m3／h（１台当たり） 

 

  ｂ．タービン建屋排風機 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 170,500m3／h（１台当たり） 

 

(3) 中央制御室換気空調系 

  ａ．中央制御室送風機 

     台  数         １（予備１） 

     容  量         約 80,000m3／h 
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  ｂ．中央制御室排風機 

     台  数         １（予備１） 

     容  量         約 5,000m3／h 

 

  ｃ．中央制御室再循環送風機 

     台  数         １（予備１） 

     容  量         約 8,000m3／h 

 

  ｄ．中央制御室再循環フィルタ装置 

     基  数         １ 

     処理容量         約 8,000m3／h 

     ﾁｬｺｰﾙｴｱﾌｨﾙﾀﾍﾞｯﾄﾞ厚さ   約５cm 

     粒子除去効率       99.9％以上（直径 0.5μm以上の粒子） 

     系統よう素除去効率    90％以上（相対湿度70％以下において） 

 

(4) 原子炉建屋廃棄物処理区域換気空調系 

  ａ．廃棄物処理区域送風機 

     台  数         １（予備１） 

     容  量         約 106,000m3／h 

 

  ｂ．廃棄物処理区域排風機 

     台  数         １（予備１） 

     容  量         約 106,000m3／h 
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(5) 焼却炉建屋換気空調系 

  ａ．焼却炉建屋給気ファン 

     台  数         ２ 

     容  量         約 39,000m3／h（１台当たり） 

 

  ｂ．焼却炉建屋排気ファン 

     台  数         ２ 

     容  量         約 39,000m3／h（１台当たり） 

 

(6) サイトバンカ建屋換気空調系 

  ａ．サイトバンカ建屋送風機 

     台  数         ２ 

     容  量         約 40,000m3／h（１台当たり） 

 

  ｂ．サイトバンカ建屋排風機 

     台  数         ２ 

     容  量         約 40,000m3／h（１台当たり） 
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第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様 

 

(1) 中央制御室換気空調系 

ａ．中央制御室送風機 

第 8.2－1 表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．中央制御室排風機 

第 8.2－1 表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｃ．中央制御室再循環送風機 

第 8.2－1 表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

ｄ．中央制御室再循環フィルタ装置 

第 8.2－1 表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) 中央制御室待避所 

ａ．差圧計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

     台  数         １ 

     測定範囲         ０～200Pa 
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第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の主要機器仕様 

 

(1) 中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

本  数          40（予備 40） 

容  量          約 47L（１本当たり） 

充填圧力          約 19.6MPa［gage］ 

 

(2) 緊急時対策所加圧設備 

ａ．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

本  数         415（予備 125） 

容  量         約 47L（１本当たり） 

充填圧力         約 19.6MPa［gage］ 
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第 8.3－1 表 遮蔽設備の主要仕様 

(1) 原子炉一次遮蔽 

原子炉遮蔽壁   厚 さ  約 0.6m 

材 料  モルタル及び鋼板 

生体遮蔽壁   厚 さ  約 1.9m 

  材 料  コンクリート 

(2) 原子炉二次遮蔽 

原子炉建屋原子炉棟側壁 厚 さ  約 0.2m～1.8m 

材 料  コンクリート 

(3) 燃料取扱遮蔽 

水 深 

原子炉ウェル 約７m 

使用済燃料プール    約 11.5m 

水  質 純水 

(4) 中央制御室遮蔽 

厚  さ  mm 以上 

材  料   普通コンクリート 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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第 8.3－2 表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(1) 中央制御室遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（通常運転時等） 

・中央制御室（重大事故等時） 

厚 さ  mm 以上 

材  料    普通コンクリート 

(2) 中央制御室待避所遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

厚  さ   mm 以上 

材  料   普通コンクリート 

(3) 緊急時対策所遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

厚 さ  mm 以上 

材  料 普通コンクリート 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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保安規定第６６条 

表６６－１４「運転員が中央制御室にとどまるための設備」 

６６－１４－２「原子炉建屋ブローアウトパネルおよび閉止装置」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設計及び工事計画認可申請書 説明書（所要数） 

（２）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設計方針） 

66-14-2  1/6

972



保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

６
６
－
１
４
－
２
 
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
お
よ
び
閉
止
装
置
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
お

よ
び
閉
止
装
置

※
１
 

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
 

２
４
台
 

※
１
：「

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
お
よ
び
閉
止
装
置
」
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

の
開
放
機
能
は
，「

第
４
９
条
 
原
子
炉
建
屋
」
で
確
認
す
る
。

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
性
能
を
確
認

す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

原
子
炉
課
長
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
原

子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
機
能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す

る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 

「
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。）

が
有
す
る

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。）

運
転
員
が
と
ど

ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

④
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
た

状
態
で
，
炉
心
が
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
に
開
口
部
を
閉
止
し
，
原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
原
子
炉
の
状
態
を
機
能
維
持
期
間

と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
屋
に
２
４
台
設
置
さ
れ
て
お
り
，
２
４
台

を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

項
目
１
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
ヶ
月
に
１
回
，
閉
動
作
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置

 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ

ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

閉
止
装
置
が
動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.発

電
課
長
は
，
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
の
機
能
が

健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

※
２
：
手
動
操
作
等
に
よ
る
閉
止
手
段
の
確
認
を
い
う
。

 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満

と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
可
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

A1
.原

子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し

て
し
ま
っ
た
時
に
，
原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
に
，
開
口
部
を
閉
止
す
る
対
策
で

あ
る
。
閉
止
装
置
の
機
能
が
健
全
で
な
い
場
合
に
は
，
原
子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
の
機
能

が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

A2
.原

子
炉
建
屋
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
備
え
，
代
替
措
置
（
代
替
閉
止

手
段
の
確
認
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と

す
る
。
 

A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実

施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-1-(1) 設計及び工事計画認可申請書 

 所要数 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-1-(2) 設計及び工事計画認可申請書 

 設計方針 
関連個所を赤線にて示す 
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添付-1-(2) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１５「監視測定設備」 

６６－１５－１「監視測定設備」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

表
６
６
－
１
５

 
監
視
測
定
設
備
 

６
６
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

監
視
測
定
設
備
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

γ
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台
 

β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台
 

α
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

１
台
 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台
 

可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

２
台
 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

※
１
 

９
台

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
２
 

代
替
気
象
観
測
設
備

※
１
 

１
台
 

小
型
船
舶
 

１
艇
 

※
１
：
デ
ー
タ
処
理
装
置
を
含
む
。

 

※
２
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
条
（
１
．
１
７
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
監
視
測
定
設
備
の
所
要
数
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
条
（
１
．
１
７
）

 

「
監
視
測
定
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺

（
周
辺
海
域
を
含
む
）
に
お
い
て
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び

放
射
線
量
を
監
視
，
測
定
し
，
そ
の
結
果
を
記
録
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。 

④
監
視
測
定
設
備
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
，
発
電
所
か
ら

放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
線
量
等
の
監
視
・
測
定
・
記
録
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
重

大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
監
視
測
定
設
備
は
１
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
監
視
に
必
要
な
台

数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
所
要
数
の
γ
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

２
．
所
要
数
の
β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

３
．
所
要
数
の
α
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

４
．
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

５
．
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
の
機
能
確
認

を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

６
．
所
要
数
の
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
機
能
確
認
を
実

施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

７
．
所
要
数
の
代
替
気
象
観
測
設
備
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

８
．
所
要
数
の
γ
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

９
．
所
要
数
の
β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

10
．
所
要
数
の
α
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

11
．
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

12
．
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

13
．
所
要
数
の
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

14
．
所
要
数
の
代
替
気
象
観
測
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

15
．
所
要
数
の
小
型
船
舶
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

 
 
項
目
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
，
７
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
８
，
９
，

10
，
11
，
1
2，

1
3，

1
4，

1
5
が
該
当
。
 

項
目
８
，
９
，
10
，
11
，
1
2，

1
3，

14
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
電
源
を

入
れ
指
示
値
に
異
常
が
無
い
こ
と
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

項
目

15
の
小
型
船
舶
に
つ
い
て
は
，
３
ヶ
月
に
１
回
の
外
観
点
検
等
に
よ
り
，
必
要
な
機
能
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
動
作
可
能
な
監
視

測
定
設
備
が

所
要

数
を
満
足
し

て
い

な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
３
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
３
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

監
視
測
定
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て

記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
保
安
規
定
第
１
０
３

条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま

た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
す
る
。
 

A2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
，
代
替
船
舶
の
補
充
又
は
発
電
所
岸

壁
付
近
へ
の
船
舶
の
係
留
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

保
安
規
定
第
１
０
３
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と

な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準

用
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－21 

代替気象観測設備は，屋外の気象観測設備と離れた第２保管エリア及び第

４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

8.1.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

可搬型モニタリングポスト，可搬型放射線計測装置，小型船舶及び代替気

象観測設備は，他の設備から独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

8.1.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬型モニタリングポスト及び可搬型放射線計測装置は，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射

性物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

なお，可搬型モニタリングポスト及び可搬型放射線計測装置の測定上限値

は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指

針」等に定める測定上限値を踏まえ設定する。 

可搬型モニタリングポストの保有数は，モニタリングポストの機能喪失時

の代替としての６台，発電所海側での監視・測定のための２台，緊急時対策

所の加圧判断用としての１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として２台を保管する。 

可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サーベイメ

ータ，β線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータ）の保有数は，放射能

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－22 

観測車の代替並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）にお

いて発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定

し得る十分な台数として２台と故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台を保管する。可搬型放射線計測装置のうちα線サーベ

イメータの保有数は，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）に

おいて発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測定し得る十分

な台数として１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台を保管する。 

小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な設備及び要員を

積載し得る十分な艇数として１艇と故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１艇を保管する。 

代替気象観測設備は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

に定める観測項目を測定できる設計とする。 

代替気象観測設備の保有数は，気象観測設備が機能喪失しても代替し得る

十分な台数として１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台を保管する。 

可搬型モニタリングポスト，可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サーベ

イメータ，β線サーベイメータ，α線サーベイメータ，電離箱サーベイメー

タ及び代替気象観測設備の電源は，蓄電池又は乾電池を使用し，予備品と交

換することで，重大事故等時の必要な期間測定できる設計とする。 

 

8.1.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

可搬型モニタリングポストは，第１保管エリア，第２保管エリア，第４保 
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添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－46 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

 

(1) 環境モニタリング設備 

  ａ．移動式モニタリング設備 

   (a) 可搬型モニタリングポスト 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

      種  類        NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

                  半導体式検出器 

      計測範囲        ０～109nGy／h 

      台  数        ９（予備２） 

      伝送方法        衛星系回線 

 

   (b) 可搬型放射線計測装置 

   (b-1) 可搬型ダスト・よう素サンプラ 

      台  数        ２（予備１） 

   (b-2) γ線サーベイメータ 

      種  類        NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

      計測範囲        ０～30k s－1 

      台  数        ２（予備１） 

   (b-3) β線サーベイメータ 

      種  類        ＧＭ管式検出器 

      計測範囲        ０～100k min－1 

      台  数        ２（予備１） 

 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－8－47 

(b-4) α線サーベイメータ 

種  類 ZnS（Ag）シンチレーション式検出器 

計測範囲 ０～100k min－1 

台  数 １（予備１） 

(b-5) 電離箱サーベイメータ 

種  類 電離箱式検出器 

計測範囲 0.001mSv／h～1000mSv／h 

台  数 ２（予備１） 

ｂ．小型船舶 

艇 数 １（予備１） 

ｃ．代替気象観測設備 

観測項目   風向，風速，日射量，放射収支量，降

水量 

台  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星系回線 
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保安規定第６６条 

表６６－１６「緊急時対策所」 

６６－１６－１「緊急時対策所の居住性確保」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

  （２）ＳＡ６１条まとめ資料（操作対象機器） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

表
６
６
－
１
６

 
緊
急
時
対
策
所
 

６
６
－
１
６
－
１
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

被
ば
く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１

（
３
）
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

炉
心
変
更
時

※
３

ま
た
は
 

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料

に
係
る
作
業
時
 

緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

４
１
５
本
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
 

１
台
 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
 

１
基
 

差
圧
計
 

１
台
 

酸
素
濃
度
計
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

１
個
 

緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

１
個
 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

※
４
 

※
１
：
正
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
２
，
弁
お
よ
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管
理
さ

れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気

ボ
ン
ベ
），

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
及
び
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
並
び
に
差
圧
計
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
ま
た
，
一
時
的
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
開
放
に
つ
い
て
は
，
要
員
を
配
置
す
る
等
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ

リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み

な
さ
な
い
。

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 

「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指

示
を
行
う
と
と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た

め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

な
お
，
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て
整
理
す
る
。

 

④
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
，
短
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備
だ
が
，
必
要
な
要

員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
，
必
要
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設

備
及
び
発
電
所
内
外
と
の
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
保

安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
）
と
同
じ
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
「
運

転
，
起
動
，
高
温
停
止
及
び
炉
心
変
更
時
又
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係

る
作
業
時
」
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
，
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
，
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
，

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
及
び
緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
，
長
期
間
の
放
射
性

物
質
放
出
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停

止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
等
の
正
圧

化
並
び
に
酸
素
濃
度
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要

な
本
数
と
し
て
，
４
１
５
本
を
所
要
数
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
１
基
を
所
要
数
と
す

る
。

差
圧
計
は
，
緊
急
時
対
策
所
の
正
圧
化
さ
れ
た
室
内
と
周
辺
エ
リ
ア
と
の
差
圧
範
囲
を
監
視
す
る
た

め
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
，
緊
急
時
対
策
所
の
酸
素
濃
度
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
が

活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
内
の
放
射
線
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
給
排
気
隔
離
弁
（
緊
急
対
策
室
給
気
）
，
給
排
気
隔
離
弁
（
緊
急
対

策
室
排
気
）
が
閉
す
る
こ
と
お
よ
び
高
圧
空
気
ボ
ン
ベ
出
口
電
動
弁

が
開
す
る
こ
と
な
ら
び
に
給
排
気
隔
離
弁
（
緊
急
対
策
室
室
圧
調
整

弁
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認

後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

タ
ー
ビ
ン
課
長
 

２
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
５

ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業

時
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定

圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
課
長
 

３
．
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

タ
ー
ビ
ン
課
長
 

４
．
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

５
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
５

ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業

時
に
お
い
て
，
給
排
気
隔
離
弁
（
緊
急
対
策
室
給
気
）
お
よ
び
給
排

気
隔
離
弁
（
緊
急
対
策
室
排
気
）
が
開
す
る
こ
と
な
ら
び
に
給
排
気

隔
離
弁
（
緊
急
対
策
室
室
圧
調
整
弁
）
お
よ
び
給
排
気
隔
離
弁
（
建

屋
差
圧
排
気
隔
離
弁
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま

た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態

を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

６
．
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 
放
射
線
管
理
課
長
 

７
．
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

８
．
差
圧
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

計
測
制
御
課
長
 

９
．
差
圧
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

10
．
酸
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

11
．
酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

12
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

13
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
課
長
 

14
．
緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
課
長
 

量
の
監
視
の
た
め
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
，
３
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
，
１
４
が
該
当
。

 

定
事
検
停
止
時
（
又
は
１
年
に
１
回
）
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
，
４
，
５
，
７
，
９
，
１
１
，
１
３
，
１
５
が
該
当
。

 

項
目
２
，
９
，
１
１
，
１
３
，
１
５
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

項
目
４
，
５
，
７
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と

同
等
と
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
，
緊
急
時
対
策
所
非
常

用
送
風
機
の
動
作
確
認
に
合
わ
せ
て
，
フ
ィ
ル
タ
差
圧
を
確
認
す
る
こ
と
で
フ
ィ
ル
タ
性
能
を

満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
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明

 
備
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15
．
緊
急
時
対
策
所
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
管
理
課
長
 

※
５
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

 

A.
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所
可

搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

B.
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機

が
動
作
不
能
の
場
合
 

B1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

 

１
０
日
間
 

  

C.
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル

タ
装
置
が
動
作
不
能
の
場
合
 

C1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

 

１
０
日
間
 

  

D.
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気

ボ
ン
ベ
）
が
動
作
不
能
の
場
合
 

D1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

D2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

E.
動
作
可
能
な
差
圧
計
，
酸
素
濃
度

計
ま
た
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計

が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

E1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

E2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間
 

  

１
０
日
間
 

F.
条
件

B，
C，

D
ま
た
は

E
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

F1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

F2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 

３
６
時
間
 

    

      ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
），

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機
及
び
緊
急
時
対
策
所
非

常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
等
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を

条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，（

３
））

 

 【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
１

０
３
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に

よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
“
速
や
か
に
”
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。 

 A2
.
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第

１
０
３
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等

に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
す
る
。
 

 B1
.
，
C1
.，

D1
.，

E1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第

２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と

な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了

時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 D2
.
，
E2

.当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
D2
.に

つ
い
て
は
，
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
。
E
2
.

に
つ
い
て
は
，
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る

た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。 

 F1
.，

F2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
⑨

 
完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策
所
可

搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送
風
機

が
動
作
不
能
の
場
合
 

B1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

C.
緊
急
時
対
策
所
非
常
用
フ
ィ
ル

タ
装
置
が
動
作
不
能
の
場
合
 

C1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

D.
動
作
可
能
な
差
圧
計
，
酸
素
濃

度
計
ま
た
は
二
酸
化
炭
素
濃
度

計
が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

D1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

炉
心
変
更
時

※
６

ま
た
は
 

原
子
炉
建
屋
原

子
炉
棟
内
で
照

射
さ
れ
た
燃
料

に
係
る
作
業
時
 

A.
緊
急
時
対
策
所
加
圧
設
備
（
空

気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
不
能
の
場

合
 

A1
.
発
電
課
長
は
，
炉
心
変
更
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
建
屋
原
子
炉

棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作

業
を
中
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
６
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
８
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱
は
継

続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

F
に
は
移
行
し
な
い
。

 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.
，
B1
.，

C1
.，

D1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す

る
。
 

A2
.
，
D2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
A
2
.及

び
D2
.に

つ
い
て
は
，
計
測
機
器
の
補

充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始

す
る
。
 

【
炉
心
変
更
時
又
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
】

 

A1
.
，
A2
.保

安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
換
気
空
調
系
）
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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添付-１-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－264 

第 10.9－1 図 緊急時対策所系統概要図(1)（居住性の確保） 

 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 

66-16-1 の範囲 
赤枠にて示す 
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添付-１-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－10－265 

第 10.9－2 図 緊急時対策所系統概要図(2)（居住性の確保） 

 枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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8－10－266 

添付-１-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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添付-１-(２) ＳＡ６１条まとめ資料 

 操作対象機器 
赤枠にて示す 
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添付-１-(２) ＳＡ６１条まとめ資料 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－129 

響を及ぼさない設計とする。 

 

10.9.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な対策を行う要員として，

緊急時対策所に最大 200 名を収容できる設計とする。また，対策要員等が緊

急時対策所に７日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射

線管理用資機材や食料等を配備できる設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィル

タ装置は，対策要員の放射線被ばくを低減及び防止するとともに，緊急時対

策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するた

めに必要な換気容量を有する設計とし，緊急時対策所非常用送風機１台及び

緊急時対策所非常用フィルタ装置１基で１セット使用する。保有数は，多重

性確保のための１セットを加えた合計２セットを設置する設計とする。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を含め緊急時対策建屋内に対して放射線による悪影響を及

ぼさないよう，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とす

る。 

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は，重大事故等時において緊急時対

策所の居住性を確保するため，緊急時対策所等を正圧化し，緊急時対策所等

内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び二酸

化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な容量に加え，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮し，十分な容量を

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－130 

保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定が可能なものを，それ

ぞれ１個使用する。保有数は，１個に加え，故障時及び保守点検時による待

機除外時のバックアップ用として１個のそれぞれ合計２個を保管する。 

差圧計は，緊急時対策所等の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲

を監視できるものを，１台使用する。保有数は１台を設置する。 

緊急時対策所可搬型エリアモニタは，重大事故等時において，緊急時対策

所内の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを１台使用する。保有

数は，緊急時対策所の１台に加え，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

ガスタービン発電機は２台で緊急時対策所を含む重大事故等時に想定され

る負荷へ給電するために必要な容量を有する設計とする。 

また，電源車（緊急時対策所用）は１台で緊急時対策所に給電するために

必要な容量を有する設計とする。保有数は，必要台数１台に加え，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管

する。 

なお，バックアップ用の１台は，可搬型代替交流電源設備である電源車の

バックアップ用１台と兼用する。 

 

10.9.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所の遮蔽は緊急時対策建屋と一体設置した設備であり，重大事

故等時の環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－208 

第 10.9－2 表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器仕様 

 

(1) 緊急時対策所 

ａ．緊急時対策所遮蔽 

第 8.3－2 表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様に記載する。 

 

ｂ．緊急時対策所換気空調系 

(a) 緊急時対策所非常用送風機 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器

仕様に記載する。 

 

(b) 緊急時対策所非常用フィルタ装置 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器

仕様に記載する。 

 

ｃ．緊急時対策所加圧設備 

(a) 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の主要機

器仕様に記載する。 

 

(b) 差圧計 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器

仕様に記載する。 

 

 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－209 

ｄ．酸素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・酸素濃度計（通常運転時等） 

個  数         １（予備１） 

測定範囲         ０～100％ 

 

ｅ．二酸化炭素濃度計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・二酸化炭素濃度計（通常運転時等） 

個  数         １（予備１） 

測定範囲         0.04～5.0％ 

 

ｆ．緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 

 

ｇ．可搬型モニタリングポスト 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記

載する。 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－8－46 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備 

  ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬型モニタリングポスト 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

種 類 NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

  半導体式検出器 

計測範囲 ０～109nGy／h 

台 数 ９（予備２） 

伝送方法 衛星系回線 

(b) 可搬型放射線計測装置 

(b-1) 可搬型ダスト・よう素サンプラ 

台  数 ２（予備１） 

(b-2) γ線サーベイメータ 

種  類 NaI（Tl）シンチレーション式検出器 

  計測範囲 ０～30k s－1 

台  数 ２（予備１） 

(b-3) β線サーベイメータ 

種  類 ＧＭ管式検出器 

計測範囲 ０～100k min－1 

台  数 ２（予備１） 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－49 

  ｄ．耐圧強化ベント系放射線モニタ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

     個  数         ２ 

     計測範囲         10－2mSv／h～105mSv／h 

 

(3) エリア放射線モニタリング設備 

  ａ．使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量） 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

    ・計装設備（重大事故等対処設備） 

    高線量 

     個  数         １ 

     計測範囲         101mSv／h～108mSv／h 

    低線量 

     個  数         １ 

     計測範囲         10－2mSv／h～105mSv／h 

 

  ｂ．緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・緊急時対策所（重大事故等時） 

     種  類         半導体式検出器 

     計測範囲         0.01μSv／h～999.9mSv／h 

     台  数         １（予備１）

66-16-1　16/22

1001



添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－54 

(3) 緊急時対策所換気空調系 

ａ．緊急時対策所非常用送風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

台  数         １（予備１） 

容  量         約 1,000m3／h 

 

ｂ．緊急時対策所非常用フィルタ装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

型  式         高性能エアフィルタ／チャコールエア

フィルタ 

基  数         １(予備１) 

容  量         約 1,000m3／h 

効  率         単体除去効率 99.97％以上(直径 0.15μm

以上の粒子)／96.0％以上(よう素) 

総合除去効率 99.99％以上(直径 0.5μm

以上の粒子)／99.75％以上(よう素) 

 

(4) 緊急時対策所加圧設備 

ａ．差圧計 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

個  数         １ 

測定範囲         －100～500Pa
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－8－55 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の主要機器仕様 

 

(1) 中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

本  数          40（予備 40） 

容  量          約 47L（１本当たり） 

充填圧力          約 19.6MPa［gage］ 

 

(2) 緊急時対策所加圧設備 

ａ．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

本  数         415（予備 125） 

容  量         約 47L（１本当たり） 

充填圧力         約 19.6MPa［gage］ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－8－57 

第 8.3－2 表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(1) 中央制御室遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（通常運転時等） 

・中央制御室（重大事故等時） 

厚 さ  mm 以上 

材  料    普通コンクリート 

(2) 中央制御室待避所遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

厚  さ   mm 以上 

材  料   普通コンクリート 

(3) 緊急時対策所遮蔽 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

厚 さ  mm 以上 

材  料 普通コンクリート 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１６「緊急時対策所」 

６６－１６－２「緊急時対策所の代替電源設備」 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

（２）ＳＡ６１条まとめ資料（系統図） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

６
６
－
１
６
－
２
 
緊
急
時
対
策
所
の
代
替
電
源
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

緊
急
時
対
策
所
の
代
替
電
源
設

備
 

緊
急
時
対
策
所
の
代
替
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
※
２
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
値
・
所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

※
３
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
軽
油
タ
ン
ク
 

※
４
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
４
 

軽
油
タ
ン
ク
 

※
４
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
設
備
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

※
３
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
接
続
盤

 
※
５
 

緊
急
用
高
圧
母
線
２
Ｆ
系
 

※
５
 

電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）

 
１
台
 

緊
急
時
対
策
所
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル

 
2,
41
0m
m 

緊
急
時
対
策
所
用
高
圧
母
線
Ｊ
系

 
２
系
列
 

※
１
：
燃
料
移
送
系
の
必
要
な
弁
お
よ
び
配
管
を
含
む
。

 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
，
電
源
車
接
続
口
(緊

急
時
対
策
建
屋
北
側
)に

接
続
で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
３
：「

６
６
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
２
－
７
 
燃
料
補
給
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
１
２
－
６
 
代
替
所
内
電
気
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
 （

１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
代
替
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

「
緊
急
時
対
策
所
(の

居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
)
」
と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う
と
と
も

に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す

る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項
は
代
替
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
が
対
象
］
 

④
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
は
，
必
要
な
要
員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
，
必
要
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
及
び
発
電
所
内
外
と
の
連
絡
を
行
う
た
め

に
必
要
な
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い

て
，
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温

停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

⑥
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
に
つ
い
て
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
給
電
す
る
た
め
に
必
要
な
容
量
を
有
す
る
１

台
を
所
要
数
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
軽
油
タ
ン
ク
は
重
大
事
故
等
時
に
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
１
台
を
７
日
間
連
続
定
格
運

転
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
燃
料
2,
4
1
0
mm
を
所
要
値
と
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
用
高
圧
母
線
J系

は
必
要
な
負
荷
へ
電
力
を
供
給
す
る
た
め
，
２
系
列
を
所
要
数
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
―
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
確
認
事
項

 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
を
起
動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧

等
）
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

２
年
に
１
回
 

防
災
課
長
 

２
．
電
源
車
（
緊
急
時
対
策
所
用
）
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

３
．
緊
急
時
対
策
所
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

４
．
緊
急
時
対
策
所
用
高
圧
母
線

J
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
２
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
，
３
，
４
が
該
当
。

 

項
目
２
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

項
目
３
，
４
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
常
設
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
代
替
電
源
設
備
が
動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
補
完
す
る
自

主
対
策
設
備

※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る

※
７
。
 

ま
た
は
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
７
。
 

ま
た
は
 

A3
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
代
替
電
源
設
備
が
動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.1
.防

災
課
長
は
，
当
該
系
統
を
補
完
す
る

自
主
対
策
設
備

※
６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.2
.
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
８
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
６
：
予
備
電
源
車
お
よ
び
電
車
接
続
口
（
緊
急
時
対
策
建
屋
南
側
）
を
い
う
。

 

※
７
：
１
０
日
間
以
内
に
自
主
対
策
設
備
の
確
認
ま
た
は
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す

る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

B
に
は
移
行
し

な
い
。
 

※
８
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

代
替
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条

件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
に
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）
）

緊
急
時
対
策
所
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
は
重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
「
緊
急
時
対
策
上
重
要
な

も
の
及
び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
」
と
し
て
「
Ｍ
Ｓ
－
３
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
，
従
来
は
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
し
て

い
な
い
。
緊
急
時
対
策
所
は
，
運
転
中
／
停
止
中
の
炉
心
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
燃
料
に
対
し
て
間
接
的

に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，
事
故
時
に
情
報
収
集
し
必
要
な
指
示
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
，
「
Ｍ
Ｓ
－
２
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
造
物
，
系
統
及
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て

Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
さ
れ
て
い
る
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
要
求
さ
れ

る
措
置
／
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
参
考
に
以
下
に
定
め
る
。

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
 

A1
.，

A2
.
，
A3

.動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
又
は
当
該
系
統
(
代
替
電
源
設
備

)の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
，
ド
ラ
ム
缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・
要
員
の
確
保
若
し
く
は
発
電
機
又
は
ケ
ー
ブ
ル
の
補
充
等
）
を
検

討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
又
は
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら

れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A2
.1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
自
主
対
策
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

A2
.2

.動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
，
ド
ラ
ム

缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・
要
員
の
確
保
若
し
く
は
発
電
機
又
は
ケ
ー
ブ
ル
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

1.18－46 

第1.18－15図 緊急時対策所 給電系統概要図 

緊急時対策建屋

105V交流分電盤
J-3

6.9kV M/C
6-J-1

G
P
T

母
線
接
地
装
置

予
備

予
備

母
線
接
地
装
置

G
P
T

動力変圧器

6-PJ-1

緊急時対策建屋
120V交流分電盤

J-1

緊急時対策建屋

電灯・作業用
分電盤No.3

緊急時対策建屋

電灯・作業用
分電盤No.1

緊急時対策建屋
電灯・作業用
分電盤No.2

緊急時対策建屋
120V交流分電盤

J-2

緊急時対策建屋

105V交流電源
切替盤

125V直流主母線盤

Ｊ-1

125V直流主母線盤

J-2

125V蓄電池

J-1
125V蓄電池

J-2

125V充電器

J-1

125V充電器

J-2

125V充電器

J-3

125V直流主母線盤

J-3

460V 緊急時対策建屋

MCC Ｊ-1

6.9kV M/C 6-2F-1

※2
※1

6.9kV M/C 6-2F-2

※1
※2

6.9kV M/C
6-2D

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
設
備
燃
料

移
送
ポ
ン
プ

（
A
）

460Ｖ E/B MCC 2F-1

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
設
備
燃
料

移
送
ポ
ン
プ

（
B
）

460Ｖ E/B MCC 2F-2

ガスタービン

発電設備燃料
移送ポンプ

接続盤

ガスタービン

発電設備燃料
移送ポンプ

接続盤

電源車（緊急時対策所用）

6.9kV M/C
6-J-2

動力変圧器

6-PJ-2

460V 緊急時対策建屋

MCC Ｊ-2

緊急時対策建屋

210V交流分電盤
J-2

動力変圧器
6-2PF-1

動力変圧器
6-2PF-2

125V直流電源

切替盤

2号 R/B

外部電源より外部電源より

ガスタービン
発電機(A)

ガスタービン
発電機(B)

緊急時対策建屋

210V交流分電盤
J-1

緊急時対策建屋
電灯・作業用分電盤用

切替盤

*2 *2

*2

○換気空調設備
○通信連絡設備

○換気空調設備
○通信連絡設備

○安全パラメータ表示システム（SPDS）
○通信連絡設備

○安全パラメータ表示システム（SPDS）
○通信連絡設備

○照明設備
（コンセント
負荷含む）

*2

：設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備として使用する設備

：重大事故等対処設備 ・M/C  ： メタルクラッド
スイッチギア

・MCC ：モータコントロール
センタ

・R/B   ：原子炉建屋
・E/B ：緊急用電気品建屋

：配線用遮断器

：高圧遮断器

【凡例】

：低圧遮断器

：変圧器

GTG GTG

ガスタービン

発電機（A）
接続盤

ガスタービン

発電機（B）
接続盤

460V 緊急時対策建屋

MCC Ｊ-3

*1

*1

○換気空調設備

緊急時対策建屋

北側接続口

緊急時対策建屋

南側接続口

：自主対策設備

：緊急時対策建屋

：緊急用電気品建屋

66-16-2の範囲 
赤枠にて示す 66-12-1，66-12-6にて整理 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－129 

響を及ぼさない設計とする。 

10.9.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な対策を行う要員として，

緊急時対策所に最大 200 名を収容できる設計とする。また，対策要員等が緊

急時対策所に７日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射

線管理用資機材や食料等を配備できる設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィル

タ装置は，対策要員の放射線被ばくを低減及び防止するとともに，緊急時対

策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するた

めに必要な換気容量を有する設計とし，緊急時対策所非常用送風機１台及び

緊急時対策所非常用フィルタ装置１基で１セット使用する。保有数は，多重

性確保のための１セットを加えた合計２セットを設置する設計とする。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を含め緊急時対策建屋内に対して放射線による悪影響を及

ぼさないよう，十分な放射性物質の除去効率及び吸着能力を有する設計とす

る。 

緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は，重大事故等時において緊急時対

策所の居住性を確保するため，緊急時対策所等を正圧化し，緊急時対策所等

内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び二酸

化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な容量に加え，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮し，十分な容量を

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－10－130 

保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定が可能なものを，それ

ぞれ１個使用する。保有数は，１個に加え，故障時及び保守点検時による待

機除外時のバックアップ用として１個のそれぞれ合計２個を保管する。 

差圧計は，緊急時対策所等の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲

を監視できるものを，１台使用する。保有数は１台を設置する。 

緊急時対策所可搬型エリアモニタは，重大事故等時において，緊急時対策

所内の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを１台使用する。保有

数は，緊急時対策所の１台に加え，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

ガスタービン発電機は２台で緊急時対策所を含む重大事故等時に想定され

る負荷へ給電するために必要な容量を有する設計とする。 

また，電源車（緊急時対策所用）は１台で緊急時対策所に給電するために

必要な容量を有する設計とする。保有数は，必要台数１台に加え，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管

する。 

なお，バックアップ用の１台は，可搬型代替交流電源設備である電源車の

バックアップ用１台と兼用する。 

10.9.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所の遮蔽は緊急時対策建屋と一体設置した設備であり，重大事

故等時の環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－210 

(2) 電源設備 

ａ．電源車（緊急時対策所用） 

ディーゼル機関 

台  数 １（予備１※1） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台  数 １（予備１※1） 

種  類 三相同期発電機 

容  量 約 400kVA 

力  率 0.85 

電  圧  6.9kV 

周 波 数  50Hz 

※1：電源車（緊急時対策所用）の予備１台を電源車の予備と兼用する。 

ｂ．緊急時対策所軽油タンク 

基  数   ２（予備１） 

容  量   約 10kL（１基当たり） 

ｃ．緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

個  数  ２ 

定格電圧 7.2kV 

定格電流   約 1,200A 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

1 

設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１７「通信連絡を行うために必要な設備」 

６６－１７－１「通信連絡設備」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数・必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（所要数） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

表
６
６
－
１
７

 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

６
６
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

通
信
連
絡
設
備
 

（
１
）
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
お
よ
び
デ
ー
タ
収
集
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

（
２
）
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス

テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話
お
よ
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

（
３
）
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
，
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
，
衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
，

無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
，
無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
お
よ
び
携
行
型
通
話

装
置
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
す
る
系
統
・
機
器
 （

添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
通
信
連
絡
設
備
の
所
要
数
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

「
緊
急
時
対
策
所
(の

居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
)」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う

と
と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項
は
通
信
連
絡
を
行
う
設
備
が
対
象
］
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
 

「
通
信
連
絡
を
行
う
設
備
(手

順
等
)」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
発
電
所
内

外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順

等
を
定
め
る
）
こ
と
。
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１
 

１
式

※
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Ｓ
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Ｓ
表
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装
置
 

１
台
 

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通

信
連
絡
設
備
 

テ
レ
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会
議
シ
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１
台

※
３
 

Ｉ
Ｐ
電
話
 

６
台

※
３
 

Ｉ
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Ｘ
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※
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衛
星
電
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設
備
（
固
定
型
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４
台
 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
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１
０
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無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
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台
 

無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
 

３
８
台
 

プ
ロ
セ
ス
計
算
機
室
 
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示

シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
） 

デ
ー
タ
収
集
装
置
 

１
式

※
２
 

中
央
制
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室
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
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２
台
 

無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
 

２
台
 

無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
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）
 

５
台
 

携
行
型
通
話
装
置
 

１
０
台
 

※
１
：
デ
ー
タ
収
集
装
置
を
含
む
。
 

※
２
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
お
よ
び
デ
ー
タ
収
集
装
置
に
つ
い
て
は
，
Ａ
系
ま
た
は
Ｂ
系
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
所

内
は
有
線
系
ま
た
は
無
線
系
回
線
，
所
外
は
有
線
系
ま
た
は
衛
星
系
回
線
で
伝
送
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い

う
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※
３
：
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
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ワ
ー
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い
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通
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連
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設
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レ
ビ
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議
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ス
テ
ム
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Ｉ

Ｐ
電
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ま
た
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Ｉ
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－
Ｆ
Ａ
Ｘ
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い
ず
れ
か
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よ
り
有
線
系
ま
た
は
衛
星
系
回
線
で
所
外
へ
通
信
可
能
で

あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

             

 

④
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
施
設
内
外
の
連
絡
を
行
う
た
め
に

必
要
な
設
備
で
あ
り
，
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が
必

要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止

及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）
 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
お
い
て
整
理
し
た
各

場
所
に
必
要
な
個
数
を
所
要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－

２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
，
デ
ー
タ
収
集
装
置
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ

表
示
装
置
の
伝
送
機
能
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
デ
ー
タ
の
記

録
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

ま
た
は
 

発
電
課
長
 

２
．
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備

（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話
お
よ
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ

Ｘ
）
の
通
話
お
よ
び
通
信
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

３
．
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

ま
た
は
 

発
電
課
長
 

４
．
衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

５
．
無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

ま
た
は
 

発
電
課
長
 

６
．
無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

技
術
課
長
 

ま
た
は
 

発
電
課
長
 

７
．
携
行
型
通
話
装
置
の
通
話
確
認
を
実
施
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
課
長
 

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
，
無
線
連
絡
設
備
（
携
帯
型
）
及
び
携
行
型
通
話
装
置
に
つ
い
て
は
，

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
に
，
通
話

確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
及
び
無
線
連
絡
設
備
（
固
定
型
）
に
つ
い
て
は
，
通
話
確
認
に
よ
り
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
，
フ
ァ
ン

等
）
の
確
認
頻
度
が
１
ヶ
月
に
１
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。

 

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話

及
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
つ
い
て
は
，
通
話
及
び
通
信
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
上
記
の
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
と
同
様
。

 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
，
デ
ー
タ
収
集
装
置
及
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
に
つ
い
て
は
，
伝
送
機
能
及
び

デ
ー
タ
の
記
録
機
能
の
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
上

記
の
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
と
同
様
。
な
お
，
デ
ー
タ
の
記
録
は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技

術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
の
要
求
事
項
の
記
録
を
い
う
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置

※
４
ま
た
は

デ
ー
タ
収
集
装
置

※
４
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

１
０
日
間
 

B.
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備

※
５

が
動
作
不
能
の
場
合
 

B1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B2
.
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
９
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

１
０
日
間
 

C.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

※
４
が
動
作
不

能
の
場
合
 

C1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

D.
動
作
可
能
な
衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型
）

※
６
，
衛
星
電
話
設
備
（
携

帯
型
）

※
６
，
無
線
連
絡
設
備
（
固

定
型
）

※
６
，
無
線
連
絡
設
備
（
携

帯
型
）

※
６
ま
た
は
携
行
型
通
話

装
置

※
６
が
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

D1
.
防
災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

D2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
11
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る

※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

１
０
日
間
 

E.
条
件

A
か
ら

D
で
要
求
さ
れ
る
措

置
を
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

E1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

E2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

通
信
連
絡
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定

す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
）
，
（
３
）
）

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

A1
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
設
備
と

同
様
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い

る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

A2
.
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
設
備
と
同
様
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び

制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も

１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用

し
，
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
．
A1
.と

同
様
。
 

B2
. 

A2
.
と
同
様
。
 

C1
. 

A1
.
と
同
様
。
 

C2
. 

A2
.
と
同
様
。
 

D1
. 

A1
.
と
同
様
。
 

D2
. 

A2
.
と
同
様
。
 

E1
.
，
E2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置

※
４
ま
た
は

デ
ー
タ
収
集
装
置

※
４
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に

復
旧

す
る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

   

速
や
か
に
 

B.
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備

※
５

が
動
作
不
能
の
場
合
 

B1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に

復
旧

す
る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

B2
.
防
災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
９
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

   

速
や
か
に
 

C.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置

※
４
が
動
作

不
能
の
場
合
 

C1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に

復
旧

す
る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

C2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

   

速
や
か
に
 

D.
動
作
可
能
な
，
衛
星
電
話
設
備

（
固
定
型
）
※
６
，
衛
星
電
話
設
備

（
携
帯
型
）
※
６
，
無
線
連
絡
設
備

（
固
定
型
）
※
６
，
無
線
連
絡
設
備

（
携
帯
型
）

※
６
ま
た
は
携
行
型

通
話
装
置

※
６
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

D1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に

復
旧

す
る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

D2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
11
を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

   

速
や
か
に
 

※
４
：
サ
ー
バ
ー
切
替
等
に
よ
る
一
時
的
な
デ
ー
タ
伝
送
停
止
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な

さ
な
い
。
ま
た
，
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
，
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
を
条
件
に

行
う
計
画
的
な
保
全
作
業
お
よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
の
点
検

お
よ
び
試
験
に
伴
う
デ
ー
タ
伝
送
停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ

な
い
。
 

※
５
：
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
に
よ
る
通
信
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
を
条
件
に
行
う
計
画
的
な
保
全
作
業
お

よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
の
点
検
お
よ
び
試
験
に
伴
う
停
止
を

含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

   

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A2
.
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 

B1
.
，
B2
. 

A1
.，

A2
.と

同
様
。
 

 C1
.
，
C2
. 

A1
.，

A2
.と

同
様
。
 

 D1
.
，
D2
. 

A1
.，

A2
.と

同
様
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

※
６
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た
は
他
種
の
通
信
機
器
等
に
よ
る
通
信
手
段
を
確
保
す

る
こ
と
を
条
件
に
行
う
計
画
的
な
保
全
作
業
お
よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌

す
る
設
備
の
点
検
お
よ
び
試
験
に
伴
う
停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み

な
さ
な
い
。
 

※
７
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
お
よ
び
デ
ー
タ
収
集
装
置
の
代
替
措
置
は
，
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録

し
，
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
８
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
は
継
続
す
る

が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｅ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
９
：
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
の
代
替
措
置
は
，
通
信
機
器
の
補
充
等
を
い

う
。
 

※
10
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
表
示
装
置
の
代
替
措
置
は
，
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た
は
他
種
の
通

信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確
保
お
よ
び
あ
ら
か
じ
め
記
録
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
定
め
，
記
録
要
員
を
確

保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
11
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た
は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確
保
に
よ

る
措
置
を
い
う
。
 

※
12
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
，
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
），

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
お
よ
び
統
合
原
子
力
防

災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
電
話
お
よ
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ

Ｘ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
設
置
者
所
掌
外
の
設
備
（
通
信
衛
星
等
の
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
）

の
故
障
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
要
求
さ
れ
る
措
置
に
対
す
る
完
了

時
間
を
除
外
す
る
。

 

     
注
釈
※
７
の
解
釈
：

 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
装
置
又
は
デ
ー
タ
収
集
装
置
の
伝
送
停
止
（
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
不
良
含
む
。）

が
発
生
し
た

場
合
，
以
下
の
措
置
を
行
う
。
な
お
，
「
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技

術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
で
要
求
さ
れ
，
保
安
規
定
第
６
６
条
「
６
６
－
１
３
－
１
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。

 


 
計
測
制
御
課
長
は
，
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
又
は
伝
送
不
良
が
発
生
し
た
場
合
，
状
況
に
応
じ
た
記
録
要
員

数
を
確
認
し
，
速
や
か
に
中
央
制
御
室
に
配
置
す
る
。

 


 
記
録
要
員
は
，
６
６
－
１
３
－
１
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
所
定
の
頻
度
で
記
録
す
る
。（

所
定
の
頻
度

と
は
，
１
時
間
毎
を
目
途
と
す
る
。）

 


 
記
録
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
を
連
絡
す
る
た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
。
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1.19－29 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

 

第
1.
19
－
1
図
 
通
信
連
絡
設
備
の
系
統
概
要
図

 

66
-1

7-
1
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－153 

10.12.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

無線連絡設備，衛星電話設備，携行型通話装置，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ），統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び

データ伝送設備は，二以上の発電用原子炉施設と共用しない設計とする。 

 

10.12.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

携行型通話装置は，想定される重大事故等時において，発電所内の建屋内

で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，

重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックア

ップ用を加え，一式を保管する設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定型）は，想定される重大事故等時

において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な個数を設置する設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は，想定される重大事故等時

において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処するため

に必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管

する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，想定される重大事故等時

において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な個数を設置する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）は，想定される重大事故等時

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－154 

において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に

対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，

一式を保管する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時に

おいて，発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送

することができる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，想定される重大事

故等時において，発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な個数を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，想定される重大事故等時において，発電所外の通信連

絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することができる設計とす

る。 

 

10.12.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

携行型通話装置は，中央制御室内に保管し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

携行型通話装置は，想定される重大事故等時において，発電所内の建屋内

で使用し，使用場所で操作が可能な設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星

電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星

電話設備（固定型）の操作は，想定される重大事故等時における環境条件を 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－212 

第 10. 12－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様 

(1) 無線連絡設備 

無線連絡設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

(2) 衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 

66-17-1  11/21

1029



添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－213 

(3) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．データ収集装置 

     使用回線         有線系回線及び無線系回線 

     個  数         一式 

 

ｂ．ＳＰＤＳ伝送装置 

     使用回線         有線系回線及び無線系回線 

     個  数         一式 

 

ｃ．ＳＰＤＳ表示装置 

     個  数         一式 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－214 

(4) 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．テレビ会議システム 

     使用回線         有線系回線及び衛星系回線 

     個  数         一式 

 

ｂ．ＩＰ電話 

     使用回線         有線系回線及び衛星系回線 

     個  数         一式 

 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

     使用回線         有線系回線及び衛星系回線 

     個  数         一式 

 

(5) データ伝送設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．ＳＰＤＳ伝送装置 

     使用回線         有線系回線及び衛星系回線 

     個  数         一式 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－10－215 

第 10.12－3 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様 

 

(1) 携行型通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

    使用回線          有線系回線 

    個  数          一式 

 

(2) 無線連絡設備 

無線連絡設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

    使用回線          無線系回線 

    個  数          一式 

 

(3) 衛星電話設備 

衛星電話設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

    使用回線          衛星系回線 

    個  数          一式 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

所
要
数

 
関
連
個
所
を
下
線
に
て
示
す
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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保安規定第６６条 

表６６－１８「アクセスルートの確保」 

６６－１８－１「ブルドーザおよびバックホウ」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数・必要容量） 

  （２）ＳＡ４３条共４補足説明資料（分散配置） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

表
６
６
－
１
８

 
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
 

６
６
－
１
８
－
１
 
ブ
ル
ド
ー
ザ
お
よ
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

ブ
ル
ド
ー
ザ
お
よ
び
 

バ
ッ
ク
ホ
ウ
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

ブ
ル
ド
ー
ザ
 

１
台
 

バ
ッ
ク
ホ
ウ
 

１
台
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
ブ
ル
ド
ー
ザ
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

２
．
バ
ッ
ク
ホ
ウ
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条
（
１
．
０
）
が
該
当
す
る
。

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ

る
ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保

安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条
（
１
．
０
）

 

「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
可
搬
型
重
大
事
故

等
対
処
設
備
を
運
搬
し
又
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
，
工
場
等
内
の
道
路
及
び
道

路
が
確
保
で
き
る
よ
う
，
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
（
実
効
性
の
あ
る
運
用
管
理
を
行
う
）

こ
と
。

 

④
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水

系
に
よ
る
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
，
原
子
炉
建
屋
へ
の
放
水
等
，
発
電
所
に
配
備
し
て
い
る
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
用
途
は
多
岐
に
わ
た
る
。
屋
外
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
の

ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ら
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
そ
れ
ぞ
れ

要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉

の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
代
替
電
源
及
び

可
搬
型
注
水
設
備
で
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
機
器
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
１
台
で
重
大
事
故
等
発
生
時

の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ぞ
れ
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
)

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可
能
な
ブ
ル
ド

ー
ザ

が
所

要
数

を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
２
。
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
動
作
可
能
な
バ
ッ
ク

ホ
ウ

が
所

要
数

を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

B1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
２
。
 

１
０
日
間
 

１
０
日
間
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B
で
要

求
さ

れ
る

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な
い
場
合
 

C1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
ブ
ル
ド

ー
ザ

が
所

要
数

を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

B.
動
作
可
能
な
バ
ッ
ク

ホ
ウ

が
所

要
数

を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

B1
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
２
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

C
に
は
移
行
し
な
い
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。

ブ
ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

 

A1
.
，

B1
.ブ

ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
は
重
大
事
故
等
時
に
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運

搬
す
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
設
備
で
あ
り
，
運
転
／
停
止
中
の
炉
心
及
び
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
の
燃
料
に
対
し
て
間
接
的
に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，「

Ｍ
Ｓ
－
２
」
の

「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定

さ
れ
て
い
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
「
事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ
れ
る
Ａ
Ｏ

Ｔ
の
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

A2
.，

B2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
重
機
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
「
事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ

れ
る
Ａ
Ｏ
Ｔ
の
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.，

B1
.ブ

ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開

始
す
る
。
 

A2
.，

B2
.ブ

ル
ド
ー
ザ
及
び
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－1－36 

間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある

事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を

選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺にお

いて想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出す

るために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，

国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的

障害，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考

慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可

能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対

する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として選定する飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，爆発，

近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した

複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

なお，洪水，地滑り及びダムの崩壊については，立地的要因により

設計上考慮する必要はない。 

船舶の衝突に対しては，カーテンウォールにより船舶の侵入が阻害

されることからアクセスルートへの影響はない。 

電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないこと

からアクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－1－37 

周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり），その他自然現象による影

響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想

定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能

なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なブルドーザ及

びバックホウをそれぞれ１台使用する。ブルドーザの保有数は１台，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の

合計２台を分散して保管する設計とする。また，バックホウの保有数

は１台，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計２台を分散して保管する設計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路

上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については，基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮

堤及び防潮壁で防護することにより，複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

また，高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さにアクセ

スルートを確保する設計とする。 

森林火災については，通行への影響を受けない距離にアクセスルー

トを確保する設計とする。 

飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスに対

しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とす

る。落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないため，さ

らに生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルー

トへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び敷地 
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添付-1-(2) SA43条共 4補足説明資料 

 

共 4－22 

 (3) 「ｎ」の可搬型設備(2/2) 

設備名 配備数 
必要 

容量 
予備 

保管場所 

備考 
第 1 第 2 第 3 第 4 

緊急時 

対策建屋 

電源車（緊急時対策

所用） 
2台 1台 1台 － － － 1台 1台 

・緊急時対策所用代替交流電源

設備 

・故障時バックアップ及び保守

点検待機除外時バックアップ

1 台（可搬型代替交流電源設

備及び可搬型代替直流電源設

備として使用する電源車の予

備と兼用） 

ケーブル（1組：25m） 2組 1組 1組 － － － 1組 1組 

・緊急時対策所用代替交流電源

設備 

・故障時バックアップ及び保守

点検待機除外時バックアップ

1 組（可搬型代替交流電源設

備及び可搬型代替直流電源設

備として使用するケーブルの

予備と兼用） 

*各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

表７ アクセスルート確保のための可搬型設備 

設備名 配備数 
必要 

容量 
予備 

保管場所 

備考 
第 1 第 2 第 3 第 4 

緊急時 

対策建屋 

ブルドーザ 2台 1台 1台 1台 － － 1台 － 

・故障時バックアップ及び保

守点検待機除外時バックア

ップ 1台 

バックホウ 2台 1台 1台 1台 － － 1台 － 

・故障時バックアップ及び保

守点検待機除外時バックア

ップ 1台 

*各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

分散配置 
関連個所を下線にて示す 
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保安規定第６６条 

表６６－１９「大容量送水ポンプ」 

６６－１９－１「大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 

（４）ＳＡ４３条共４補足説明資料（分散配置） 
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

表
６
６
－
１
９

 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
 

６
６
－
１
９
－
１
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
①
 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限

③
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
 

（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
※

１

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
 

燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
 

４
台

※
２
 

※
１
：
動
作

可
能
と
は
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
お
よ
び
ホ
ー
ス
に
よ
り
送
水
で
き
る
（
海
を
水
源
と

す
る
こ
と
を
含
む
。）

こ
と
を
い
う
。
 

大
容

量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
系
統
の
必
要
数
は
以
下
の
と
お
り
。
 

【
注

水
設
備
お
よ
び
水
の
供
給
設
備

※
３

※
４

※
５
】
 

「
６

６
－
４
－
３
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）」
，「

６
６
－
５
－
１
 
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン

ト
系

」，
「
６
６
－
６
－
２

 
原
子
炉
格

納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）」
，「

６
６
－
７
－
３
 
原

子
炉

格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型

）」
，「

６
６
－
９
－
１
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
」，
「
６
６
－
９
－

２
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
」，
「
６
６
－
１
１
－
２
 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
」
お
よ
び
「
６

６
－

１
１
－
３

 
海
水
供
給
設
備
」：

１
台
×
２
 

【
除

熱
設
備

※
４
】
 

「
６

６
－
５
－
４
 
原
子
炉
補
機
代
替

冷
却
水
系
」：

１
台
×
２
 

※
２
：
大
容

量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
は
，
第
１
保
管
エ
リ
ア
，
第
２
保
管
エ
リ
ア
お
よ
び
第
３
保
管
エ
リ
ア

に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

※
３
：
注
水
用
ヘ
ッ
ダ
を
含
む
。
 

※
４
：
ホ
ー

ス
延
長
回
収
車
を
含
む
。
必
要
数

は
，「

６
６
－
１
９
－
２
 
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）」

と

合
わ
せ
て
２
台
×
２
と
す
る
。

 

※
５
：「

６
６
－
６
－
２

 
原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）」

お
よ
び
「
６
６
－
９
－
２
 
燃

料
プ

ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
」
に
つ
い
て
は
，
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
を
含
む
。

 

①
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
八
条
（
１
．
５
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
条
 
（
１
．
７
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

が
該
当
す
る
。

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
下
記
機
能
の
対
応
手
段
に
て
使

用
し
，
保
安
規
定
第
６
６
条
の
各
表
に
て
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
し
た
各
系
統
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
し
て
い
る
。
 

ａ
．

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
 

６
６
－
４
－
３
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

ｂ
．

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

６
６
－
５
－
１
 
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 

６
６
－
５
－
４
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

 

ｃ
．

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 

６
６
－
６
－
２
 
原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
 

ｄ
．

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
 

６
６
－
７
－
３
 
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

ｅ
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 

６
６
－
９
－
１
 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

６
６
－
９
－
２
 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

ｆ
．

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

 

６
６
－
１
１
－
２
 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
 

６
６
－
１
１
－
３
 
海
水
供
給
設
備
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
所
要
数
に
つ
い
て
は
，
各
手
段
で
兼
用
し
た
台
数
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
，
本
表
に
て

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
確
認
事
項
及
び

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ

プ
Ⅰ
）
が
動
作
不
能
な
場
合
に
要
求
さ
れ
る
措
置
を
一
括
し
て
整
理
す
る
。

 

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

④
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
機
能
が
要
求
さ
れ
て
い
る
，
保
安
規
定
第
６
６
条
各
表
の
下
記
の

適
用

さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
よ
り
，「

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」，

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷

温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水

位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全

燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」
，「

運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及

び
燃
料
交
換
」，
「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
に
て
対
応
す
る
設

備
が
異
な
る
こ
と
か
ら
要
求
さ
れ
る
措
置
に
て
そ
れ
ぞ
れ
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
を
定
め
る
。（

保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
大
容
量

送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
の
性
能
確
認
を
実
施
し
，
以
下

の
項
目
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

。
 

（
１
）
流
量
が

10
m3
/h
/台

以
上
，
揚
程
が

21
.6
m
以
上
。
 

（
２
）
流
量
が

50
m3
/h
/台

以
上
，
揚
程
が

98
.8
m
以
上
。
 

（
３
）
流
量
が

88
m3
/h
/台

以
上
，
揚
程
が

95
.0
m
以
上
。
 

（
４
）
流
量
が

11
4m

3 /
h/
台
以
上
，
揚
程
が

42
.1
m
以
上
。
 

（
５
）
流
量
が

12
6m

3 /
h/
台
以
上
，
揚
程
が

11
6.
1m

以
上
。
 

（
６
）
流
量
が

15
0m

3 /
h/
台
以
上
，
揚
程
が

30
.8
m
以
上
。
 

（
７
）
流
量
が

19
9m

3 /
h/
台
以
上
，
揚
程
が

11
7.
8m

以
上
。
 

（
８
）
流
量
が

1,
20
0m

3 /
h/
台
以
上
，
揚
程
が

94
.8
m
以
上
。
 

１
年
に
１
回
 

防
災
課
長
 

２
．
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

防
災
課
長
 

次
の
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
で
，
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
は
以
下
の
と
お
り
。

 

「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
を
適
用

 

・
６
６
－
５
－
１
 
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

 

・
６
６
－
６
－
２
 
原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
 

・
６
６
－
７
－
３
 
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の

場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

を
適

用
 

・
６
６
－
４
－
３
 
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

・
６
６
－
１
１
－
２

 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
 

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
を
適
用

 

・
６
６
－
５
－
４
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

 

・
６
６
－
１
１
－
３

 
海
水
供
給
設
備

 

「
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
を
適
用

 

・
６
６
－
９
－
１
 
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
 

・
６
６
－
９
－
２
 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」（

技
術
基
準
規
則
）
の
要
求
で
は
，
２
Ｎ
が
求
め
ら
れ
る
設
備
は
，
条
文
要
求

に
よ
り
，
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
又
は
電
気
を
供
給

す
る
も
の
に
限
る
。）

が
該
当
す
る
こ
と
か
ら
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

に
よ
る
低
圧
代
替

注
水
，
原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
等
に
使
用
す
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
は
２
Ｎ
要

求
と
し
，
２
セ
ッ
ト

４
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付

－
２
）

⑦
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保

安
規

定
変

更
に
係

る
基
本

方
針

」
の
可

搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

の
サ
ー

ベ
イ
ラ

ン
ス

頻

度
の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
に
必
要
な
流
量
・
揚
程

は
，
下
記
の
と
お
り
各
手
段
で
求
め
ら

れ
る
機
能
毎
に
異
な
る
。
性
能
確
認
と
し
て
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注

水
系
（
常
設
配
管
）
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
配
管
）
，

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
，
原
子
炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
フ
ィ
ル
タ
装
置
へ
の
補
給

及
び
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
又
は
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
を
使
用
し

た
場
合
に
お
い
て
，
必
要
な
流
量
・
揚
程
を
確
保
で
き
る
値
を
確
認
す
る
。
（
添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
公
称
値
（
容
量

1,
44
0
m3
/
h
，
揚
程

1
2
2
m）

 

系
 
統
 

機
 
能
 

必
要
台
数
 

（
最
大
数
）

【
台
】
 

N
=必

要
台
数

 

必
要
流
量
 

【
m3
/h
】
 

揚
程
 

【
m】

 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

低
圧
代
替
注
水
 

１
（
２
Ｎ
）

 

1
9
9 

1
1
7.
8※

１
 

原
子

炉
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ

ベ
ン
ト
系

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
張
り
 

1
0 

2
1
.6

※
２
 

原
子

炉
格

納
容

器
代

替
ス

プ

レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
）

 

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
 

8
8 

9
5
.0

※
１
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
注

水

系
（
可
搬
型
）

 

格
納

容
器

下
部

注
水
 

5
0 

9
8
.8

※
１
 

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系

 

常
設

配
管

を
使

用
し
た
注
水
 

1
1
4 

4
2
.1

※
１

※
３
 

可
搬

型
を

使
用

し
た
注
水
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

常
設

配
管

を
使

用
し

た
ス

プ
レ

イ
 

1
2
6 

1
1
6.
1※

１
※

４
 

可
搬

型
を

使
用

し
た
ス
プ
レ
イ
 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
供

給

設
備

 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ
の
補
給
 

1
5
0 

3
0
.8

※
１

※
３
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
水

系
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
へ
の
送
水
 

１
（
２
Ｎ
）

 
1
,
20
0 

9
4
.8

※
１
 

※
１
：
海
を
水
源
と
し
て
使
用
し
た
場
合

 

※
２
：
淡
水
貯
水
槽
を
水
源
と
し
て
使
用
し
た
場
合

 

※
３
：
常
設
配
管
に
使
用
す
る
場
合
の
揚
程
で
あ
り
，
可
搬
型
に
使
用
す
る
場
合
の
揚
程
は

36
.
6m

と
な

る
。
 

※
４
：
常
設
配
管
に
使
用
す
る
場
合
の
揚
程
で
あ
り
，
可
搬
型
に
使
用
す
る
場
合
の
揚
程
は

82
.
9m

と
な

る
。

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
が
該
当
。

 

「
保

安
規

定
変

更
に
係

る
基
本

方
針

」
の
重

大
事
故

等
対
処

設
備

の
サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
頻

度
の

考

え
方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了

時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

４
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

注

水
設

備
お

よ
び

水

の
供

給
設

備
用

が

１
台

以
上

か
つ

動

作
可

能
な

除
熱

設

備
用

が
１

台
以

上

の
場
合
）
 

A1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.発

電
課
長
は
，残

留
熱
除
去
系
１
系
列
お
よ
び
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
６
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や

か
に
 

速
や

か
に
 

１
０

日
間
 

３
０

日
間
 

B.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

３
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

注

水
設

備
お

よ
び

水

の
供

給
設

備
用

が

１
台

未
満

の
場

合
）
 

B1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.防

災
課
長
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
），

原
子

炉
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
，
原
子
炉
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可
搬
型
），

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
注
水
系
（
可
搬
型
），

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給

設
備
お
よ
び
海
水
供
給
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

B3
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の

他
の
設
備

※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B5
.防

災
課
長
は
，当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や

か
に
 

速
や

か
に
 

速
や

か
に
 

３
日
間
 

１
０

日
間
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

上
記
③
の
と
お
り
，
運
転
上
の
制
限
を
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
動
作
不

能
と
な
り
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
す
る
。

動
作
可
能
な
台
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し

て
記
載
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

A1
.動

作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
４
台
未
満
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
残
り
の
大
容
量

送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
確
認
の
結
果
，
動
作
可

能
な

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
注
水
設
備
及
び
水
の
供
給
設
備
用
で
１
台
以
上
か
つ
除
熱
設

備
用
で

1
台
以
上
の
場
合
に
は
，
条
件

A
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
継
続
し
て
実
施
し
，
該
当
し
な
い
場

合
に
は
条
件

B,
C
又
は

D
へ
移
行
し
，
各
条
件
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。
な
お
，
完
了
時

間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

A2
.
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四

十
七
条
～
第
五
十
二
条
に
お
け
る

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の

主
な
起
因
で
あ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
の
冷
却
機
能
喪
失
時
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
冷
却
機
能
喪
失
時

及
び
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象

と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
残
留
熱
除
去
系
及
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原

子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”

と
す
る
。
 

A3
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補

充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故

対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上

））
で
あ
る
「
１
０
日

間
」
と
す
る
。
 

A4
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限

（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.動

作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
３
台
未
満
と
な
っ
た
場
合
（
動
作
可
能
な
注
水
設
備

お
よ
び
水
の
供
給
設
備
用
が
１
台
未
満
の
場
合
）
に
は
，
残
り
の

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
確
認
の
結
果
，
動
作
可
能
な

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ

イ
プ
Ⅰ
）

が
除
熱
設
備
用
１
台
以
上
の
場
合
に
は
，
条
件

B
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
継
続
し
て
実
施

し
，
１
台
未
満
の
場
合
に
は
条
件

D
へ
移
行
し
，
条
件

D
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。
な
お
，

完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

B2
.
注
水
設
備
及
び
水
の
供
給
設
備
に
動
作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
１
Ｎ
未
満
の

場
合
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と

か
ら
，
各
対
応
す
る
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”

実
施
す
る
。
 

B3
.
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電

源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

C.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

３
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

除

熱
設

備
用

が
１

台

未
満
の
場
合
）
 

C1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

C2
.防

災
課
長
は
，
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
を
動
作
不

能
と
み
な
す
。
 

お
よ

び
 

C3
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，

そ
の

他
の

設
備

※
８
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

お
よ

び
 

C4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ

び
 

C5
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

D.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

１
台
未
満
の
場
合
 

D1
.防

災
課
長
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
），

原
子
炉

格
納
容

器
フ
ィ

ル
タ

ベ
ン
ト
系

，
原

子
炉
補

機
代

替
冷

却
水
系
，
原
子
炉
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
（
可

搬
型
），

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
注
水
系
（
可
搬
型
），

復

水
貯
蔵

タ
ン
ク

へ
の

供
給
設
備

お
よ

び
海
水

供
給

設
備

を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ

び
 

D2
.発

電
課
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，

そ
の

他
の

設
備

※
８
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

お
よ

び
 

D3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ

び
 

D4
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

E.
条
件

A,
B,
C
ま
た

は
D
で
要
求
さ
れ

る
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

E1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

E2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

却
海
水
系

含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

B4
.
 
A3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

B5
.
 
A4
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

C1
.動

作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
３
台
未
満
と
な
っ
た
場
合
（
動
作
可
能
な
除
熱
設

備
用
が
１
台
未
満
の
場
合
）
に
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
確
認
の
結
果
，
動
作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
注

水
設
備
及
び
水
の
供
給
設
備
用

１
台
以
上
の
場
合
に
は
，
条
件

C
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
継
続
し
て

実
施
し
，
１
台
未
満
の
場
合
に
は
条
件

D
へ
移
行
し
，
条
件

D
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。

な
お
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

C2
.
除
熱
設
備
に
動
作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
１
Ｎ
未
満
の
場
合
，
大
容
量
送
水

ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
，
各
対
応
す
る

設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
 

C3
.
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電

源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷

却
海
水
系

含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

C4
.
 
A3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

C5
.
 
A4
.と

同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

D1
.
動
作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
１
台
未
満
の
場
合
，
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ

イ
プ
Ⅰ
）

を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
，
各
対
応
す
る
設
備
を
動
作

不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”

実
施
す
る
。
 

D2
.
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電

源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷

却
海
水
系

含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

D3
.
 
A3
.，

B2
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

D4
.
 
A4
.，

B3
と
同
様
。
た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

E1
.
，
E2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動

作
可
能

な
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

４
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

注

水
設

備
お

よ
び

水

の
供

給
設

備
用

が

１
台

以
上

か
つ

動

作
可

能
な

除
熱

設

備
用

が
１

台
以

上

の
場
合
）
 

A1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
第
６
０
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

１
台

を
起

動
し

，
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
９
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

 

B.
動

作
可
能

な
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

３
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

注

水
設

備
お

よ
び

水

の
供

給
設

備
用

が

１
台

未
満

の
場

合
）
 

B1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ

Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.防

災
課
長
は
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
供

給
設

備
お

よ
び
海

水
供

給
設

備
を

動
作
不
能
と
み
な
す

※
10
。
 

お
よ
び
 

B3
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B4
.発

電
課
長
は
，
第
６
０
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

１
台

を
起

動
し

，
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
９
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B5
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

 

        

 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
 

 A2
.
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A3
.
原
子
炉
が
停
止
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
，
保
安
規
定
第
６
０
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
そ
の

２
）
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”

起
動
し
確
認
す
る
。
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電

源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
及
び
原
子
炉
補
機
冷

却
海
水
系

含
む
）
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

 A4
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

  B1
.
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

B
1.
と
同
様
。
 

 B2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

B
2.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
は
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
），

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の

供
給
設
備
及
び
海
水
供
給
設
備
と
す
る
。
な
お
，
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
及
び
復
水
貯
蔵
タ

ン
ク
へ
の
供
給
設
備
に
つ
い
て
，
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
除
く
。（

１
）
原
子
炉

水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
。
 

 B3
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A2
.
と
同
様
。
 

 B4
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A3
.
と
同
様
。
 

 B5
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A4
.
と
同
様
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

C.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

３
台

未
満

の
場

合

（
動

作
可

能
な

除

熱
設

備
用

が
１

台

未
満
の
場
合
）
 

C1
.防

災
課
長
は
，
残
り
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ

プ
Ⅰ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.防

災
課
長
は
，
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
を
動
作

不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

C3
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C4
.発

電
課
長
は
，
第
６
０
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
１

台
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
と

と
も
に

，
そ

の
他
の

設
備

※
９

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

C5
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

D.
動

作
可

能
な

大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

１
台
未
満
の
場
合
 

D1
.防

災
課

長
は

，
低

圧
代

替
注

水
系
（

可
搬

型
）
，
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

水
系

，
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

へ
の

供
給

設
備

お
よ

び
海

水
供

給
設

備
を

動
作

不
能

と
み

な
す

※
1
0 。

 

お
よ
び
 

D2
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D3
.発

電
課
長
は
，
第
６
０
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
１

台
を

起
動

し
，

動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
と

と
も
に

，
そ

の
他
の

設
備

※
９

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

D4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

 

使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
に
照

射
さ
れ
た
燃

料
を
貯
蔵
し

て
い
る
期
間
 

A.
動

作
可

能
な

注
水

設
備

お
よ

び
水

の

供
給

設
備

用
の

大

容
量

送
水

ポ
ン

プ

（
タ

イ
プ

Ⅰ
）

が

A1
.防

災
課
長
は
，
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
お
よ
び
燃

料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

C1
.
【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

C
1.
と
同
様
。
 

 C2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

C
2
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
は
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系
と
す
る
。
 

 C3
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A2
.と

同
様
。
 

 C4
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A3
.と

同
様
。
 

 C5
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A4
.と

同
様
。

 

   D1
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

D
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
で
あ

る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
は
低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
），

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却

水
系
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
及
び
海
水
供
給
設
備
と
す
る
。

な
お
，
低
圧
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
及
び
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
に
つ
い
て
，
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
除
く
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開

の
場
合
又
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
。
 

 D2
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A1
.と

同
様
。
 

 D3
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A2
.と

同
様
。
 

 D4
.
【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】
に
お
け
る

A3
.と

同
様
。

 

   【
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】

 

A1
.
動
作
可
能
な
注
水
設
備
及
び
水
の
供
給
設
備
用
の
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）
が
２
台
未
満
の

場
合
に
，

燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
及
び
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

の
動
作
不
能
時
の
要
求
さ
れ
る

措
置
及
び
完
了
時
間
が
同
等
な
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
燃
料
プ
ー
ル
代
替
注
水
系
を
動
作
不
能
と

み
な
す
。
 

 A2
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A3
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

２
台
未
満
の
場
合
 

お
よ
び
 

A3
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

※
６
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び

原
子

炉
補
機
冷
却
海
水
系
２
系
列
を
い

い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
８
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系

２
系

列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
９
：
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
器
に
必
要
な
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系
列
，
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水

系
１

系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に

よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
10
：
低
圧

代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
お
よ
び
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
供
給
設
備
に
つ
い
て
，
原
子
炉
が
次
の
状
態
に

な
っ

た
場
合
は
除
く
。

 

（
１

）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ

ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２

）
原
子
炉
内
か

ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
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1.4－121

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
4－

12
図

 低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
 概

要
図
（
1/
2）

MO

M
O

M
O

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

原
子
炉

圧
力
容
器

N
O

燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
へ

タ
ー
ビ
ン
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク

原
子
炉
建
屋

屋
外

M
O

M
O

M
O

MO

M
O

M
OM
O

M
O

MO
MO

残
留
熱
除
去
系

(
B)
か
ら

復
水
移
送
ポ
ン
プ

(
A)
(
B)
(
C)

M
O

M
O

MO

低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
か
ら

N
O

MO
N
O

MO

N
O

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

か
ら

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
へ

MO

直
流
駆
動

低
圧
注
水
系

テ
ス
ト
タ
ン
ク

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
へ

復
水
移
送

ポ
ン
プ
か
ら

MO

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋
各
負
荷
へ

残
留
熱
除
去
系

(
A)
か
ら

残
留
熱
除
去
系

(
C)
か
ら

N
O

M
O

※
：
ホ
ー
ス
の
接
続
も
可
能

※

ポ
ン
プ

電
動
駆
動

窒
素
作
動

弁 逆
止
弁

ホ
ー
ス

設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら

追
加
し
た
箇
所

M
O

ろ
過
水

タ
ン
ク

ろ
過
水
ポ
ン
プ

⑧
＃

1

④
＃

1

④
＃

2

④
＃

3
⑩

＃
1

⑤
＃

1
MO

M
O

⑧
＃

2

⑤
＃

2

⑩
＃

2

MO凡
例 NO

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

淡
水
貯
水
槽
（
No
.１

）
淡
水
貯
水
槽
（

No
.２

）

注 水 用 ヘ ッ ダ

MO
MOMO

66
-1
9-

1
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す

 

66
-4
-3

に
て
整
理
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1.4－142 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

第
1.
4－

28
図
 低

圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

 概
要
図
（

1/
2）

 

MO

M
O

M
O

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

原
子
炉

圧
力
容
器

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

N
O

燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
へ

タ
ー
ビ
ン
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

淡
水
貯
水
槽
（
No
.１

）

原
子
炉
建
屋

屋
外

M
O

M
O

M
O

MO

M
OM
O

M
O

MO
MO

残
留
熱
除
去
系

(
B)
か
ら

復
水
移
送
ポ
ン
プ

(
A)
(
B)
(
C)

M
O

M
O

MO

低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
か
ら

N
O

MO
N
O

MO

N
O

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

か
ら

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
へ

MO

直
流
駆
動

低
圧
注
水
系

テ
ス
ト
タ
ン
ク

直
流
駆
動
低
圧
注
水
系
ポ
ン
プ

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
へ

復
水
移
送

ポ
ン
プ
か
ら

M
O

淡
水
貯
水
槽
（

No
.２

）

原
子
炉
建
屋

各
負
荷
へ

原
子
炉
建
屋
各
負
荷
へ

残
留
熱
除
去
系

(
A)
か
ら

残
留
熱
除
去
系

(
C)
か
ら

N
O

MO

※
：
ホ
ー
ス
の
接
続
も
可
能

※

注 水 用 ヘ ッ ダ

ポ
ン
プ

電
動
駆
動

窒
素
作
動

弁 逆
止
弁

ホ
ー
ス

設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら

追
加
し
た
箇
所

M
O

ろ
過
水

タ
ン
ク

ろ
過
水
ポ
ン
プ

⑧
＃

2
⑧

＃
1

④
＃

1

④
＃

2

④
＃

3
⑩

a
＃

1

⑩
b

⑤
a
＃

1
MO

M
O

⑤
b

⑤
a
＃

2

MO凡
例 NO

MO

MO
MO

⑩
a
＃

2

M
O

66
-4
-3

に
て
整
理
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1.5－105 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

 

 

第
1.
5－

20
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

A
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
 
概
要
図
（
1/
2）

燃
料
プ
ー

ル

冷
却
浄
化

系
機
器

燃 料 プ ー ル

冷 却 浄 化 系

熱 交 換 器

M
O

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
（
A）

残 留 熱 除 去

系 熱 交 換 器
M
O

原
子
炉
建
屋

屋
外

残
留
熱
除

去
系
機

器
等

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト

熱
交
換
器

淡
水
ポ
ン
プ

原
子
炉
補

機

冷
却
水
ポ

ン
プ

熱
交

換
器

海

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル

発
電
設
備

M
Oサ

ー
ジ

タ
ン
ク

常
用
系
機

器

M
O

M
O

M
O

運
転
員

⑲
#
1

運
転
員

④
#
2 ④

#3

運
転
員

⑲
#
2

運
転
員
⑩

b ⑭
b#
1

運
転
員
⑩

a ⑭
a#
1

運
転
員
⑭

a#
4

運
転
員
⑭

a#
3

運
転
員
⑭

a#
2

運
転
員
⑭

b#
2

運
転
員
⑭

b#
4

運
転
員
⑭

b#
3

運
転
員

④
#
1

運
転
員
④

#4
運
転
員
④

#5

重
大
事
故
等

対
応
要
員
⑬

ポ
ン
プ

電
動
駆
動

弁 ホ
ー
ス

淡
水

海
水

設
計
基
準
対
象
施
設
か

ら
追
加
し
た
箇
所

凡
例 MO

66
-1
9-
1
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
 

66
-
5-
4
に
て
整
理
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1.5－106

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

運
転
員
④

#1
 

RC
W
代
替
冷
却
水
不
要
負
荷
分
離
弁
（

A）
 

運
転
員
④

#2
 

非
常
用

D/
G
（
A
）
冷
却
水
出
口
弁
（

A）
 

運
転
員
④

#3
 

非
常
用

D/
G
（
A
）
冷
却
水
出
口
弁
（

C）
 

運
転
員
④

#4
 

RC
W
常
用
冷
却
水
供
給
側
分
離
弁
（

A）
 

運
転
員
④

#5
 

RC
W
常
用
冷
却
水
戻
り
側
分
離
弁
（

A）
 

運
転
員
⑩

a ⑭
a#
1
 

RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

A）
 

運
転
員
⑩

b ⑭
b#

1  
RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

C）
 

運
転
員
⑭

a#
2  

RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

A）
 

運
転
員
⑭

a#
3  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

A）
 

運
転
員
⑭

a#
4  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

A）
 

運
転
員
⑭

b#
2  

RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

C）
 

運
転
員
⑭

b#
3  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

C）
 

運
転
員
⑭

b#
4  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

C）
 

運
転
員
⑲

#1
 

RH
R
熱
交
換
器
（
A）

冷
却
水
出
口
弁
 

運
転
員
⑲

#2
 

FP
C
熱
交
換
器
（
A）

冷
却
水
出
口
弁
 

重
大
事
故
等
対
応
要
員
⑬
 

淡
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

＃
1～

：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す
る
弁
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

 

第
1.
5－

20
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

A
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
 
概
要
図
（

2/
2）
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1.5－110

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
5－

24
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

B
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
 
概
要
図
（
1/
2）

66
-1
9-
1
の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す
 

66
-5
-4

に
て
整
理
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1.5－111

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

運
転
員
④

#1
 

RC
W
代
替
冷
却
水
不
要
負
荷
分
離
弁
（

B）
 

運
転
員
④

#2
 

非
常
用

D/
G
（
B
）
冷
却
水
出
口
弁
（

B）
 

運
転
員
④

#3
 

非
常
用

D/
G
（
B
）
冷
却
水
出
口
弁
（

D）
 

運
転
員
④

#4
 

RC
W
常
用
冷
却
水
供
給
側
分
離
弁
（

B）
 

運
転
員
④

#5
 

RC
W
常
用
冷
却
水
戻
り
側
分
離
弁
（

B）
 

運
転
員
⑩

a ⑭
a#
1
 

RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

B）
 

運
転
員
⑭

a#
2  

RC
W
代
替
冷
却
水

RH
R
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

B）
 

運
転
員
⑭

a#
3  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
供
給
側
連
絡
弁
（

B）
 

運
転
員
⑭

a#
4  

RC
W
代
替
冷
却
水

FP
C
他
負
荷
戻
り
側
連
絡
弁
（

B）
 

運
転
員
⑲

#1
 

RH
R
熱
交
換
器
（
B）

冷
却
水
出
口
弁
 

運
転
員
⑲

#2
 

FP
C
熱
交
換
器
（
B）

冷
却
水
出
口
弁
 

重
大
事
故
等
対
応
要
員
⑬
 

淡
水
ポ
ン
プ
出
口
弁
 

＃
1～

：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す
る
弁
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

 

第
1.
5－

24
図
 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
水
系

B
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保
 
概
要
図
（

2/
2）

 

66-19-1  15/62

1060



添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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1.11－60 

操作手順 弁名称 

⑥＃1 燃料プール注水・スプレイ（常設配管）弁 

⑥＃2 原子炉建屋東側燃料プール代替注水元弁 

＃1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する弁があること 

を示す。 

第 1.11－5 図 燃料プール代替注水系（常設配管） 概要図 

66-9-1 にて整理 

66-19-1 の範囲 
赤枠にて示す 
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1.11－64 

 

 

操作手順 弁名称 

⑥ 燃料プール注水・スプレイ（可搬型）弁 

 

第 1.11－9 図 燃料プール代替注水系（可搬型） 概要図 

 

 

66-9-1 にて整理 
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1.11－68 

操作手順 弁名称 

⑥＃1 燃料プール注水・スプレイ（常設配管）弁 

⑥＃2 原子炉建屋東側燃料プールスプレイ元弁 

＃1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する弁があること 

を示す。 

第 1.11－13 図 燃料プールスプレイ系（常設配管） 概要図 

66-9-2 にて整理 

66-19-1 の範囲 
赤枠にて示す 
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1.11－72 

 

 

操作手順 弁名称 

⑥ 燃料プール注水・スプレイ（可搬型）弁 

 

第 1.11－17 図 燃料プールスプレイ系（可搬型） 概要図 

 

66-9-2 にて整理 
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8－5－99 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

5.6.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは，設計基

準対象施設の補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送

ポンプ２台におけるポンプ流量が，想定される重大事故等時において，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に

対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注

水系ポンプは，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷を防止

するために必要な注水流量に対して，十分な容量を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定され

る重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するために必要な注水流量を有するものを１セット１台使用する。また，

原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保

有数は２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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8－5－100 

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

5.6.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは，原子炉

建屋原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成に必要な弁の操作

は，想定される重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は，淡水だけでなく海

水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短

期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注

水系ポンプは，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

直流駆動低圧注水系ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の系統構成に必要

な弁のうち電動弁（直流）は，中央制御室又は設置場所で可能な設計とし，

電動弁（交流）は，交流電源に期待できないことから設置場所である原子炉
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8－5－113 

響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，輪

留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

5.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設

としての容量が，想定される重大事故等時において，代替淡水源又は海を使

用するまでの間に必要な容量を有しているため，設計基準対象施設と同仕様

で設計する。 

サプレッションチェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，

代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポン

プ）で使用する代替循環冷却ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するもの

を１セット１台使用する。また，原子炉補機代替冷却水系との同時使用時に

は更に１セット１台使用する。保有数は，２セットで４台に加えて，故障時
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8－5－114 

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計５台を保

管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するもの

を１セット１台使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，放水設

備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）との同時使用時に

は更に１台使用する。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は，１セット

２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計３台を保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要

なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

5.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境
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故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の系統・機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と

分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

また，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）と原子炉補機

代替冷却水系を同時に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，輪留めによる固

定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.10.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，原子炉停止後約 44 時間後において原子炉格納容器

内で発生する蒸気を排出し，その熱量分を除熱できる十分な排出流量を有す

る設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系は，想定される重大事故等時において，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設

計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系等の機器で発生

した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユ

ニット１セット１台と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）１セット１台を使用す
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8－5－143 

る。また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，注水設備及び水の供給設備と

の同時使用時には更に１セット１台使用する。熱交換器ユニットの保有数は，

２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計３台を保管する。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保

有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，残留熱除去系による発

電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は代替循環冷却系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱に加えて，燃料プール冷却浄化系による使用済

燃料プールの除熱に同時に使用するため，各系統の必要な伝熱容量及びポン

プ流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

 

5.10.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）の

操作は，想定される重大事故等時において，遠隔手動弁操作設備により原子

炉建屋付属棟内から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

また，排出経路に設置される電動の隔離弁については，中央制御室から操

作が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。 
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ぼさない設計とする。 

 

9.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは，設計基

準対象施設の補給水系と兼用しており，設計基準対象施設としての復水移送

ポンプ２台におけるポンプ流量が，想定される重大事故等時において，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流

量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，想定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを１セッ

ト１台使用する。また，原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１

セット１台使用する。保有数は２セット４台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，低

圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型），

原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベント系フ

ィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して，

各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さらに，

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬型），燃

料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）のい

ずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容

量を有する設計とする。
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原子炉格納容器フィルタベント系は，通常時は弁により他の系統と隔離し，

重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子炉格納容器

フィルタベント系は，重大事故等時の排出経路と原子炉棟換気空調系，非常

用ガス処理系及び耐圧強化ベント系の他系統及び機器との間に隔離弁を直列

に２個設置し，原子炉格納容器フィルタベント系使用時に確実に隔離するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

代替循環冷却系の代替循環冷却ポンプは，原子炉格納容器の過圧破損防止

に必要となる原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイが可

能な容量を有する設計とする。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備の残留

熱除去系と兼用しており，設計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心

の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕

様で設計する。 

代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系は，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，原子炉補機代替冷却水系での圧力損失を考慮して

も原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とす

る。 

原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系熱交換

器で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱
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交換器ユニット１セット１台と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）１セット１台

を使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，注水設備及び水の供

給設備との同時使用時には更に１セット１台使用する。熱交換器ユニットの

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台の合計３台を保管する。大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）の保有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

また，原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，代替循環冷却系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱と燃料プール冷却浄化系による使用済燃料

プールの除熱を同時に使用するため，各系統の必要な容量を同時に確保でき

る容量を有する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は，想定される重大事故

等時において，原子炉格納容器内を減圧させるため，原子炉格納容器内で発

生する蒸気量に対して，原子炉格納容器フィルタベント系での圧力損失を考

慮しても十分な排出流量を有する設計とする。フィルタ装置は３台を並列に

設置し，フィルタ装置１台当たりの排出流量を同等とする設計とする。 

フィルタ装置は，想定される重大事故等時において，粒子状放射性物質に

対する除去効率が 99.9％以上確保できる設計とする。また，スクラバ溶液

の待機時の薬物添加濃度は，想定される重大事故等時のスクラバ溶液の pH

値の低下を考慮しても，無機よう素に対する除去効率が放射性よう素フィル

タと組み合わせて 99.8％以上確保できる pH 値を維持できる設計とする。フ

ィルタ装置のスクラバ溶液は，補給による水位の確保が可能な設計とし，ま

た，フィルタ装置は３台を並列に設置し，各フィルタ装置の水位を同等にす

る設計とする。フィルタ装置の金属繊維フィルタは，想定される重大事故等
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時において，金属繊維フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量

を有する設計とする。 

フィルタ装置の放射性よう素フィルタの銀ゼオライト吸着層は，想定され

る排気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が 98％以上とな

るために必要な排気ガス滞留時間を確保できる吸着層の厚さを有する設計と

する。 

フィルタ装置出口側圧力開放板は，原子炉格納容器フィルタベント系の使

用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に

低い圧力で破裂する設計とする。 

 

9.3.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

代替循環冷却系の代替循環冷却ポンプは，原子炉建屋付属棟内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は，原子炉棟内に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室から遠隔で可能な設計とする。代替循環冷却系運転後

における弁の操作は，配管等の周囲の線量を考慮して，中央制御室から遠隔

で可能な設計とする。 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，屋外に保管及び設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。
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より他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は，通常時は

弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は，通常時は大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，輪留めによる固定等をすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

9.4.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプ

は，設計基準対象施設の補給水系と兼用しており，設計基準対象施設として

のポンプ流量が，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に

落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量に対して十分であるため，

設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）の代替循環冷

却ポンプは，想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量に対して，十分な容量を有す
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る設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，

想定される重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

を冷却するために必要な注水流量を有するものを１セット１台使用する。ま

た，原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。

保有数は２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

 

9.4.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプ

は，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，中央制御室

で可能な設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成に必要 
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4.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止する

ために必要な注水流量を有するものとして，１セット１台使用する。また，

原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保

有数は，２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として１台の合計５台を保管する。 

燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，使

用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するために必要

なスプレイ量を有するものとして，１セット１台使用する。また，原子炉補

機代替冷却水系との同時使用時には更に１セット１台使用する。保有数は，

２セット４台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計５台を保管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 
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第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備の主要機器仕様 

 

(1) 低圧代替注水系（常設） 

  ａ．復水移送ポンプ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

    ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

    ・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

     台  数         ２（予備１） 

     容  量         約 100m3／h（１台当たり） 

     全 揚 程         約 85m 

 

  ｂ．直流駆動低圧注水系ポンプ 

     台  数         １ 

     容  量         約 82m3／h 

     全 揚 程         約 75m 

 

(2) 代替循環冷却系 

ａ．代替循環冷却ポンプ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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ｃ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

ｄ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

 

(3) 低圧代替注水系（可搬型） 

  ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

    第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。
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第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 復水貯蔵タンク 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

(2) サプレッションチェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

(5) 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

台  数 ２（予備１） 

容  量 約 1,800m3／h（１台当たり） 

揚  程 約 122m 
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第 5.10－1表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機器仕様

 

(1) 原子炉格納容器フィルタベント系 

ａ．フィルタ装置 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

ｂ．フィルタ装置出口側圧力開放板 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

ｃ．遠隔手動弁操作設備 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

 

ｄ．可搬型窒素ガス供給装置 

第 9.5－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(2) 耐圧強化ベント系 

   系 統 数           １ 

   系統設計流量         約 10.0kg／s 
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(3) 原子炉補機代替冷却水系 

  ａ．熱交換器ユニット 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

    ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

    ・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

    ・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

     台  数         ２（予備１） 

     熱交換器 

      組  数        １ 

      伝熱容量        約 20MW（１組当たり） 

（海水温度 26℃において） 

     淡水ポンプ 

      台  数        １ 

      容  量        約 730m3／h 

      揚  程        約 70m 

 

  ｂ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

    第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。
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8－9－121 

第 9.2－1 表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

  ａ．復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

  ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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8－9－122 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主要機器仕様 

 

(1) 代替循環冷却系 

ａ．代替循環冷却ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却 

するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

台  数         １ 

容  量         約 150m3／h 

全 揚 程         約 80m 

 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

基  数         １ 

伝熱容量         約 8.8MW 

 

ｃ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 
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8－9－123 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 

ｄ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(2) 原子炉格納容器フィルタベント系 

ａ．フィルタ装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個 数  ３ 

系統設計流量 約 10.0kg／s 

放射性物質除去効率 99.9％以上（粒子状放射性物質に対して） 

99.8％以上（無機よう素に対して） 

98 ％以上（有機よう素に対して） 

材 料 

スクラバ溶液 （pH13 以上） 

金属繊維フィルタ ステンレス鋼 

放射性よう素フィルタ   銀ゼオライト 
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8－9－124 

ｂ．フィルタ装置出口側圧力開放板 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

個  数 １ 

設定破裂圧力   約 100kPa[gage] 

ｃ．遠隔手動弁操作設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

個 数 ４ 

ｄ．可搬型窒素ガス供給装置 

第 9.5－1 表 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 
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8－9－125 

第 9.4－1 表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機

器仕様 

(1) 原子炉格納容器下部注水系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

ｂ．代替循環冷却ポンプ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

(2) 原子炉格納容器下部注水系（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(3) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

(4) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕
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8－9－126 

様に記載する。 

(5) 代替循環冷却系 

ａ．代替循環冷却ポンプ 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｂ．残留熱除去系熱交換器 

第 9.3－1 表 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の主

要機器仕様に記載する。 

ｃ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｄ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

(6) 低圧代替注水系（常設） 

ａ．復水移送ポンプ 

第 5.6－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 
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8－9－127 

(7) 低圧代替注水系（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 

 

(8) 高圧代替注水系 

ａ．高圧代替注水系ポンプ 

第 5.4－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備の主要機器仕様に記載する。 

 

(9) ほう酸水注入系 

ａ．ほう酸水注入系ポンプ 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

ｂ．ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 
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8－4－56 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台  数 ４（予備１） 

容  量 約 1,440m3／h（１台当たり） 

揚  程  約 122m 

ｂ．スプレイノズル 

個  数 12（予備１） 

(2) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。
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8－4－58 

ｄ．使用済燃料プール監視カメラ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

個  数         １ 

 

※1：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（O.P.25920mm） 

 

(4) 燃料プール冷却浄化系 

ａ．燃料プール冷却浄化系ポンプ 

台  数          １（予備１） 

容  量          約 160m3／h 

全 揚 程          約 80m 

 

ｂ．燃料プール冷却浄化系熱交換器 

基  数          １（予備１） 

伝熱容量          約 1.26MW 

 

(5) 原子炉補機代替冷却水系 

ａ．熱交換器ユニット 

第 5.10－1 表 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備の主要機

器仕様に記載する。 

 

ｂ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕

様に記載する。 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 

 

 

 

  

設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 
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添付-2-(4) ＳＡ４３条共４補足説明資料 

 

共 4－1 

1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について

可搬型重大事故等対処設備の配備数は，「２ｎ＋α」，「ｎ＋α」，「ｎ」設備に分類

し，それらを屋外設備であれば第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上に，屋

内設備であれば建屋内の複数箇所に，分散配置することにより設備の多重化を図っ

ている。また，常設及び可搬型設備を設置することで多様化を図る。 

なお，保管エリアに配置する可搬型重大事故等対処設備は，地震及び竜巻による

悪影響を防止する設計としていることから，隣接する可搬型重大事故等対処設備及

びアクセスルートに影響を与えることはない。 

さらに，保管エリアに配置する可搬型重大事故等対処設備のうち，燃料を保有す

る設備は，燃料タンクに燃料を満杯の状態で保管する。ただし，タンクローリの背

後搭載タンクは，空状態で保管する。 

（1）「２ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

原子炉建屋外から水・電力を供給する電源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

及び熱交換器ユニットについては，必要となる容量を有する設備を１基当たり２

セット及び予備を保有し，第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上にそれぞ

れ分散配置する。 

（2）「ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

負荷に直接接続する，高圧窒素ガスボンベ及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄

電池については，必要となる容量を有する設備を１基当たり１セット及び予備を

保有し，原子炉建屋内又は制御建屋内にそれぞれ分散配置する。 

（3）「ｎ」の可搬型重大事故等対処設備 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量を有する設備を１基

当たり１セットに加え，プラントの安全性向上の観点から，設備の信頼度等を考

慮し，予備を確保する。 

また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による機能喪失を考慮し，

第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上に分散配置する。 

分散配置 
関連個所を下線にて示す 
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保安規定第６６条 

表６６－１９「大容量送水ポンプ」 

６６－１９－２「大容量送水ポンプ（タイプⅡ）」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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い
る
。
 

ａ
．

発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

６
６
－
１
０
－
１
 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
 

ｂ
．

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

 

６
６
－
１
１
－
３
 
海
水
供
給
設
備
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
の
所
要
数
に
つ
い
て
は
，
各
手
段
で
兼
用
し
た
台
数
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
，
本
表
に
て
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
の
確
認
事
項
及
び
大
容
量
送
水
ポ
ン

プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
が
動
作
不
能
な
場
合
に
要
求
さ
れ
る
措
置
を
一
括
し
て
整
理
す
る
。

 

②
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

③
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

④
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
の
機
能
が
要
求
さ
れ
て
い
る
，
保
安
規
定
第
６
６
条
各
表
の
下

記
の

適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
よ
り
，「

運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」

に
て

動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
を
定
め
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
を
適
用

 

・
６
６
－
１
０
－
１

 
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
 

・
６
６
－
１
１
－
３

 
海
水
供
給
設
備
 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

⑥
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
は
１
Ｎ
要
求
で
あ
り
，
放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）

及
び

は
放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）
と
し
て
１
台
，
淡
水
貯
水
槽
へ
の
水
の
供
給
設
備
と
し
て
１
台

使
用
す
る
こ
と
か
ら
，
１
セ
ッ
ト
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
），

添
付
－
２
）

⑦
適

用
さ
れ

る
原
子

炉
の

状
態
に

お
け
る

確
認
事

項
を

記
載
す

る
。
（
保

安
規
定

変
更

に
係
る

基
本
方

針
４
．
２
）

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目
１
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
に
必
要
な
流
量
・
揚
程
は
，
下
記
の
と
お
り
各
手
段
で
求
め
ら

れ
る
機
能
毎
に
異
な
る
。
性
能
確
認
と
し
て
は
，
放
水
設
備
（
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
設
備
）
及
び
放
水
設

備
（
泡
消
火
設
備
）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
又
は
海
水
供
給
設
備
を
使
用
し
た
場
合
に
必
要
な
流
量
・
揚

程
を
確
保
で
き
る
値
を
確
認
す
る
。
（
添
付
－
２
）

 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
公
称
値
（
容
量

1
,8
00
m3
/
h
，
揚
程

1
2
2
m）

 

系
 
統
 

機
 
能
 

必
要
台
数

 

（
最
大
数
）

 

【
台
】
 

N
=必

要
台
数

 

必
要
流
量
 

【
m3
/h
】
 

揚
程
 

【
m】

 

放
水
設
備

（
大
気
へ
の
拡
散

抑
制
設
備
）
お
よ
び
 

放
水
設
備
（
泡
消
火
設
備
）

 

大
気
へ
の
拡
散
抑
制

設
備
 

１
（
１
Ｎ
）

 
6
0
0 

1
1
7.
0 

泡
消
火
設
備
 

1
,
20
0 

1
1
9.
5 

海
水
供
給
設
備
 

淡
水

貯
水

槽
へ

の
水

の
供
給
 

１
（
１
Ｎ
）

 
6
1
3 

7
9
.4
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目
２
が
該
当
。

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可

能
な
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ
Ⅱ
）

が

所
要

数
を
満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，

航
空

機
燃

料
火

災
へ

の
泡

消
火

お
よ

び
海

水
供

給
設

備

を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

A2
.
発

電
課

長
は

，
残

留
熱

除
去

系
１

系
列

を
起

動
し

,
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４
と
と
も
に
，
そ
の

他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ

ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃

以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A5
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

３
日
間
 

１
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ

れ
る

措
置
を
完

了

時
間

内
に
達
成

で

き
な
い
場
合
 

B1
.発

電
課
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.発

電
課
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可

能
な
大
容

量
送

水
ポ

ン
プ

（
タ

イ
プ
Ⅱ
）

が

所
要

数
を
満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A1
.防

災
課
長
は
，
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
，

航
空

機
燃

料
火

災
へ

の
泡

消
火

お
よ

び
海

水
供

給
設

備

を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

A2
.防

災
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.発

電
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
が
オ
ー
バ

ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
水
温
が

65
℃

以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.防

災
課
長
は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

速
や
か
に
 

※
４
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
５
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

⑧
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

上
記
③
の
と
お
り
，
運
転
上
の
制
限
を
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
動

作
不
能
と
な
り
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
す
る
。

⑨
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】

A1
.動

作
可
能
な
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
が
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
，
大
容
量

送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
，
各
対

応
す
る
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
実
施
す

る
。
 

A2
.，

A3
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備

が
動
作

可
能
で

あ
る
こ
と

を
確

認
す

る
こ
と

が
基
本
的

な
考

え
方

で
あ
る

が
，
設
置

許
可

基
準
規
則
第
五
十
四
条
及
び
五
十
五
条
に
お
け
る
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
を
使
用
す

る
各

対
応
手

段
の
主

な
起
因
で

あ
る

原
子

炉
格
納

容
器
の
破

損
，

又
は

使
用
済

燃
料
プ
ー

ル
内

の
燃

料
体
等

の
著
し

い
損
傷

に
お

い
て
，

最
も
実

効
的
な
設

計
基

準
事

故
対
処

設
備
を
確

認
対

象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
残
留
熱
除
去
系
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
温
度
・

水
温
監
視
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

A4
.
動

作
不

能
と
な

っ
た
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機
能

を
補

完
す

る
代

替
措

置
（
可

搬
型

ポ
ン
プ

の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満

）
で
あ
る
「
３
日
間
」

と
す
る
。
 

A5
.
当

該
設

備
を
動

作
可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

。
完
了

時
間

は
代

替
措

置
を

実
施
し

た
場

合
の

Ａ

Ｏ
Ｔ
上
限

（
１
Ｎ
未
満
）
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

【
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
】

 

A1
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
1
.と

同
様
。
 

A2
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

A3
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3
.と

同
様
。
 

A4
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
4
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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1.13－234

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
13
－
9
図

 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
供
給
）
概
要
図
（

1/
2）

 

（
取
水
口
か
ら
海
水
を
取
水
す
る
場
合
）
 

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト

放
水
砲

原
子
炉
建
屋

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

熱 交
換 器

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
淡
水

：
海
水

：
接
続
口

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海
海

66
-1
9
-2

の
範
囲
 

赤
枠
に
て
示
す

 

66
-1
9-
1
に
て
整
理

 

66
-1
0-
1
に
て
整
理
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1.13－235

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 

第
1.
13
－
10

図
 
海
を
水
源
と
し
た
大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
送
水
（
各
種
供
給
）
概
要
図
（

2/
2）

 

（
海
水
ポ
ン
プ
室
か
ら
海
水
を
取
水
す
る
場
合
）

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅰ
）

熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト

放
水
砲

原
子
炉
建
屋

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）

熱 交
換 器

凡
例

：
設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
追
加
し
た
箇
所

：
淡
水

：
海
水

：
接
続
口

泡
消
火
薬
剤
混
合
装
置

放
水
砲

海
水
ポ
ン
プ
室

取
水
口

海
海

66
-1
9-
1
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補 1 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－109 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，他の設備から独立して

保管及び使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

放水砲は，放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外

の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，輪留

めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

9.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）である大

容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，想定され

る重大事故等時において，大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火

災への対応に対して，放水砲による直状放射により原子炉建屋の最高点であ

る屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要な容量を有す

るものを１セット１台使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，

淡水貯水槽への水の供給設備との同時使用時には更に１台使用する。大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は，１セット２台に加えて，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。

放水砲及び泡消火薬剤混合装置の保有数は，１セット１台に加えて，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

所要数・必要容量 
関連個所を下線にて示す 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－110 

海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）であるシルトフェンスは，想定

される重大事故等時において，海洋への放射性物質の拡散を抑制するため，

設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は，各設置場所の

幅に応じた必要な本数２組に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として各設置場所に対して１組の合計３組を保管する。 

9.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，屋外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置の接続及

び操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲及び泡消火薬剤混合装置は，使用

時に海水を通水するため，海水影響を考慮した設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，海水を直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

シルトフェンスは海に設置するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

9.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

放水設備（大気への拡散抑制設備），放水設備（泡消火設備）又は海洋へ

の拡散抑制設備（シルトフェンス）である大容量送水ポンプ（タイプⅡ），

放水砲，泡消火薬剤混合装置及びシルトフェンスは，想定される重大事故等 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－5－113 

響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，輪

留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，飛

散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準対象施設

としての容量が，想定される重大事故等時において，代替淡水源又は海を使

用するまでの間に必要な容量を有しているため，設計基準対象施設と同仕様

で設計する。 

サプレッションチェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計基準

対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時において，

代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポン

プ）で使用する代替循環冷却ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量

に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するもの

を１セット１台使用する。また，原子炉補機代替冷却水系との同時使用時に

は更に１セット１台使用する。保有数は，２セットで４台に加えて，故障時
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－5－114 

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計５台を保

管する。 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，想定される重大事故等時におい

て，低圧代替注水系（可搬型），原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器フィルタベン

ト系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮

して，各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さ

らに，燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬

型）のいずれか１系統の使用を考慮して，各系統の必要な流量を同時に確保

できる容量を有する設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，想定される重大事故等時において，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するもの

を１セット１台使用する。また，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，放水設

備（大気への拡散抑制設備）又は放水設備（泡消火設備）との同時使用時に

は更に１台使用する。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は，１セット

２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て１台の合計３台を保管する。 

代替水源からのホースは，複数ルートを考慮してそれぞれのルートに必要

なホースの長さを満足する数量の合計に，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを考慮した数量を分散して保管する。 

5.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

復水貯蔵タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

 

8－4－56 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

 

(1) 燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系（可搬

型），燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

台  数         ４（予備１） 

容  量         約 1,440m3／h（１台当たり） 

揚  程         約 122m 

 

ｂ．スプレイノズル 

個  数         12（予備１） 

 

(2) 放水設備（大気への拡散抑制設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

設備仕様 
関連個所を赤枠にて示す 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－5－180 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 復水貯蔵タンク 

第 10.13－1 表 補給水系主要機器仕様に記載する。 

(2) サプレッションチェンバ 

第 9.1－1 表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

(3) ほう酸水注入系貯蔵タンク 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

(4) 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

第 4.3－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様

に記載する。 

(5) 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

台  数 ２（予備１） 

容  量 約 1,800m3／h（１台当たり） 

揚  程 約 122m 
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添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 

8－9－131 

第 9.7－1 表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機

器仕様

(1) 放水設備（大気への拡散抑制設備）及び放水設備（泡消火設備） 

ａ．大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

第 5.7－1 表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機

器仕様に記載する。 

ｂ．放水砲 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プールの冷却等のための設備 

台  数 １（予備１) 

ｃ．泡消火薬剤混合装置 

容 量 1,000L 

台  数 １（予備１） 

(2) 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス） 

ａ．シルトフェンス 

(a) 南側排水路排水桝用 

組  数 ２（予備１） 

  高  さ   約５m 

 幅   約５m（１組当たり） 
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添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書 

 設定根拠 
関連個所を下線にて示す 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.0 -

66-1 66-2 66-3 66-4 66-5 66-6 66-5 66-7 66-5 66-8 66-9 66-10 66-11 66-12 66-13 66-14 66-15 66-16 66-17 66-18 66-19

条番号 条文名称

19条 停止余裕

20条 反応度監視

21条 制御棒の動作確認

22条 制御棒のスクラム機能 △

23条 制御棒の操作

24条 ほう酸水注入系 △ ○ ○ ○

25条 原子炉熱的制限値

26条 原子炉熱出力および炉心流量

27条 計測および制御設備 ○ ○

28条 原子炉再循環ポンプ

29条 ジェットポンプ

30条 主蒸気逃がし安全弁 ○

31条
格納容器内の原子炉冷却材漏え
い率

32条
非常用炉心冷却系，原子炉隔離
時冷却系および高圧代替注水系
の系統圧力監視

33条
原子炉冷却材中のよう素１３１濃
度

34条 原子炉停止時冷却系その１ △ △

35条 原子炉停止時冷却系その２ △ △

36条 原子炉停止時冷却系その３ △ △

37条
原子炉冷却材温度および原子炉
冷却材温度変化率

38条 原子炉圧力

39条 非常用炉心冷却系その１ △ ○※１/△ △ △ △ △

40条 非常用炉心冷却系その２

41条 原子炉隔離時冷却系 △ △

42条 主蒸気隔離弁

43条
格納容器および格納容器隔離弁

△ △ △ △ △

44条
サプレッション・チェンバからドラ
イウェルへの真空破壊弁

△ △

45条 サプレッションプールの平均水温

46条 サプレッションプールの水位 △ △ △ △ △ △

47条 可燃性ガス濃度制御系

48条 格納容器の酸素濃度（２号炉） △

48条の2 格納容器の酸素濃度（３号炉）

49条 原子炉建屋 △ △ ○

50条 原子炉建屋給排気隔離弁

51条 非常用ガス処理系 △

52条
原子炉補機冷却水系および原子
炉補機冷却海水系

△ △ △ △ △ △ △

53条
高圧炉心スプレイ補機冷却水系
及び高圧炉心スプレイ補機冷却
海水系

△

54条 使用済燃料プールの水位・水温

55条
燃料又は制御棒を移動する時の
原子炉水位

56条 中央制御室非常用換気空調系 ○

57条 地下水位低下設備

58条 外部電源その１

58条の2 外部電源その２

58条の3 外部電源その３

59条 非常用ディーゼル発電機その１ △ △ △ △ △ △ △ △

60条 非常用ディーゼル発電機その２ △ △

61条
非常用ディーゼル発電機燃料油
等（２号炉）

○ ○

61条の2
非常用ディーゼル発電機燃料油
等（３号炉）

62条 直流電源その１ ○

63条 直流電源その２ ○

64条 所内電源系統その１ ○

65条 所内電源系統その２ ○

発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑

制
す
る
た
め
の
設
備

ア
ク
セ
ス
ル
ー

ト
の
確
保

電
源
設
備

計
装
設
備

運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め

の
設
備

監
視
測
定
設
備

緊
急
時
対
策
所

通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

大
容
量
送
水
ポ
ン
プ

※１：２号炉自動減圧系の主蒸気逃がし安全弁及びアキュムレータは、動作不能時は、ＤＢ条文、ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要である。

凡例
　○　：当該設備の故障により、ＤＢ条文、ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要なもの。
　△　：当該設備の故障により、ＤＢ条文のみのＬＣＯ逸脱時の措置を行うことで、ＳＡ機能としての措置も含まれるもの。

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の

供
給
設
備

SA設備に係る既存保安規定への反映

保安規定条文

緊
急
停
止
失
敗
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
未

臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時

に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設

備 原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧

す
る
た
め
の
設
備

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時

に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設

備 最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た

め
の
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の

設
備

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す

る
た
め
の
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷

却
す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破

損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
破
損

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
の
冷
却
等
の
た
め
の

設
備
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（重大事故等対処設備（２号炉）） 

第６６条 ２号炉について，原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処

設備※１は，表６６－１から表６６－１９で定める事項を運転上の制限とする。 

（１） 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（２） 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（３） 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（５） 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

（６） 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７） 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８） 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

（９） 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

（10） 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11） 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12） 電源設備 

（13） 計装設備 

（14） 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15） 監視測定設備 

（16） 緊急時対策所 

（17） 通信連絡を行うために必要な設備 

（18） アクセスルートの確保 

（19） 大容量送水ポンプ 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認す

るため，次号を実施する。 

（１）各課長は，原子炉の状態に応じて表６６－１から表６６－１９の確認事項

を実施し，その結果を発電管理課長または防災課長に通知する。 

３．発電課長または防災課長は，重大事故等対処設備が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表６６－１から表６６－１９の要求される

措置を講じる。 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 
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